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万一、事故が起こった場合は

※IP電話からは0276-90-8852（有料）におかけください。
※おかけ間違いにご注意ください。

万一、事故が起こった場合は、遅滞なく代理店・扱者または当
社にご連絡ください。
なお、上記の「あいおいニッセイ同和損保あんしんサポートセン
ター」では、専門の係員が事故の受付を行います。

令和7年10月

「学校契約団体傷害保険契約」「PTA団体傷害保険契約」
の保険契約者さまへ

当社では、社会貢献の取組みの一環として、ベル
マーク運動に協賛しております。
お客さまのご契約は、その対象商品となりますので、
ベルマークをご希望の方は、代理店・扱者までお申
し出いただきますようお願いいたします。

レク・施設等

0120-985-024 24時間・
365日受付（無料）

あいおいニッセイ同和損保あんしんサポートセンターあいおいニッセイ同和損保あんしんサポートセンター

傷 害 保 険

（普通保険約款・特約）
ご契約のしおり

（レクリェーション・施設入場者等団体契約用）

本社　〒150-8488  東京都渋谷区恵比寿1-28-1
httpｓ://www.aioinissaydowa.co.jp/



このたびは当社の傷害保険をご契約いただき、
誠にありがとうございます。
心から厚く御礼申し上げます。
この冊子はご契約に伴う大切な事がらを記載したものです。
必ずお読みくださいますようお願いします。
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普通保険約款・特約一覧表
※保険証券などの特約欄に、特約名称（略称）または特約コードが表
示されている場合は、その特約がお客さまのご契約に適用されます。
また、補償項目欄に保険金額が表示されている場合には、該当する
特約が適用されます。

■傷害保険普通保険約款
名称 適用される場合 ページ

「用語の説明」 すべてのご契約に適用されます。 15
第１章　補償条項 すべてのご契約に適用されます。 17
第２章　基本条項 すべてのご契約に適用されます。 20

■補償に関する特約
特約
コード 特約名称 適用される場合 ページ

Q8 交通乗用具搭乗中の
傷害危険補償特約

保険証券の特約欄に名称または特約
コードが表示されている場合に適用
されます。

34

－ 行事参加者の傷害
危険補償特約

保険証券の契約方式欄に「レクリエ
ーション参加者」が表示されている
場合に適用されます。

34

－ 施設入場者の傷害
危険補償特約

保険証券の契約方式欄に「観覧施設
入場者」が表示されている場合に適
用されます。

35

－ スポーツ団体傷害
保険特約

保険証券の契約方式欄に「スポーツ
団体」が表示されている場合に適用
されます。

36

－ ＰＴＡ団体傷害保
険特約（Ｂ）

保険証券の契約方式欄に「ＰＴＡ
（Ｂ）」が表示されている場合に適用
されます。

38

－
シルバー人材セン
ター団体傷害保険
特約

保険証券の契約方式欄に「シルバー
人材」が表示されている場合に適用
されます。

39

L2

学校契約団体傷害
保険（管理下およ
び管理下外補償）
特約

保険証券の契約方式欄に「学校契約
団体」と表示され、特約欄に名称ま
たは特約コードが表示されている場
合に適用されます。

40

K9

学校契約団体傷害
保険（学校の管理
下のみ補償）（フ
ランチャイズな
し）特約

保険証券の契約方式欄に「学校契約
団体」と表示され、特約欄に名称ま
たは特約コードが表示されている場
合に適用されます。

43

K8

学校契約団体傷害
保険（学校の管理
下のみ補償）（フ
ランチャイズ７
日、14日）特約

保険証券の契約方式欄に「学校契約
団体」と表示され、特約欄に名称ま
たは特約コードが表示されている場
合に適用されます。

47

L1
学校契約団体傷害保
険（学校の管理下外
のみ補償）特約

保険証券の契約方式欄に「学校契約
団体」と表示され、特約欄に名称ま
たは特約コードが表示されている場
合に適用されます。

51

JB 留守家庭児童団体
傷害保険特約

保険証券の特約欄に名称または特約
コードが表示されている場合に適用
されます。

53

－ 行政委嘱委員団体
傷害保険特約

保険証券の契約方式欄に「行政協力
員団体」が表示されている場合に適
用されます。

56
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特約
コード 特約名称 適用される場合 ページ

Mｽ 非営利活動団体傷害保険特約

保険証券の特約欄に名称または特約
コードが表示されている場合に適用
されます。

57

3J 会員用シートベル
ト傷害保険特約

保険証券の特約欄に名称または特約
コードが表示されている場合に適用
されます。

60

01 天災危険補償特約
保険証券の特約欄に名称または特約
コードが表示されている場合に適用
されます。

64

－ 運動危険等補償特約

保険証券の特約欄に名称が表示され
ている場合に適用されます。
※該当する運動種類を名称とあわせ
表示しております。

65

G3
[行事参加者用]往
復途上傷害危険補
償特約

保険証券の契約方式欄に「レクリエ
ーション参加者」が表示され、特約
欄に名称または特約コードが表示さ
れている場合に適用されます。

67

G4
[施設入場者用]往
復途上傷害危険補
償特約

保険証券の契約方式欄に「観覧施設
入場者」が表示され、特約欄に名称
または特約コードが表示されている
場合に適用されます。

67

2K 食中毒補償特約
保険証券の特約欄に名称または特約
コードが表示されている場合に適用
されます。

68

1T 熱中症危険補償特約
保険証券の特約欄に名称または特約
コードが表示されている場合に適用
されます。

68

3S
条件付戦争危険等
免責に関する一部
修正特約

すべてのご契約に適用されます。 68

■保険料の払込みに関する特約
特約
コード 特約名称 適用される場合 ページ

QL 初回保険料口座振替特約

保険証券の特約欄に名称または特約
コードが表示されている場合に適用
されます。

69

Ａｲ 保険料クレジットカード払特約

保険証券の特約欄に名称または特約
コードが表示されている場合に適用
されます。

70

－ 保険料支払手段に
関する特約 すべてのご契約に適用されます。 71

■その他の特約
特約
コード 特約名称 適用される場合 ページ

3Y 企業等の傷害保険金
受取に関する特約

保険証券の特約欄に名称または特約
コードが表示されている場合に適用
されます。

71

93 包括契約特約（毎
月報告・毎月精算）

保険証券の特約欄に名称または特約
コードが表示されている場合に適用
されます。

72
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特約
コード 特約名称 適用される場合 ページ

94 包括契約特約（毎
月報告・一括精算）

保険証券の特約欄に名称または特約
コードが表示されている場合に適用
されます。

73

95 包括契約特約（一
括報告・一括精算）

保険証券の特約欄に名称または特約
コードが表示されている場合に適用
されます。

74

4F
（注）

保険料確定特約
（シルバー人材セ
ンター団体傷害保
険特約用）

保険証券の契約方式欄に「シルバー
人材」が表示され、かつ、この特約
の名称または特約コードが表示され
る場合に適用されます。

74

4F
（注）

保険料確定特約
（学校契約団体傷
害保険（管理下お
よび管理下外補
償）特約用）

保険証券の契約方式欄に「学校契約
団体」が表示され、かつ、学校契約
団体傷害保険（管理下および管理下
外補償）特約の名称または特約コー
ドおよびこの特約の名称または特約
コードが表示されている場合に適用
されます。

75

4F
（注）

保険料確定特約
（学校契約団体傷
害保険（学校の管
理下のみ補償）（フ
ランチャイズな
し）特約用）

保険証券の契約方式欄に「学校契約
団体」と表示され、かつ、学校契約
団体傷害保険（学校の管理下のみ補
償）（フランチャイズなし）特約の
名称または特約コードおよびこの特
約の名称または特約コードが表示さ
れている場合に適用されます。

75

4F
（注）

保険料確定特約
（学校契約団体傷
害保険（学校の管
理下のみ補償）（フ
ランチャイズ７
日、１４日）特約用）

保険証券の契約方式欄に「学校契約
団体」と表示され、かつ、学校契約
団体傷害保険（学校の管理下のみ補
償）（フランチャイズ７日、１４日）
特約の名称または特約コードおよび
この特約の名称または特約コードが
表示されている場合に適用されます。

76

4F
（注）

保険料確定特約
（学校契約団体傷
害保険（学校の管
理下外のみ補償）
特約用）

保険証券の契約方式欄に「学校契約
団体」と表示され、かつ、学校契約
団体傷害保険（学校の管理下外のみ
補償）特約の名称または特約コード
およびこの特約の名称または特約コ
ードが表示されている場合に適用さ
れます。

76

4F
（注）

保険料確定特約
（行政委嘱委員団
体傷害保険特約用）

保険証券の契約方式欄に「行政協力
員団体」と表示され、かつ、この特
約の名称または特約コードが表示さ
れている場合に適用されます。

77

4F
（注）

保険料確定特約
（非営利活動団体
傷害保険特約用）

保険証券の特約欄に「非営利活動団
体傷害保険特約」の名称または特約
コードが表示され、かつ、この特約
の名称または特約コードが表示され
ている場合に適用されます。

78

4F
（注）

保険料確定特約
（包括契約特約用）

保険証券の特約欄に「包括契約特約
（毎月報告・一括精算）」の名称また
は特約コードが表示され、かつ、こ
の特約の名称または特約コードが表
示されている場合に適用されます。

78
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特約
コード 特約名称 適用される場合 ページ

4F
（注）

保険料確定特約
（会員用シートベル
ト傷害保険特約用）

保険証券の特約欄に「会員用シート
ベルト傷害保険特約」の名称または
特約コードが表示され、かつ、この
特約の名称または特約コードが表示
されている場合に適用されます。

79

Eﾐ 契約内容変更に関
する特約

保険証券の特約欄に名称または特約
コードが表示されている場合に適用
されます。

79

－ 共同保険に関する
特約

保険証券に添付した共同保険契約分
担表に、共同保険の分担会社および
分担割合または分担会社それぞれの
保険金額が表示されている場合に適
用されます。

80

（注）特約コードが「4F」の場合は、「適用される場合」に記載の条
件により、適用される特約をご確認ください。
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第１部

第 1部　「重要事項のご説明」 マークの補足事項
「重要事項のご説明」において、この「ご契約のしおり」に
記載することとしていた　  マークの項目について、次のとお
りご説明します。

詳細は、該当ページをご参照ください。

「無効、取消し、失効について」 P.9

「ご契約内容および事故報告内容の　　
確認について」 P.8

事故が起こった場合の手続きの方法や保険金の支払請
求時に必要となる書類、保険金の代理請求など、事故
が起こってから保険金をお支払いするまでを説明して
います。

「事故が起こった場合の手続き」

［概　要］

P.11

保険契約の最低保険料や失効、解約の場合の取扱いを
説明しています。

「最低保険料について」

［概　要］

P.9

保険契約者と被保険者が異なるご契約において、被保
険者が保険契約者に対し保険契約の解約を求めること
ができる一定の要件等を説明しています。

「被保険者による保険契約の解約請求
について」

［概　要］

P.8

※イメージは実物と異なる場合があります。

その他、次の項目は該当ページをご参照ください。

『重要事項のご説明』　表紙

中面

『重要事項のご説明』の中で

以下のように　　マークの記載

があります。

■この書面の対象となる商品は以下の通りです。
行事（レクリェーション）参加者の傷害危険補償契約 施設入場者の傷害危険補償契約
交通乗用具搭乗中の傷害危険補償契約 留守家庭児童団体傷害保険契約
学校契約団体傷害保険契約 行政協力員（行政委嘱委員）団体傷害保険契約
非営利活動（NPO）団体傷害保険契約 スポーツ団体傷害保険契約
PTA団体傷害保険契約 シルバー人材センター団体傷害保険契約

傷害または損害等の発生の可能性をいいます。危 険

保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じ
である他の保険契約または共済契約をいいます。

オプションとなる補償内容など普通保険約款に定めら
れた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。

他の保険契約等

特 約

保険契約により補償の対象となる方をいいます。被 保 険 者

保険契約により保険金をお支払いする事由が発生した
場合に、当社がお支払いする保険金の額（または限度
額）をいいます。

保 険 金 額

当社に保険契約の申込みをする方であって、保険料の
支払義務を負う方をいいます。保 険 契 約 者

保険契約者が保険契約に基づいて当社に払い込むべき
金銭をいいます。保 険 料保険契約内容について、原則的な事項を定めたもの

です。普通保険約款

普通保険約款およびセットされた特約により補償され
る傷害または損害等が発生した場合に当社がお支払
いすべき金銭をいいます。

保 険 金

■この書面は、傷害保険に関する重要事項(「契約概要」「注意喚起情報」等)についてご説明しています。
　ご契約前に必ず読んでいただき、お申込みくださいますようお願いします。
■この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。
　詳細については「ご契約のしおり（普通保険約款・特約）」に記載しています。必要に応じて代理店・扱者または当社へご請求ください。
■「ご契約のしおり（普通保険約款・特約）」は、ご契約後、保険証券とともにお届けします。
■ご契約の手続き完了後、１か月を経過しても保険証券が届かない場合は、当社までお問合わせください。
■ご契約内容や募集状況等の確認のため後日、ご契約後に当社から確認の連絡をすることがあります。
■保険契約者と被保険者が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。
■この書面は、ご契約後も保管してください。ご不明な点につきましては、代理店・扱者または当社までお問合わせください。

はじめに1

重要事項のご説明
傷害保険（レクリェーション・
施設入場者等団体契約用）
令和3年7月以降始期契約用

契約概要

マークのご説明2

商品のご案内3

この書面の構成4
Ⅰ契約締結前におけるご確認事項 …P2～4 1.商品の仕組み　　2.基本となる補償 等　　

3.保険料の決定の仕組みと払込方法 等　　4.満期返れい金・契約者配当金

Ⅲ契約締結後におけるご注意事項 …P6 1. 通知義務等（ご契約後にご連絡いただく事項）
2. 解約と解約返れい金　　3．被保険者からの解約

Ⅱ契約締結時におけるご注意事項 …P5 1.告知義務(ご契約時にお申出いただく事項)
2. クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等)
3．死亡保険金受取人

…P7～8その他ご留意いただきたいこと

注意喚起情報
ご契約に際して保険契約者にと
って不利益になる事項等、特に
ご注意いただきたい事項

このマークの項目は、「ご契
約のしおり（普通保険約款・
特約）」に記載しています。

保険商品の内容を
ご理解いただくた
めの事項

お問合わせ窓口6

本紙で用いる用語の説明5

指定紛争解決機関

当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関で
ある一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。
当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協
会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。

一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽＡＤＲセンター

●受付時間［平日9:15～17:00（土日・祝日および年末年始を除きます）］
●携帯電話からも利用できます。IP電話からは03-4332-5241におかけください。
●おかけ間違いにご注意ください。
●詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
 （https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/adr/index.html）

保険会社の連絡・相談・苦情窓口

下記にご連絡ください。
当社へのご相談・苦情がある場合

●受付時間［平日9:00～17:00］ 
●土日・祝日および年末年始は休業させていただきます。

30日以内にご契約の代理店・扱者または下記にご連絡ください。
事故が起こった場合

●受付時間［24時間365日］　　●おかけ間違いにご注意ください。
●IP電話からは0276-90-8852（有料）におかけください。

あいおいニッセイ同和損保
あんしんサポートセンター

あいおいニッセイ同和損保
カスタマーセンター

0570-022-808ナビダイヤル（全国共通・通話料有料）

0120-721-101（無料）

0120-985-024（無料）

当社との間で問題を解決できない場合

注意喚起情報

1

①保険期間
保険期間は商品内容に合わせて1年以内で設定してください（ご契約内容によっては保険期間1年となります）。
実際に契約する保険期間については、保険申込書をご確認ください。
②補償の開始
始期日の午後4時（保険申込書またはセットされる特約に異なる時刻が記載されている場合はその時刻）に始まります。
③補償の終了
満期日の午後4時（保険申込書またはセットされる特約に異なる時刻が記載されている場合はその時刻）に終わります。
※上記によらず、以下のご契約の場合の補償は、始期日の午前0時に始まり、満期日の午後12時に終わります。
●行事（レクリェーション）参加者の傷害危険補償契約　
●施設入場者の傷害危険補償契約
●非営利活動（NPO）団体傷害保険契約
●包括契約特約をセットした契約

（4）保険期間および補償の開始・終了時期 注意喚起情報契約概要

①保険料の払込方法は次のとおりです。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。

（2）保険料の払込方法 注意喚起情報契約概要

①保険料は、保険金額、保険期間等により決まります。実際に契約する保険料は、保険申込書をご確認ください。
②この保険の最低保険料は1保険契約につき1,000円となります。なお、団体割引を適用する場合は、所定の最低保険料が条件となり
ます。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。

（1）保険料の決定の仕組み 契約概要

3. 保険料の決定の仕組みと払込方法 等

※1 包括契約の場合は、ご契約時に暫定保険料を払い込み、保険期間終了後に確定保険料との差額を精算いただく方法（確定精算）となります。
詳細は、後記　その他ご留意いただきたいこと  ４ 確定精算 をご確認ください。

※2 ご契約内容により、上記以外の払込方法を選択いただけることがあります。

払込方法

概要

一 時 払 保険料の全額を一括して払い込む方法です。

概　要
払込方法

主なキャッシュレスの払込方法

「最低保険料について」参照

主なキ シ レスの払込方法 概 要

最低保険料の取扱いについて知りたい場合

ください。
は、所定の最低保険料が条件とな

「最低保険料について」参
最低保険料の取扱いについて知りたい場
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第２部　保険証券の記載内容およびその見方
ご契約後に保険証券をお送りしています。お手元に届きまし
たら保険証券に記載された内容をご確認ください。保険証券
の記載事項については、以下をご確認ください。
なお、ご契約の手続き完了後、1か月を経過しても保険証券
が届かない場合は、当社までお問合わせください。

恵比寿　太郎

F 1 2 3 4 5 6 7 8 9

F 1 2 3 4 5 6 7 8 9

１

４

５
４
６

２
３
７
８

９
８

1 	 保険契約者の住所、氏名および保険種類を
ご確認ください。

2 	「証券番号」欄をご確認ください。
この保険契約の証券番号を記載しています。
お問合わせ等の際にお知らせください。

3 	「保険期間」欄をご確認ください。
保険責任の始まる日から終了する日までの期間を記載し
ていますのでご確認ください。

4 	「被保険者」欄をご確認ください。
「被保険者」は補償の対象となる方または補償を受けられ
る方です。氏名等に誤りがあった場合には、保険金が支
払われない場合がありますので、「被保険者」の住所、氏
名等の記載をご確認ください。
ご契約条件や、セットされる特約により、被保険者の範
囲が異なる場合があります。
被保険者については、普通保険約款・特約をご確認くだ
さい。なお、ご不明な点については、代理店・扱者また
は当社までお問合わせください。

5 	「死亡保険金受取人」欄をご確認ください。
死亡保険金受取人を記載していますのでご確認ください。

6 	「特約」欄をご確認ください。
この保険契約に適用される特約の名称または特約コード
等を記載していますのでご確認ください。
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第２部

7 	「保険料払込方法」欄をご確認ください。
（１）保険料は、ご契約と同時に払い込んでください。なお、

学校契約団体傷害保険では、保険料を分割して払い込
んでいただくことも可能です。詳細は特約の「保険料
の分割払」の項目に記載されておりますのでご確認く
ださい。

（２）学校契約団体傷害保険の分割払の場合で、保険金をお
支払いする場合が発生し、保険金を支払うことにより
契約の全部または一部が失効（または終了）したとき
には、未払込みの分割保険料を請求させていただくこ
とがあります。

（３）初回保険料を口座振替で払い込んでいただく場合、保
険料は保険期間の開始する月の翌月に振り替えられま
すので、振替日の前日までに、ご指定の口座に必要な
残高をご用意ください。万一、保険料の振替ができな
い場合には、保険金をお支払いしないことがあります。
初回保険料の引き落とし前に事故が発生した場合は、
原則として、代理店・扱者または当社へ初回保険料を
払い込んでください。当社にて初回保険料の払込みを
確認させていただいた後、保険金をお支払いします。

8 	「補償項目」欄をご確認ください。
保険金額の設定がある場合は保険金額が表示されます。
補償内容、保険金額および保険料がお申込内容と相違な
いことをご確認ください。

9 	「特記事項」欄をご確認ください。
保険申込書の「特記事項」欄の内容を記載していますの
でご確認ください。
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第３部　留意していただきたい事項
１	被保険者による保険契約の解約請求について
☞傷害保険普通保険約款第２章基本条項第 12条（P.22 〜
23）ほか
被保険者が保険契約者以外の方である場合において、次
の①から⑥までのいずれかに該当する事由があるときは、
その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約の解約
を求めることができます。この場合、保険契約者は、当
社に対する通知をもって、その保険契約を解約しなけれ
ばなりません。
詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
【被保険者が解約を求めることができる場合】
①その保険契約の被保険者となることについての同意を
していなかった場合
②次に該当する行為のいずれかがあった場合
・･保険契約者または保険金を受け取るべき方が、当社
にその保険契約に基づく保険金を支払わせることを
目的としてケガ等を発生させ、または発生させよう
とした場合

・･保険金を受け取るべき方が、その保険契約に基づく
保険金の請求について、詐欺を行い、または行おう
とした場合

③保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団
関係者その他の反社会的勢力に該当する場合
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額
が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態が
もたらされるおそれがある場合
⑤保険契約者または保険金を受け取るべき方が、前記②
から④までの場合と同程度にその被保険者のこれらの
方に対する信頼を損ない、その保険契約の存続を困難
とする重大な事がらを発生させた場合
⑥保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了などに
より、その保険契約の被保険者となることについて同
意した事情に著しい変更があった場合

※１前記①に該当する場合は、その被保険者は、当社に対する通
知をもって、保険契約を解約することができます。その際は
被保険者であることを証明する資料等を提出してください。

※２解約する範囲はその被保険者にかかる部分とします。
※３次の商品の場合、解約請求により、その被保険者は保険期間
（ご契約期間）のうち未経過であった期間について、被保険
者でなくなります。

行事（レクリェーション）参加者の傷害危険補償契約、
施設入場者の傷害危険補償契約、交通乗用具搭乗中の傷
害危険補償契約、留守家庭児童団体傷害保険契約、学校
契約団体傷害保険契約、行政協力員（行政委嘱委員）団
体傷害保険契約、非営利活動（NPO）団体傷害保険契約、
スポーツ団体傷害保険契約、シルバー人材センター団体
傷害保険契約	 など

２	ご契約内容および事故報告内容の確認について
損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約
における保険犯罪の発生を未然に防ぐとともに、保険金
の適切かつ迅速・確実なお支払いを確保するため、契約
締結および事故発生の際、同一被保険者または同一事故
にかかるご契約の状況や保険金請求の状況について一般
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社団法人･日本損害保険協会に登録された契約情報等によ
り確認を行っています。
確認内容は、上記目的以外には利用しません。ご不明の
点は、当社までお問合わせください。
※具体的には、損害保険の種類、保険契約者名、被保険者名、保
険金額、被保険者同意の有無、取扱損害保険会社等の項目につ
いて確認を行っています。

３	無効、取消し、失効について
☞傷害保険普通保険約款第 2章基本条項第 7条〜第 9条
（P.21 〜 22）
（１）次のいずれかの場合は、この保険契約は無効となります。

①の場合は、既に払い込んだ保険料は返還できません。
②の場合は、保険料の全額を返還します。
①保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第
三者に保険金を不法に取得させる目的をもって契約を
締結した場合
②被保険者の法定相続人以外の方を死亡保険金受取人とす
る場合に、保険契約者以外の方を被保険者とする保険契
約について、その被保険者の同意を得なかった場合

（２）保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方
の詐欺または強迫によって契約を締結した場合は、こ
の保険契約は取消しとなることがあります。この場合、
既に払い込んだ保険料は返還できません。

（３）被保険者が死亡（注）した場合は、この保険契約は失
効となります。この場合、既に払い込んだ保険料は普
通保険約款・特約に定める規定により返還します。詳
細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
（注）死亡保険金をお支払いするケガにより被保険者が死亡し

た場合は、傷害保険金部分の保険料は返還できません。

4 	最低保険料について
（１）この保険契約の最低保険料は 1‚000･円（注）となりま

す。なお、団体割引を適用する場合は、所定の最低保
険料が条件となります。詳細は代理店・扱者または当
社までお問合わせください。

（２）保険契約が失効となる場合、保険契約を解約される
場合、または確定精算を行う契約の場合、払い込ん
でいただいた保険料が 1‚000･円（注）未満のときは、
1‚000･円（注）との差額を払い込んでいただく必要が
あります。ただし、保険契約の中途更改に伴う保険料
返還の場合は除きます。

（注）行政協力員（行政委嘱委員）団体傷害保険契約の場合は 500
円となります。

５	継続契約について
（１）保険金請求状況などによっては、保険期間終了後、ご

契約を継続できないこと、または、補償内容を変更す
ることがあります。

（２）当社が、普通保険約款、特約、保険料率等を改定した
場合、改定日以降を始期日とする継続契約には、その
始期日における普通保険約款、特約、保険料率等が適
用されます。そのため、継続契約の補償内容や保険料
が継続前のご契約と異なることやご契約を継続できな
いことがあります。あらかじめご了承ください。
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第４部　通知義務等（ご契約後にご連絡いただく事項）
☞傷害保険普通保険約款第 2章基本条項第 6条（P.21）ほ
か

１．保険契約者が住所または連絡先を変更した場合や、特約
の追加等、契約条件を変更する場合は、ただちに代理店・
扱者または当社までご連絡ください。ご連絡いただけな
い場合は、重要なお知らせやご案内ができなくなります。

２．保険契約者は下記に記載する通知事項について、遅滞な
く代理店・扱者または当社までご連絡いただく必要があ
ります。保険契約者または被保険者の故意や重大な過失
により、下記の通知事項について遅滞なくご連絡いただ
けなかった場合、保険金を削減してお支払いすることが
あります。

保険契約の種類 通知事項
準記名式契約（注 1）の
一部商品（注 2） 被保険者数が変更となる場合
スポーツ団体傷害保険契約 スポーツ名称が変更となる

場合
（注１）準記名式契約とは、団体と一定の関係にある方を被保険

者とし、明細書に被保険者氏名を記載することなく、あ
らかじめ定めた条件で補償する契約方法です。なお、ご
契約にあたっては、被保険者名簿の備え付けが必要です。

（注２）留守家庭児童団体傷害保険契約、学校契約団体傷害保険
契約、行政協力員（行政委嘱委員）団体傷害保険契約、
非営利活動（NPO）団体傷害保険契約、シルバー人材セ
ンター団体傷害保険契約を契約された場合に通知事項と
なります。
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第５部　事故が起こった場合の手続き
１	事故が起こった場合の当社へのご連絡等
（１）事故が起こった場合、事故の発生の日からその日を含

めて 30日以内にご契約の代理店・扱者または下記に
ご連絡ください。ご連絡がない場合、それによって当
社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いす
ることがあります。なお、下記の「あいおいニッセイ
同和損保あんしんサポートセンター」では、専門の係
員が事故の受付を行います。

24時間・
365日受付

※IP電話からは0276-90-8852(有料)におかけください。
※おかけ間違いにご注意ください。

0120-985-024（無料）
あいおいニッセイ同和損保あんしんサポートセンター

（２）他の保険契約等がある場合には、事故のご連絡の際に
お申し出ください。

（３）事故のご連絡から保険金のお受取りまでの流れは次の
とおりです。なお、事故が発生した場合には、具体的
な手続き方法等につき、当社担当者から改めてご説明
しますのでご安心ください。

【事故の発生から保険金のお受取りまで】

お客さま

事故発生事故発生事故発生

当　社

●事 故 の ご 連 絡

●保険金のご請求から
お受取りまでの流れのご確認

●事　故　の　受　付

●保険金のご請求から
お受取りまでの流れのご説明
●保険金請求書類のご案内
●傷害等の状況・事故原因等の確認

●保険金請求書類の作成・提出 ●保険金請求書類の受付

●調査に関するご協力 ●傷害等の状況・事故原因等の確認・調査

●お支払いする保険金のご確認 ●お支払いする保険金のご説明

●保険金のお受取り ●保険金のお支払い
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（４）It’s･MORE は日常で起きるあらゆる万が一を想定した
24時間 365日事故対応サービスです。
平日と変わらない対応で夜間や休日も安心です！

例えば、このようなときも安心しておまかせください！
休日の午前中の事故！

スポーツ中に負傷してしまった！
当社では、休日でも保険金お支払い可否の案内が可能！

２	代理請求人制度
重度の後遺障害が発生し意思能力を喪失した等、被保険
者に保険金を請求できない事情がある場合は、これらの
方の親族のうち一定の条件を満たす方が代理人として、
保険金を請求できることがあります（「代理請求人制
度」）。（注）詳細は代理店・扱者または当社までお問合わ
せください。
（注）「代理請求人制度」をご利用の場合は、被保険者が保険金を

請求できない事情を示す書類をご提出いただきます。

３	保険金のご請求時にご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方（これらの方の
代理人を含みます）が保険金の請求を行う場合は、次表
の書類のうち当社が求めるものをご提出いただきます。
詳細は代理店・扱者または当社までご相談ください。
※１特約に基づいて保険金の請求を行う場合は、次表の書類のほ
か、それぞれの特約に定める書類をご提出いただきます。

※２事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じて、次表の書類
以外の書類をご提出いただくようお願いする場合があります
ので、ご了承ください。

（１）保険金請求書（個人情報の取扱いに関する同意を
含みます）

（２）当社の定める傷害状況報告書など
※事故日時、発生場所、原因等を申告する書類をいいます。
また、事故状況を確認するためにこの報告書のほか、（5）
に掲げる書類も必要な場合があります。

（３）被保険者であることを確認する書類
書類
の例

・家族関係の証明書類（住民票、戸籍謄本）
・各種名簿･ など

（４）保険金の請求権をもつことの確認書類
書類
の例

・印鑑証明書、資格証明書
・戸籍謄本　・委任状　・未成年者用念書
・事故日時や発生場所を証明する事故証明書
＜質権が設定されている場合＞
・質権者への支払確認書
・保険金直接支払指図書
・債務額現在高通知書･ など
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（５）ケガに関する保険金をご請求する場合に必要とな
る書類

①保険事故の発生を示す書類
書類
の例

・公の機関が発行する証明書（事故証明書な
ど）
・死亡診断書または死体検案書･ など

②保険金支払額の算出に必要な書類
書類
の例

・当社の定める診断書
・領収書
・後遺障害診断書
・レントゲン等の検査資料･ など

③その他の書類
書類
の例

・運転資格を証する書類（免許証など）
・調査同意書（当社がケガの状況や程度など
の調査を行うために必要な同意書）･ など

４	保険金のお支払時期について
当社は、保険金請求に必要な書類をご提出いただいてか
らその日を含めて 30日以内に、保険金をお支払いする
ために必要な事項の確認（注 1）を終えて保険金をお支
払いします。（注 2）
（注１）保険金をお支払いする事由発生の有無、保険金をお支払

いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の
有無、その他当社がお支払いすべき保険金の額の確定の
ために確認が必要な事項をいいます。

（注２）必要な事項の確認を行うために、警察など公の機関の捜
査結果の照会、医療機関など専門機関の診断の結果の照
会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本
国外における調査等が不可欠な場合には、普通保険約款・
特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この
場合、当社は確認が必要な事項およびその確認を終える
時期を被保険者に通知します。

５	保険金請求権の時効について
保険金請求権については時効（３年）がありますのでご
注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、普
通保険約款・特約をご確認ください。
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第６部
普通保険約款
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傷害保険普通保険約款
「用語の説明」

この普通保険約款およびこの普通保険約款に適用される特約において使用される
用語の説明は次のとおりとします。ただし、この普通保険約款に適用される特約に
おいて別途用語の説明がある場合は、それによります。

（５０音順）
用語 説明

い 医学的他
覚所見の
ないもの

被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学
的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等
によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。

医科診療
報酬点数
表

手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められてい
る医科診療報酬点数表をいいます。

お オンライ
ン診療

医師と患者の間において、情報通信機器を通して患者の診察および
診断を行い、診断結果の伝達、処方等の診療行為をリアルタイムに
より行うことをいいます。ただし、リアルタイムの視覚および聴覚
の情報を含む情報通信手段による場合に限り、電話診療は含みません。

か 解除 当社からの意思表示によって、保険契約の効力を将来に向かって失
わせることをいいます。

解約 保険契約者からの意思表示によって、保険契約の効力を将来に向か
って失わせることをいいます。
ただし、基本条項第１２条（被保険者による保険契約の解約請求）

（３）および（４）の規定においては、被保険者からの意思表示に
よって、保険契約の効力を将来に向かって失わせることをいいます。

き 既経過期
間

始期日から既に経過した期間をいいます。

危険 損害等の発生の可能性をいいます。
競技等 競技、競争、興行（注１）または試運転（注２）をいいます。

（注１）競技、競争、興行には、いずれもそのための練習を含みます。
（注２）試運転とは、性能試験を目的とする運転または操縦をいい

ます。
け 頸

けい

部症候
群

いわゆる「むちうち症」をいいます。

こ 後遺障害 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に
残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至
ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が
症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的
他覚所見のないものを除きます。

公的医療
保険制度

次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。
①　健康保険法（大正１１年法律第７０号）
②　国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）
③　国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２８号）
④　地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号）
⑤　私立学校教職員共済法（昭和２８年法律第２４５号）
⑥　船員保険法（昭和１４年法律第７３号）
⑦　高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）

告知事項 危険に関する重要な事項のうち、保険申込書の記載事項とすること
によって当社が告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する
事項を含みます。

し 歯科診療
報酬点数
表

手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められてい
る歯科診療報酬点数表をいいます。

始期日 保険期間の初日をいいます。
事故 補償条項第１条（保険金を支払う場合）（１）に規定する事故をい

います。
死体の検
案

死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。

失効 この保険契約の全部または一部の効力を将来に向かって失うことを
いいます。

自動車等 自動車または原動機付自転車をいいます。
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用語 説明
手術 次のいずれかに該当する診療行為をいいます。

①　公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算
定対象として列挙されている診療行為（注１）。ただし、次のい
ずれかに該当するものを除きます。
ア．創傷処理
イ．皮膚切開術
ウ．デブリードマン
エ．骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術

および授動術
オ．抜歯手術

②　先進医療（注２）に該当する診療行為（注３）
（注１）手術料の算定対象として列挙されている診療行為には、歯

科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている
診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算
定対象として列挙されている診療行為を含みます。

（注２）先進医療とは、手術を受けた時点において、厚生労働省告
示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が
定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大
臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行
われるものに限ります。

（注３）先進医療に該当する診療行為は、治療を直接の目的として、
メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の
処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の
目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、
局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為
を除きます。

傷害 急激かつ偶然な外来の事故により身体に被った障害をいい、身体外
部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または
摂取した場合に急激に発生する中毒症状（注）を含みます。ただし、
次のいずれかに該当するものを含みません。
①　細菌性食中毒
②　ウイルス性食中毒

（注）中毒症状には、継続的に吸入、吸収または摂取した結果発生
する中毒症状を除きます。

乗用具 自動車等、モーターボート（注）、ゴーカート、スノーモービルそ
の他これらに類するものをいいます。

（注）モーターボートには、水上オートバイを含みます。
た 他の保険

契約等
この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の
保険契約または共済契約をいいます。

ち 治療 医師（注）が必要であると認め、医師（注）が行う治療をいいます。
（注）医師とは、被保険者以外の医師をいいます。

つ 通院 病院もしくは診療所に通い、または往診、訪問診療もしくはオンラ
イン診療により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴
わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領、医療相談等のためのも
のまたは医師等による受診勧奨は含みません。

通院保険
金日額

この保険契約により補償される傷害が発生した場合に、当社が被保
険者に支払うべき保険金の基準となる額であって、保険証券にその
被保険者の通院保険金日額として記載された額をいいます。

て 訂正の申
出

告知事項について書面をもって訂正を申し出ることであって、基本
条項第４条（契約時に告知いただく事項－告知義務）（３）③また
はこの普通保険約款に適用される特約に規定する訂正の申出をいい
ます。

と 特約 補償内容および普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更
する場合のその補充・変更の内容を定めたものです。

に 入院 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師
の管理下において治療に専念することをいいます。

入院保険
金日額

この保険契約により補償される傷害が発生した場合に、当社が被保
険者に支払うべき保険金の基準となる額であって、保険証券にその
被保険者の入院保険金日額として記載された額をいいます。

は 配偶者 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と
同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と
異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。

ひ 被保険者 この保険契約により補償の対象となる者または補償を受ける者をい
い、保険証券記載の被保険者をいいます。
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用語 説明
ふ 普通保険

約款
保険契約内容について、原則的な事項を定めたものです。

ほ 暴動 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区
において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる
状態をいいます。

保険期間 保険責任の始まる日から終了する日までの期間であって、保険証券
記載の保険期間をいいます。

保険金 この保険契約により補償される傷害が発生した場合に、当社が被保
険者または死亡保険金受取人に支払うべき金銭であって、死亡保険
金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金および
この普通保険約款に適用される特約により支払われるべき保険金を
いいます。

保険金額 保険証券記載の保険金額をいいます。
保険契約
者

当社にこの保険契約の申込みをする者であって、この保険契約が成
立すれば、保険料の支払義務を負うこととなる者をいいます。

保険申込
書

当社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類（注）をい
い、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合には、これ
らの書類（注）を含みます。

（注）書類には、電子媒体によるものを含みます。
保険料 保険契約者がこの保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をい

います。
ま 満期日 保険期間の末日をいいます。
み 未経過期

間
満期日までの残存期間をいいます。

む 無効 この保険契約のすべての効力が、この保険契約締結時から生じなか
ったものとして取り扱うことをいいます。

第１章　補償条項
第１条（保険金を支払う場合）

（１）当社は、被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によってその身体に被った傷害
に対して、この約款に従い保険金を支払います。

（２）当社は、本条（１）の保険金のうち、保険証券に保険金額等（注）が記載され
たものについて支払います。ただし、死亡保険金および後遺障害保険金について
は保険金額が保険証券に記載された場合、手術保険金については入院保険金日額
が保険証券に記載された場合に支払います。

（注）保険金額等とは、保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額をいいます。
第２条（保険金を支払わない場合－その１）

（１）当社は、次のいずれかに該当する事由によって発生した傷害に対しては、保険
金を支払いません。

①　保険契約者（注１）または被保険者の故意または重大な過失
②　本条（１）①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者（注２）の故意ま

たは重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合には、
保険金を支払わないのは、その者が受け取るべき金額に限ります。

③　被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
④　被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故

ア．法令に定められた運転資格（注３）を持たないで自動車等を運転している間
イ．道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第６５条（酒気帯び運転等の禁止）

第１項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ．麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、指定薬物（注４）等の影響に

より正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤　被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥　被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦　当社が保険金を支払うべき傷害の治療以外の被保険者に対する外科的手術そ

の他の医療処置
⑧　被保険者に対する刑の執行
⑨　戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類

似の事変または暴動
⑩　地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑪　核燃料物質（注５）もしくは核燃料物質（注５）によって汚染された物（注６）

の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑫　本条（１）⑨から⑪までの事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う

秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑬　本条（１）⑪以外の放射線照射または放射能汚染
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（２）当社は、次のいずれかに該当する事由に対しては、保険金を支払いません。
①　被保険者が頸

けい

部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、そ
れを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの。この場合、その症状の原因
がいかなるときでも、保険金を支払いません。

②　被保険者の入浴中の溺水（注７）。ただし、入浴中の溺水（注７）が、当社が
保険金を支払うべき傷害によって発生した場合には、保険金を支払います。

③　被保険者の誤嚥
えん

（注８）によって発生した肺炎。この場合、誤嚥
えん

（注８）の
原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。

（注１）保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執
行するその他の機関をいいます。

（注２）保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法
人の業務を執行するその他の機関をいいます。

（注３）法令に定められた運転資格とは、運転する地における法令によるものをい
います。

（注４）指定薬物とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に
関する法律（昭和３５年法律第１４５号）第２条（定義）第１５項に定める
指定薬物をいいます。

（注５）核燃料物質には、使用済燃料を含みます。
（注６）核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
（注７）溺水とは、水を吸引したことによる窒息をいいます。
（注８）誤嚥

えん

とは、食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
第３条（保険金を支払わない場合－その２）

当社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故によって被った
傷害に対しては、保険金を支払いません。
①　被保険者が別表１に掲げる運動等を行っている間
②　被保険者が次のいずれかに該当する間

ア．乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、本条②ウ．に該当する場合
を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金
を支払います。

イ．乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準
ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、本条②ウ．に該当
する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用
している間については、保険金を支払います。

ウ．法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、
自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様によ
り自動車等を使用している間

第４条（死亡保険金の計算）
（１）当社は、被保険者が第１条（保険金を支払う場合）（１）の傷害を被り、その

直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて１８０日以内に死亡した
場合は、保険金額の全額を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。た
だし、既に支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額から既に支払った金
額を控除した残額を死亡保険金受取人に支払います。

（２）基本条項第２４条（死亡保険金受取人の変更）（１）または（２）の規定によ
り被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が２名以上で
あるときは、当社は、法定相続分の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に
支払います。

（３）基本条項第２４条（死亡保険金受取人の変更）（８）の死亡保険金受取人が２
名以上である場合は、当社は、均等の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人
に支払います。

第５条（後遺障害保険金の計算）
（１）当社は、被保険者が第１条（保険金を支払う場合）（１）の傷害を被り、その

直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて１８０日以内に後遺障害
が発生した場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険
者に支払います。

後遺障害保険金の額 ＝ 保険金額 × 別表２の各等級の後遺障害に
対する保険金支払割合

（２）本条（１）の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含め
て１８０日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当社は、事故の発生の
日からその日を含めて１８１日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後
遺障害の程度を認定して、本条（１）のとおり算出した額を後遺障害保険金とし
て支払います。

（３）別表２の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の
後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、そ
れぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。

（４）同一事故により、２種以上の後遺障害が発生した場合には、当社は、保険金額
に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。

①　別表２の第１級から第５級までに掲げる後遺障害が２種以上ある場合は、重
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い後遺障害に該当する等級の３級上位の等級に対する保険金支払割合
②　本条（４）①以外の場合で、別表２の第１級から第８級までに掲げる後遺障

害が２種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の２級上位の等級に対
する保険金支払割合

③　本条（４）①および②以外の場合で、別表２の第１級から第１３級までに掲
げる後遺障害が２種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の１級上位
の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金
支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の
割合を保険金支払割合とします。

④　本条（４）①から③まで以外の場合は、重い後遺障害に該当する等級に対す
る保険金支払割合

（５）既に後遺障害のある被保険者が第１条（保険金を支払う場合）（１）の傷害を
受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、保険
金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。

保険金支払割合 ＝
別表２に掲げる加重後の
後遺障害に該当する等級
に対する保険金支払割合

－
既にあった後遺障害に
該当する等級に対する
保険金支払割合

（６）本条（１）から（５）までの規定に基づいて、当社が支払うべき後遺障害保険
金の額は、保険期間を通じ、保険金額をもって限度とします。

第６条（入院保険金および手術保険金の計算）
（１）当社は、被保険者が第１条（保険金を支払う場合）（１）の傷害を被り、その

直接の結果として、入院した場合は、その期間に対し、次の算式によって算出し
た額を入院保険金として被保険者に支払います。
入院保険金の額 ＝ 入院保険金日額 × 入院した日数（注１）

（２）本条（１）の期間には、臓器の移植に関する法律（平成９年法律第１０４号）
第６条（臓器の摘出）の規定によって、同条第４項で定める医師により「脳死し
た者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、そ
の処置が同法附則第１１条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付
としてされたものとみなされる処置（注２）であるときには、その処置日数を含
みます。

（３）被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を
受けられる傷害を被った場合においても、当社は、重複しては入院保険金を支払
いません。

（４）当社は、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて１８０日以内に病院ま
たは診療所において、第１条（保険金を支払う場合）（１）の傷害の治療を直接
の目的として手術を受けた場合は、次の算式によって算出した額を、手術保険金
として被保険者に支払います。ただし、１事故に基づく傷害について、１回の手
術に限ります（注３）。

①　入院中（注４）に受けた手術の場合
手術保険金の額 ＝ 入院保険金日額 × １０

②　本条（４）①以外の手術の場合
手術保険金の額 ＝ 入院保険金日額 × ５

（注１）入院した日数は、１８０日を限度とします。ただし、いかなる場合におい
ても、事故の発生の日からその日を含めて１８０日を経過した後の入院に対
しては、入院保険金を支払いません。

（注２）医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされ
る処置には、医療給付関係各法の適用がない場合、医療給付関係各法の適用
があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。

（注３）１事故に基づく傷害に対して本条（４）①および②の手術を受けた場合は、
本条（４）①の算式によります。

（注４）入院中とは、第１条（保険金を支払う場合）（１）の傷害を被り、その直
接の結果として入院している間をいいます。

第７条（通院保険金の計算）
（１）当社は、被保険者が第１条（保険金を支払う場合）（１）の傷害を被り、その

直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出し
た額を通院保険金として被保険者に支払います。
通院保険金の額 ＝ 通院保険金日額 × 通院した日数（注１）

（２）本条（１）の日数には、被保険者が通院しない場合であっても、次のいずれか
に該当する部位を固定するためにギプス等（注２）を常時装着したときには、そ
の装着日数を含みます。ただし、被保険者以外の医師の指示による固定であるこ
と（注３）、かつ、診断書、診療報酬明細書等から次のいずれかに該当する部位
をギプス等（注２）装着により固定していることが確認できる場合に限ります。

①　長管骨（注４）または脊柱
②　長管骨（注４）に接続する３大関節部分（注５）
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③　肋
ろっ

骨または胸骨。ただし、体幹部を固定した場合に限ります。
④　顎骨または顎関節。ただし、線副子等で上下顎を一体的に固定した場合に限

ります。
（３）当社は、本条（１）および（２）の規定にかかわらず、第６条（入院保険金お

よび手術保険金の計算）の入院保険金を支払うべき期間中の通院に対しては、通
院保険金を支払いません。

（４）被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を
受けられる傷害を被った場合においても、当社は、重複しては通院保険金を支払
いません。

（注１）通院した日数は、９０日を限度とします。ただし、いかなる場合において
も、事故の発生の日からその日を含めて１８０日を経過した後の通院に対し
ては、通院保険金を支払いません。

（注２）ギプス等とは、ギプス（キャスト）、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、副
子（シーネ、スプリント）固定、創外固定器、ＰＴＢキャスト、ＰＴＢブレ
ース（注６）、線副子等（注７）およびハローベストをいいます。

（注３）被保険者以外の医師の指示による固定であることは、診断書または医師の
意見書に固定に関する記載がある場合に限ります。

（注４）長管骨とは、上腕骨、橈
とう

骨、尺骨、大腿
たい

骨、脛
けい

骨および腓
ひ

骨をいいます。
（注５）３大関節部分とは、肩関節、肘関節、手関節、股関節、膝関節および足関

節をいいます。
（注６）ＰＴＢブレースは、下腿

たい

骨骨折後に装着したものにつき、骨癒合に至るま
での医師が装着を指示した期間が診断書上明確な場合に限ります。

（注７）線副子等は、上下顎を一体的に固定した場合に限ります。
第８条（死亡の推定）

被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難
した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した
日からその日を含めて３０日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、
その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第
１条（保険金を支払う場合）（１）の傷害によって死亡したものと推定します。
第９条（他の身体の障害または疾病の影響）

（１）被保険者が第１条（保険金を支払う場合）（１）の傷害を被った時既に存在し
ていた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条（１）の傷害を被った
後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同
条（１）の傷害が重大となった場合は、当社は、その影響がなかったときに相当
する金額を支払います。

（２）正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険
金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第１条（保険金を支払う場
合）（１）の傷害が重大となった場合も、本条（１）と同様の方法で支払います。

第２章　基本条項
第１条（補償される期間－保険期間）

（１）この保険契約で補償される期間は、始期日の午後４時に始まり、満期日の午後
４時に終わります。ただし、保険証券の保険期間欄にこれと異なる開始時刻が記
載されている場合は、その時刻に始まるものとします。

（２）本条（１）の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
第２条（保険料の払込方法）

（１）保険契約者は、この普通保険約款に適用される特約の規定により定めた保険料
の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただ
し、この普通保険約款に適用される特約の規定により保険料の払込方法を定めな
かった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなけれ
ばなりません。

（２）保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、こ
の普通保険約款に適用される特約で別に定める場合を除き、当社は、始期日から
保険料領収までの間に発生した事故による傷害に対しては、保険金を支払いません。

第３条（保険責任のおよぶ地域）
当社は、被保険者が日本国内または国外において被った傷害に対して保険金を

支払います。
第４条（契約時に告知いただく事項－告知義務）

（１）保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、
当社に事実を正確に告げなければなりません。

（２）当社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、
故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なること
を告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を
解除することができます。

（３）本条（２）の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
①　本条（２）に規定する事実がなくなった場合
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②　当社が保険契約締結の際、本条（２）に規定する事実を知っていた場合また
は過失によってこれを知らなかった場合（注）

③　保険契約者または被保険者が、事故によって傷害を被る前に、告知事項につ
き、書面をもって訂正を当社に申し出て、当社がこれを承認した場合。なお、
当社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険
契約締結の際に当社に告げられていたとしても、当社が保険契約を締結してい
たと認めるときに限り、これを承認するものとします。

④　当社が本条（２）の規定による解除の原因があることを知った時から１か月
を経過した場合または保険契約締結時から５年を経過した場合

（４）本条（２）の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、
第１３条（保険契約の解約・解除の効力）の規定にかかわらず、当社は、保険金
を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、
その返還を請求することができます。

（５）本条（４）の規定は、本条（２）に規定する事実に基づかずに発生した傷害に
ついては適用しません。

（注）当社が保険契約締結の際、本条（２）に規定する事実を知っていた場合また
は過失によってこれを知らなかった場合には、当社のために保険契約の締結の
代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないことも
しくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。

第５条（契約後に通知いただく事項－通知義務）
（１）保険契約締結の後、被保険者が保険証券記載の職業または職務を変更した場合

は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければな
りません。

（２）職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いた場合または保険証券記載の
職業に就いていた被保険者がその職業をやめた場合も本条（１）と同様とします。

（３）保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく本条（１）
または（２）の規定による通知をしなかった場合において、変更後料率（注１）が
変更前料率（注２）よりも高いときは、当社は、職業または職務の変更の事実（注３）
があった後に発生した事故による傷害に対しては、次の算式によって算出した割合
により、保険金を削減して支払います。

割合 ＝ 変更前料率（注２）
変更後料率（注１）

（４）本条（３）の規定は、当社が、本条（３）の規定による保険金を削減して支払
うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の被保険
者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで１か月を経過した場
合または職業または職務の変更の事実（注３）があった時から５年を経過した場
合には適用しません。

（５）本条（３）の規定は、職業または職務の変更の事実（注３）に基づかずに発生
した傷害については適用しません。

（６）本条（３）の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実（注３）が発生し、
この保険契約の引受範囲（注４）を超えることとなった場合には、当社は、保険契
約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

（７）本条（６）の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、
第１３条（保険契約の解約・解除の効力）の規定にかかわらず、職業または職務
の変更の事実（注３）が発生した時から解除がなされた時までに発生した事故に
よる傷害に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に
保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。

（注１）変更後料率とは、変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料
率をいいます。

（注２）変更前料率とは、変更前の職業または職務に対して適用された保険料率を
いいます。

（注３）職業または職務の変更の事実とは、本条（１）または（２）の変更の事実
をいいます。

（注４）引受範囲とは、保険料を増額することにより保険契約を継続することがで
きる範囲として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたも
のをいいます。

第６条（保険契約者の住所変更）
保険契約締結の後、保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した

場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。
第７条（保険契約の無効）

次に掲げる事実のいずれかがあった場合には、保険契約は無効とします。
①　保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に

取得させる目的をもって保険契約を締結した場合
②　保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について死亡保険金受取人を

定める場合（注）に、その被保険者の同意を得なかったとき。
（注）死亡保険金受取人を定める場合には、被保険者の法定相続人を死亡保険金受

取人にする場合を含みません。
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第８条（保険契約の失効）
保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合には、保険契約は効力を失います。

第９条（保険契約の取消し）
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によっ

て当社が保険契約を締結した場合には、当社は、保険契約者に対する書面による
通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第１０条（保険契約者からの保険契約の解約）

保険契約者は、当社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解約す
ることができます。ただし、この場合において、当社が未払込保険料（注）を請
求したときには、保険契約者は、その保険料を払い込まなければなりません。

（注）未払込保険料とは、解約時までの既経過期間に対して払い込まれるべき保険
料のうち、払込みがなされていない保険料をいいます。

第１１条（重大事由がある場合の当社からの保険契約の解除）
（１）当社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書

面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
①　保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当社にこの保険契

約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷害を発生させ、または発生
させようとしたこと。

②　被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の
請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。

③　保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア．反社会的勢力（注１）に該当すると認められること。
イ．反社会的勢力（注１）に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等

の関与をしていると認められること。
ウ．反社会的勢力（注１）を不当に利用していると認められること。
エ．法人である場合において、反社会的勢力（注１）がその法人の経営を支配し、

またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ．その他反社会的勢力（注１）と社会的に非難されるべき関係を有している

と認められること。
④　他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額、入院保険金日

額、通院保険金日額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する
状態がもたらされるおそれがあること。

⑤　本条（１）①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または
保険金を受け取るべき者が、本条（１）①から④までの事由がある場合と同程
度に当社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とす
る重大な事由を発生させたこと。

（２）当社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書
面による通知をもって、この保険契約を解除（注２）することができます。

①　被保険者が、本条（１）③ア.からウ. までまたはオ.のいずれかに該当すること。
②　被保険者に発生した傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、本条（１）

③ア.からオ. までのいずれかに該当すること。
（３）本条（１）または（２）の規定による解除が傷害（注３）の発生した後になさ

れた場合であっても、第１３条（保険契約の解約・解除の効力）の規定にかかわ
らず、本条（１）①から⑤までの事由または本条（２）①もしくは②の事由が発
生した時から解除がなされた時までに発生した傷害（注３）に対しては、当社は、
保険金（注４）を支払いません。この場合において、既に保険金（注４）を支払
っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。

（注１）反社会的勢力とは、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業
その他の反社会的勢力をいいます。なお、暴力団員には、暴力団員でなくな
った日から５年を経過しない者を含みます。

（注２）解除する範囲はその被保険者に係る部分とします。
（注３）傷害とは、本条（２）の規定による解除がなされた場合には、その被保険

者に発生した傷害をいいます。
（注４）保険金は、本条（２）②の規定による解除がなされた場合には、保険金を

受け取るべき者のうち、本条（１）③ア．からオ．までのいずれかに該当す
る者の受け取るべき金額に限ります。

第１２条（被保険者による保険契約の解約請求）
（１）被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当する

ときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約を解約（注１）するこ
とを求めることができます。

①　この保険契約の被保険者となることについての同意をしていなかったとき。
②　保険契約者または保険金を受け取るべき者に、第１１条（重大事由がある場

合の当社からの保険契約の解除）（１）①または②に該当する行為のいずれかが
あったとき。

③　保険契約者または保険金を受け取るべき者が、第１１条（重大事由がある場
合の当社からの保険契約の解除）（１）③ア.からオ. までのいずれかに該当する
とき。

④　第１１条（重大事由がある場合の当社からの保険契約の解除）（１）④に規定
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する事由が発生したとき。
⑤　本条（１）②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、

本条（１）②から④までの場合と同程度にその被保険者のこれらの者に対する
信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたとき。

⑥　保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保
険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があったとき。

（２）保険契約者は、本条（１）①から⑥までの事由がある場合において、その被保
険者から本条（１）に規定する解約請求があったときは、当社に対する通知をも
って、この保険契約を解約（注１）しなければなりません。ただし、この場合に
おいて、当社が未払込保険料（注２）を請求したときには、保険契約者は、その
保険料を払い込まなければなりません。

（３）本条（１）①の事由がある場合は、その被保険者は、当社に対する通知をもっ
て、この保険契約を解約（注１）することができます。ただし、被保険者である
ことを証する書類の提出があった場合に限ります。

（４）本条（３）の規定によりこの保険契約が解約（注１）された場合は、当社は、
遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。ただ
し、この場合において、当社が未払込保険料（注２）を請求したときには、保険
契約者は、その保険料を払い込まなければなりません。

（注１）解約する範囲はその被保険者に係る部分とします。
（注２）未払込保険料とは、解約時までの既経過期間に対して払い込まれるべき保

険料のうち、払込みがなされていない保険料をいいます。
第１３条（保険契約の解約・解除の効力）

保険契約の解約および解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第１４条（保険料の返還または追加保険料の請求－告知義務・通知義務等の場合）

（１）第４条（契約時に告知いただく事項－告知義務）（１）の規定により告げられ
た内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当
社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返
還し、または追加保険料を請求します。

（２）職業または職務の変更の事実（注１）が発生した場合において、保険料率を変
更する必要があるときは、当社は、変更前料率（注２）と変更後料率（注３）と
の差に基づき、職業または職務の変更の事実（注１）が発生した時以降の期間（注
４）に対する保険料を返還し、または追加保険料を請求します。

（３）当社は、保険契約者が本条（１）または（２）の規定による追加保険料の払込
みを怠った場合（注５）は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この
保険契約を解除することができます。

（４）本条（１）の規定による追加保険料を請求する場合において、本条（３）の規
定によりこの保険契約を解除できるときは、当社は、保険金を支払いません。こ
の場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求す
ることができます。

（５）本条（２）の規定による追加保険料を請求する場合において、本条（３）の規
定によりこの保険契約を解除できるときは、当社は、職業または職務の変更の事
実（注１）があった後に発生した事故による傷害に対しては、変更前料率（注２）
の変更後料率（注３）に対する割合により、保険金を削減して支払います。

（６）本条（１）および（２）のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもっ
て保険契約の条件の変更を当社に通知し、承認の請求を行い、当社がこれを承認
する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当社は、変更前の保険
料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還
し、または追加保険料を請求します。

（７）本条（６）の規定により、追加保険料を請求する場合において、当社の請求に
対して、保険契約者が追加保険料の払込みを怠ったときは、当社は、追加保険料
領収前に発生した事故による傷害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求
がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従
い、保険金を支払います。

（注１）職業または職務の変更の事実とは、第５条（契約後に通知いただく事項－
通知義務）（１）または（２）の変更の事実をいいます。

（注２）変更前料率とは、変更前の職業または職務に対して適用された保険料率を
いいます。

（注３）変更後料率とは、変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料
率をいいます。

（注４）職業または職務の変更の事実が発生した時以降の期間とは、保険契約者ま
たは被保険者の申出に基づく、第５条（契約後に通知いただく事項－通知義
務）（１）または（２）の変更の事実が発生した時以降の期間をいいます。

（注５）追加保険料の払込みを怠った場合とは、当社が、保険契約者に対し追加保
険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に
限ります。

第１５条（保険料の返還－無効または失効の場合）
（１）保険契約が無効の場合には、当社は、保険料の全額を返還します。ただし、第

７条（保険契約の無効）①の規定により保険契約が無効となる場合には、保険料
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を返還しません。
（２）保険契約が失効となる場合には、当社は、保険料から既経過期間に対し月割に

よって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。ただし、補償条項
第４条（死亡保険金の計算）（１）の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保
険者が死亡した場合には、保険料を返還しません。

第１６条（保険料の返還－取消しの場合）
第９条（保険契約の取消し）の規定により、当社が保険契約を取り消した場合

には、当社は、保険料を返還しません。
第１７条（保険料の返還－解除または解約の場合）

（１）第４条（契約時に告知いただく事項－告知義務）（２）、第５条（契約後に通知
いただく事項－通知義務）（６）、第１１条（重大事由がある場合の当社からの保
険契約の解除）（１）または第１４条（保険料の返還または追加保険料の請求－
告知義務・通知義務等の場合）（３）の規定により、当社が保険契約を解除した
場合には、当社は、保険料から既経過期間に対し月割によって計算した保険料を
差し引いて、その残額を返還します。

（２）第１０条（保険契約者からの保険契約の解約）の規定により、保険契約者が保
険契約を解約した場合には、当社は、保険料から既経過期間に対し月割によって
計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。

（３）第１１条（重大事由がある場合の当社からの保険契約の解除）（２）の規定によ
り、当社がこの保険契約を解除（注１）した場合には、当社は、保険料から既経
過期間に対し月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。

（４）第１２条（被保険者による保険契約の解約請求）（２）の規定により、保険契
約者がこの保険契約を解約（注２）した場合には、当社は、保険料から既経過期
間に対し月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。

（５）第１２条（被保険者による保険契約の解約請求）（３）の規定により、被保険
者がこの保険契約を解約（注２）した場合には、当社は、保険料から既経過期間
に対し月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還
します。

（注１）解除する範囲はその被保険者に係る部分とします。
（注２）解約する範囲はその被保険者に係る部分とします。
第１８条（事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い）

（１）被保険者が補償条項第１条（保険金を支払う場合）（１）の傷害を被った場合は、
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故
の発生の日からその日を含めて３０日以内に事故発生の状況および傷害の程度を
当社に通知しなければなりません。この場合において、当社が書面による通知も
しくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求
めたときは、これに応じなければなりません。

（２）被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難
した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船
舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて３０日以内に行方
不明または遭難発生の状況を当社に書面により通知しなければなりません。

（３）保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本
条（１）もしくは（２）の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明に
ついて知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場
合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払い
ます。

第１９条（保険金の請求）
（１）当社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使する

ことができるものとします。
①　死亡保険金については、その被保険者が死亡した時
②　後遺障害保険金については、その被保険者に後遺障害が発生した時または事

故の発生の日からその日を含めて１８０日を経過した時のいずれか早い時
③　入院保険金については、その被保険者が被った傷害の治療を目的とした入院

が終了した時または事故の発生の日からその日を含めて１８０日を経過した時
のいずれか早い時

④　手術保険金については、その被保険者が傷害の治療を直接の目的とした手術
を受けた時

⑤　通院保険金については、その被保険者が被った傷害の治療を目的とした通院
が終了した時、通院保険金の支払われる日数が９０日に達した時または事故の
発生の日からその日を含めて１８０日を経過した時のいずれか早い時

（２）被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、別
表３に掲げる書類のうち当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。

（３）被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受
けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情
を示す書類をもってその旨を当社に申し出て、当社の承認を得たうえで、被保険
者の代理人として保険金を請求することができます。

①　被保険者と同居または生計を共にする配偶者（注）
②　本条（３）①に規定する者がいない場合または本条（３）①に規定する者に
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保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共に
する３親等内の親族

③　本条（３）①および②に規定する者がいない場合または本条（３）①および
②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、本条（３）①以
外の配偶者（注）または本条（３）②以外の３親等内の親族

（４）本条（３）の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当社
が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当社は、保
険金を支払いません。

（５）当社は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または
保険金を受け取るべき者に対して、本条（２）に掲げるもの以外の書類もしくは
証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合に
は、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければな
りません。

（６）保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本
条（５）の規定に違反した場合または本条（２）、（３）もしくは（５）の書類に
事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造し
た場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支
払います。

（注）配偶者は、「用語の説明」の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
第２０条（保険金の支払）

（１）当社は、請求完了日（注１）からその日を含めて３０日以内に、当社が保険金
を支払うために必要な次表に掲げる事項の確認を終え、保険金を支払います。

確認する内容 確認に必要な事項
①　保険金の支払事由発生の

有無
ア．事故発生の原因
イ．事故発生の状況
ウ．傷害発生の有無
エ．被保険者に該当する事実

②　保険金が支払われない事
由の有無

この保険契約において保険金が支払われない事
由として定める事由に該当する事実の有無

③　保険金の額の算出 ア．傷害の程度
イ．事故と傷害との関係
ウ．治療の経過および内容

④　保険契約の効力の有無 この保険契約において定める解除、解約、無効、
失効または取消しの事由に該当する事実の有無

（２）本条（１）の確認をするため、次表「事由」に掲げる特別な照会または調査が
不可欠な場合には、本条（１）の規定にかかわらず、当社は、請求完了日（注１）
からその日を含めて次表「期間」に掲げる日数（注２）を経過する日までに、保
険金を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確
認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知する
ものとします。

事由 期間
①　本条（１）①から④までの事項を確認するための、警察、検察、

消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会（注３） １８０日

②　本条（１）①から④までの事項を確認するための、医療機関、
検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 ９０日

③　本条（１）③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を
確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専
門機関による審査等の結果の照会

１２０日

④　災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）が適用された災害の
被災地域における本条（１）①から④までの事項の確認のための
調査

６０日

⑤　本条（１）①から④までの事項の確認を日本国内において行う
ための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 １８０日

（３）本条（１）および（２）に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保
険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはそ
の確認に応じなかった場合（注４）には、これらにより確認が遅延した期間につ
いては、本条（１）または（２）の期間に算入しないものとします。

（４）本条（３）の場合のほか、被保険者または保険金を受け取るべき者の事情によ
って当社が保険金を支払うことができない期間については、本条（１）または（２）
の期間に算入しないものとします。

（５）本条（１）または（２）の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者
または保険金を受け取るべき者と当社があらかじめ合意した場合を除いては、日
本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。

（注１）請求完了日とは、被保険者または保険金を受け取るべき者が第１９条（保
険金の請求）（２）および（３）の規定による手続きを完了した日をいいます。
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（注２）次表「期間」に掲げる日数とは、複数に該当する場合は、そのうち最長の
日数とします。

（注３）照会には、弁護士法（昭和２４年法律第２０５号）に基づく照会その他法
令に基づく照会を含みます。

（注４）その確認に応じなかった場合には、必要な協力を行わなかった場合を含み
ます。

第２１条（当社の指定する医師が作成した診断書等の要求）
（１）当社は、第１８条（事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い）の規定

による通知または第１９条（保険金の請求）の規定による請求を受けた場合は、
傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、
被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当社の指定する医師が作成した被
保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。

（２）本条（１）の規定による診断または死体の検案のために要した費用（注）は、
当社が負担します。

（注）費用には、収入の喪失を含みません。
第２２条（時効）

保険金請求権は、第１９条（保険金の請求）（１）に定める時の翌日から起算し
て３年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第２３条（代位）

当社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人が補
償条項第１条（保険金を支払う場合）（１）の傷害について第三者に対して有する
損害賠償請求権は、当社に移転しません。
第２４条（死亡保険金受取人の変更）

（１）保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被
保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。

（２）保険契約締結の後、その被保険者が死亡する前であれば、保険契約者は、いつ
でも死亡保険金受取人を変更することができます。

（３）本条（２）の規定により死亡保険金受取人を変更する場合には、保険契約者は、
その旨を当社に通知しなければなりません。

（４）本条（３）の規定による通知が当社に到達した場合には、死亡保険金受取人の
変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。た
だし、その通知が当社に到達する前に当社が変更前の死亡保険金受取人に保険金
を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当社は、保険金を支払い
ません。

（５）保険契約者は、本条（２）の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言に
よって行うことができます。

（６）本条（５）の規定により死亡保険金受取人を変更する場合には、遺言が効力を
生じた後に、保険契約者の法定相続人がその旨を当社に通知しなければ、その変
更を当社に対抗することができません。なお、その通知が当社に到達する前に当
社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請
求を受けても、当社は、保険金を支払いません。

（７）本条（２）および（５）の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相
続人以外の者に変更する場合は、その被保険者の同意がなければ変更の効力は生
じません。

（８）被保険者が死亡する前に死亡保険金受取人が死亡した場合は、その死亡保険金
受取人の死亡時の法定相続人（注）を死亡保険金受取人とします。

（９）保険契約者は、死亡保険金以外の保険金について、その受取人をその被保険者
以外の者に定めること、または変更することはできません。

（注）法定相続人のうち死亡している者については、順次の法定相続人とします。
第２５条（保険契約者の変更）

（１）保険契約締結の後、保険契約者は、当社の承認を得て、この保険契約に適用さ
れる普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させること
ができます。

（２）本条（１）の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその
旨を当社に申し出て、承認を請求しなければなりません。

（３）保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の
死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関す
る権利および義務が移転するものとします。

第２６条（保険契約者または死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い）
（１）この保険契約について、保険契約者または死亡保険金受取人が２名以上である

場合は、当社は、代表者１名を定めることを求めることができます。この場合に
おいて、その代表者は、代表者以外の保険契約者または死亡保険金受取人を代理
するものとします。

（２）本条（１）の代表者が定まらない場合またはその代表者の所在が明らかでない
場合には、保険契約者または死亡保険金受取人の中の１名に対して行う当社の行
為は、他の保険契約者または死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとし
ます。

（３）保険契約者が２名以上の場合には、それぞれの保険契約者は連帯してこの保険
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契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第２７条（契約内容の登録）

（１）当社は、この保険契約締結の際、次の事項を協会（注）に登録します。
①　保険契約者の氏名、住所および生年月日
②　被保険者の氏名、住所、生年月日および性別
③　死亡保険金受取人の氏名
④　保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額
⑤　保険期間
⑥　当社名
⑦　被保険者同意の有無

（２）各損害保険会社は、本条（１）の規定により登録された被保険者について、他
の保険契約等の内容を調査するため、本条（１）の規定により登録された契約内
容を協会に照会し、その結果を保険契約の解除または保険金の支払について判断
する際の参考にすることができるものとします。

（３）各損害保険会社は、本条（２）の規定により照会した結果を、本条（２）に規
定する保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすること
以外に用いないものとします。

（４）協会および各損害保険会社は、本条（１）の登録内容または本条（２）の規定
による照会結果を、本条（１）の規定により登録された被保険者に係る保険契約
の締結に関する権限を損害保険会社が与えた損害保険代理店および犯罪捜査等に
あたる公の機関から損害保険会社が公開要請を受けた場合のその公の機関以外に
公開しないものとします。

（５）保険契約者または被保険者は、自身に係る本条（１）の登録内容または本条（２）
の規定による照会結果について、当社または協会に照会することができます。

（注）協会とは、一般社団法人日本損害保険協会をいいます。
第２８条（被保険者が複数の場合の約款の適用）

被保険者が２名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの普通保険約
款の規定を適用します。
第２９条（訴訟の提起）

この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するも
のとします。
第３０条（準拠法）

この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。

別表１　補償条項第３条（保険金を支払わない場合－その２）①の運動等
山岳登はん（注１）、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機（注２）操

縦（注３）、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機（注４）搭乗、
ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動

（注１）山岳登はんとは、ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を
使用するもの、ロッククライミング（フリークライミングを含みます。）を
いい、登る壁の高さが５ｍ以下であるボルダリングは含みません。

（注２）航空機には、グライダーおよび飛行船は含みません。
（注３）航空機操縦には、職務として操縦する場合は含みません。
（注４）超軽量動力機とは、モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウル

トラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機は含
みません。

別表２（補償条項第５条（後遺障害保険金の計算）関係）
後遺障害等級表

等　級 後遺障害 保険金支
払割合

第１級 （１）両眼が失明したもの
（２）咀

そ

しゃくおよび言語の機能を廃したもの
（３）神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に

介護を要するもの
（４）胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要

するもの
（５）両上肢をひじ関節以上で失ったもの
（６）両上肢の用を全廃したもの
（７）両下肢をひざ関節以上で失ったもの
（８）両下肢の用を全廃したもの

１００％
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等　級 後遺障害 保険金支
払割合

第２級 （１）１眼が失明し、他眼の矯正視力（視力の測定は万国式
試視力表によるものとします。以下同様とします。）が
０.０２以下になったもの

（２）両眼の矯正視力が０.０２以下になったもの
（３）神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時

介護を要するもの
（４）胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要

するもの
（５）両上肢を手関節以上で失ったもの
（６）両下肢を足関節以上で失ったもの

８９％

第３級 （１）１眼が失明し、他眼の矯正視力が０.０６以下になった
もの

（２）咀
そ

しゃくまたは言語の機能を廃したもの
（３）神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身

労務に服することができないもの
（４）胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服

することができないもの
（５）両手の手指の全部を失ったもの（手指を失ったものと

は、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節
以上を失ったものをいいます。以下同様とします。）

７８％

第４級 （１）両眼の矯正視力が０.０６以下になったもの
（２）咀

そ

しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの
（３）両耳の聴力を全く失ったもの
（４）１上肢をひじ関節以上で失ったもの
（５）１下肢をひざ関節以上で失ったもの
（６）両手の手指の全部の用を廃したもの（手指の用を廃し

たものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中
手指節関節もしくは近位指節間関節に著しい運動障害を
残すものをいいます。なお、母指にあっては指節間関節
に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とし
ます。）

（７）両足をリスフラン関節以上で失ったもの

６９％

第５級 （１）１眼が失明し、他眼の矯正視力が０.１以下になったもの
（２）神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に

軽易な労務以外の労務に服することができないもの
（３）胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労

務以外の労務に服することができないもの
（４）１上肢を手関節以上で失ったもの
（５）１下肢を足関節以上で失ったもの
（６）１上肢の用を全廃したもの
（７）１下肢の用を全廃したもの
（８）両足の足指の全部を失ったもの（足指を失ったものと

は、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。）

５９％

第６級 （１）両眼の矯正視力が０.１以下になったもの
（２）咀

そ

しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの
（３）両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することがで

きない程度になったもの
（４）１耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が４０cm以上の距

離では普通の話声を解することができない程度になった
もの

（５）脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの
（６）１上肢の３大関節中の２関節の用を廃したもの
（７）１下肢の３大関節中の２関節の用を廃したもの
（８）１手の５の手指または母指を含み４の手指を失ったもの

５０％
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等　級 後遺障害 保険金支
払割合

第７級 （１）１眼が失明し、他眼の矯正視力が０.６以下になったもの
（２）両耳の聴力が４０cm以上の距離では普通の話声を解す

ることができない程度になったもの
（３）１耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が１ｍ以上の距離で

は普通の話声を解することができない程度になったもの
（４）神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務

以外の労務に服することができないもの
（５）胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労

務に服することができないもの
（６）１手の母指を含み３の手指または母指以外の４の手指

を失ったもの
（７）１手の５の手指または母指を含み４の手指の用を廃し

たもの
（８）１足をリスフラン関節以上で失ったもの
（９）１上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
（１０）１下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
（１１）両足の足指の全部の用を廃したもの（足指の用を廃

したものとは、第１の足指は末節骨の半分以上、その他
の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指
節関節もしくは近位指節間関節に著しい運動障害を残す
ものをいいます。なお、第１の足指にあっては指節間関
節に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様と
します。）

（１２）外貌に著しい醜状を残すもの
（１３）両側の睾

こう

丸を失ったもの

４２％

第８級 （１）１眼が失明し、または１眼の矯正視力が０.０２以下に
なったもの

（２）脊柱に運動障害を残すもの
（３）１手の母指を含み２の手指または母指以外の３の手指

を失ったもの
（４）１手の母指を含み３の手指または母指以外の４の手指

の用を廃したもの
（５）１下肢を５cm以上短縮したもの
（６）１上肢の３大関節中の１関節の用を廃したもの
（７）１下肢の３大関節中の１関節の用を廃したもの
（８）１上肢に偽関節を残すもの
（９）１下肢に偽関節を残すもの
（１０）１足の足指の全部を失ったもの

３４％

第９級 （１）両眼の矯正視力が０.６以下になったもの
（２）１眼の矯正視力が０.０６以下になったもの
（３）両眼に半盲症、視野狭窄

さく

または視野変状を残すもの
（４）両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
（５）鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
（６）咀

そ

しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの
（７）両耳の聴力が１ｍ以上の距離では普通の話声を解する

ことができない程度になったもの
（８）１耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することがで

きない程度になり、他耳の聴力が１ｍ以上の距離では普
通の話声を解することが困難である程度になったもの

（９）１耳の聴力を全く失ったもの
（１０）神経系統の機能または精神に障害を残し、服するこ

とができる労務が相当な程度に制限されるもの
（１１）胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができ

る労務が相当な程度に制限されるもの
（１２）１手の母指または母指以外の２の手指を失ったもの
（１３）１手の母指を含み２の手指または母指以外の３の手

指の用を廃したもの
（１４）１足の第１の足指を含み２以上の足指を失ったもの
（１５）１足の足指の全部の用を廃したもの
（１６）外貌に相当程度の醜状を残すもの
（１７）生殖器に著しい障害を残すもの

２６％
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等　級 後遺障害 保険金支
払割合

第１０級 （１）１眼の矯正視力が０.１以下になったもの
（２）正面視で複視を残すもの
（３）咀

そ

しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの
（４）１４歯以上に対し歯科補綴

てつ

を加えたもの
（５）両耳の聴力が１ｍ以上の距離では普通の話声を解する

ことが困難である程度になったもの
（６）１耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することがで

きない程度になったもの
（７）１手の母指または母指以外の２の手指の用を廃したもの
（８）１下肢を３cm以上短縮したもの
（９）１足の第１の足指または他の４の足指を失ったもの
（１０）１上肢の３大関節中の１関節の機能に著しい障害を

残すもの
（１１）１下肢の３大関節中の１関節の機能に著しい障害を

残すもの

２０％

第１１級 （１）両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残
すもの

（２）両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
（３）１眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
（４）１０歯以上に対し歯科補綴

てつ

を加えたもの
（５）両耳の聴力が１ｍ以上の距離では小声を解することが

できない程度になったもの
（６）１耳の聴力が４０cm以上の距離では普通の話声を解す

ることができない程度になったもの
（７）脊柱に変形を残すもの
（８）１手の示指、中指または環指を失ったもの
（９）１足の第１の足指を含み２以上の足指の用を廃したもの
（１０）胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当

な程度の支障があるもの

１５％

第１２級 （１）１眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残
すもの

（２）１眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
（３）７歯以上に対し歯科補綴

てつ

を加えたもの
（４）１耳の耳殻の大部分を欠損したもの
（５）鎖骨、胸骨、肋

ろっ

骨、肩
けん

甲
こう

骨または骨盤骨に著しい変形
を残すもの

（６）１上肢の３大関節中の１関節の機能に障害を残すもの
（７）１下肢の３大関節中の１関節の機能に障害を残すもの
（８）長管骨に変形を残すもの
（９）１手の小指を失ったもの
（１０）１手の示指、中指または環指の用を廃したもの
（１１）１足の第２の足指を失ったもの、第２の足指を含み

２の足指を失ったものまたは第３の足指以下の３の足指
を失ったもの

（１２）１足の第１の足指または他の４の足指の用を廃した
もの

（１３）局部に頑固な神経症状を残すもの
（１４）外貌に醜状を残すもの

１０％

第１３級 （１）１眼の矯正視力が０.６以下になったもの
（２）１眼に半盲症、視野狭窄

さく

または視野変状を残すもの
（３）正面視以外で複視を残すもの
（４）両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを

残すもの
（５）５歯以上に対し歯科補綴

てつ

を加えたもの
（６）胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
（７）１手の小指の用を廃したもの
（８）１手の母指の指骨の一部を失ったもの
（９）１下肢を１cm以上短縮したもの
（１０）１足の第３の足指以下の１または２の足指を失った

もの
（１１）１足の第２の足指の用を廃したもの、第２の足指を

含み２の足指の用を廃したものまたは第３の足指以下の
３の足指の用を廃したもの

７％
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等　級 後遺障害 保険金支
払割合

第１４級 （１）１眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげ
を残すもの

（２）３歯以上に対し歯科補綴
てつ

を加えたもの
（３）１耳の聴力が１ｍ以上の距離では小声を解することが

できない程度になったもの
（４）上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
（５）下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
（６）１手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
（７）１手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸するこ

とができなくなったもの
（８）１足の第３の足指以下の１または２の足指の用を廃し

たもの
（９）局部に神経症状を残すもの

４％

（注１）上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心
臓に近い部分をいいます。

（注２）関節等の説明図
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別表３（基本条項第１９条（保険金の請求）関係）
保険金を請求する場合には、「○」を付した書類のうち当社が求めるものを提出

しなければなりません。
保　険　金　請　求　書　類

保険金種類

提出書類
死
亡

後
遺

障
害

入
院

手
術

通
院

（１）保険金請求書 ○ ○ ○ ○ ○
（２）保険証券 ○ ○ ○ ○ ○
（３）当社の定める傷害状況報告書 ○ ○ ○ ○ ○
（４）公の機関（注１）の事故証明書 ○ ○ ○ ○ ○
（５）死亡診断書または死体検案書 ○
（６）後遺障害もしくは傷害の程度または手術の内容

を証明する被保険者以外の医師（注２）の診断書 ○ ○ ○ ○

（７）入院日数または通院日数を記載した病院または
診療所の証明書類 ○ ○

（８）死亡保険金受取人（注３）の印鑑証明書 ○
（９）被保険者の印鑑証明書 ○ ○ ○ ○
（１０）被保険者の戸籍謄本 ○
（１１）法定相続人の戸籍謄本（注４） ○
（１２）委任を証する書類および委任を受けた者の印

鑑証明書（注５） ○ ○ ○ ○ ○

（１３）その他当社が基本条項第２０条（保険金の支
払）（１）に定める必要な事項の確認を行うために
欠くことのできない書類または証拠として保険契
約締結の際に当社が交付する書面等において定め
たもの

○ ○ ○ ○ ○

（注１）公の機関については、やむを得ない場合、第三者とします。
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（注２）医師とは、被保険者以外の医師をいいます。
（注３）死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人が死亡保

険金受取人となります。
（注４）法定相続人の戸籍謄本は、死亡保険金受取人を定めなかった場合に必要と

します。
（注５）委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書は、保険金の請求を

第三者に委任する場合に必要とします。

第７部
特約



第７部
特約
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交通乗用具搭乗中の傷害危険補償特約
「用語の説明」

この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による
場合のほか、次のとおりとします。

（５０音順）
用語 説明

し 乗用具 保険証券記載の交通乗用具をいいます。
て 定員 保険証券記載の乗車定員をいいます。
ひ 被保険者 この特約により補償の対象となる者であって、第３条（補償の対象

となる方－被保険者）に規定する者をいいます。
第１条（この特約の適用条件）

この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用され
ます。
第２条（保険金を支払う場合）

当社は、被保険者が日本国内において乗用具に搭乗している間に被った傷害に
限り、この特約および普通保険約款の規定に従い保険金を支払います。
第３条（補償の対象となる方－被保険者）

（１）この特約における被保険者は、乗用具の正規の搭乗装置もしくはその装置のあ
る室内（注１）に搭乗中の者（注２）とします。ただし、乗用具が総トン数５ト
ン以上の船舶である場合には、その船舶の乗組員を含まないものとします。

（２）本条（１）の規定にかかわらず、普通保険約款基本条項第１１条（重大事由が
ある場合の当社からの保険契約の解除）（２）または第１２条（被保険者による
保険契約の解約請求）（２）もしくは（３）の規定による解除または解約があっ
た場合は、その被保険者は、未経過期間について、この保険契約における被保険
者ではなくなるものとします。

（注１）正規の搭乗装置もしくはその装置のある室内には、隔壁等により通行でき
ないように仕切られている場所は含みません。

（注２）搭乗中の者には、運転者および運転補助者を含み、極めて異常かつ危険な
方法で搭乗している者は含みません。

第４条（保険金額および入院保険金日額等）
（１）被保険者１名に対する保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額は、保

険証券記載の保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額を定員で除して得
た金額とします。

（２）本条（１）の規定にかかわらず、同一事故により傷害を被った被保険者数が定
員を超える場合の被保険者１名に対する保険金額、入院保険金日額および通院保
険金日額は、その被保険者数で保険証券記載の保険金額、入院保険金日額および
通院保険金日額を除して得た金額とします。

第５条（補償される期間－保険期間）
この特約を適用する保険契約については、普通保険約款基本条項第１条（補償

される期間－保険期間）（１）の規定中「ただし、保険証券の保険期間欄にこれと
異なる開始時刻が記載されている場合は、その時刻に始まるものとします。」とあ
るのは「ただし、保険証券の保険期間欄にこれと異なる開始時刻または終了時刻
が記載されている場合は、それぞれその時刻に始まり終わるものとします。」と読
み替えて適用します。
第６条（普通保険約款の不適用）

普通保険約款基本条項第３条（保険責任のおよぶ地域）の規定は適用しません。
第７条（準用規定）

この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普
通保険約款の規定を準用します。

行事参加者の傷害危険補償特約
「用語の説明」

この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による
場合のほか、次のとおりとします。

（５０音順）
用語 説明

き 行事 保険証券記載の行事をいいます。
行事に参
加してい
る間

被保険者が行事に参加するため所定の集合地に集合した時から所定
の解散地で解散するまでの間で、かつ、責任者の管理下にある間を
いいます。ただし、いかなる場合においても宿泊のため宿泊施設に
入ってから行事参加のため宿泊施設を出るまでの間は含みません。

ひ 被保険者 この特約により補償の対象となる者であって、第３条（補償の対象
となる方－被保険者）に規定する者をいいます。
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用語 説明
ほ 保険金 この特約により補償される傷害が発生した場合に、当社が被保険者

または死亡保険金受取人に支払うべき金銭であって、普通保険約款
に規定する死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金
および通院保険金をいいます。

第１条（この特約の適用条件）
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用され

ます。
第２条（保険金を支払う場合）

当社は、被保険者が行事に参加している間に被った傷害に限り、この特約およ
び普通保険約款の規定に従い保険金を支払います。
第３条（補償の対象となる方－被保険者）

（１）この特約における被保険者は、保険証券記載の者とします。
（２）本条（１）の規定にかかわらず、普通保険約款基本条項第１１条（重大事由が

ある場合の当社からの保険契約の解除）（２）または第１２条（被保険者による
保険契約の解約請求）（２）もしくは（３）の規定による解除または解約があっ
た場合は、その被保険者は、未経過期間について、この保険契約における被保険
者ではなくなるものとします。

第４条（保険金額および入院保険金日額等）
保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額は、すべての被保険者につい

て同一とし、１被保険者につき保険証券記載の金額とします。
第５条（補償される期間－保険期間）

当社の保険責任は、普通保険約款基本条項第１条（補償される期間－保険期間）
（１）の規定にかかわらず、始期日の午前０時に始まり、満期日の午後１２時に終
わります。
第６条（保険金の請求）

被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、普
通保険約款基本条項第１９条（保険金の請求）（２）に規定する書類のほか、行事
の主催者が発行する行事に参加している間に発生した事故であることを証明する
事故証明書を当社に提出しなければなりません。
第７条（普通保険約款の読み替え）

この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
①　基本条項第１５条（保険料の返還－無効または失効の場合）（２）、第１７条（保

険料の返還－解除または解約の場合）（１）および（３）の規定中「保険料から
既経過期間に対し月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還
します。」とあるのは「未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還し
ます。」

②　基本条項第２０条（保険金の支払）（注１）の規定中「第１９条（保険金の請
求）（２）および（３）の規定による手続き」とあるのは「第１９条（保険金の
請求）（２）および（３）ならびにこの特約第６条（保険金の請求）の規定によ
る手続き」

第８条（準用規定）
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普

通保険約款の規定を準用します。

施設入場者の傷害危険補償特約
「用語の説明」

この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による
場合のほか、次のとおりとします。

（５０音順）
用語 説明

し 施設 保険証券記載の施設をいいます。
ひ 被保険者 この特約により補償の対象となる者であって、第３条（補償の対象

となる方－被保険者）に規定する者をいいます。
ほ 保険金 この特約により補償される傷害が発生した場合に、当社が被保険者

または死亡保険金受取人に支払うべき金銭であって、普通保険約款
に規定する死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金
および通院保険金をいいます。

第１条（この特約の適用条件）
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用され

ます。
第２条（保険金を支払う場合）

当社は、被保険者が施設内において被った傷害に限り、この特約および普通保
険約款の規定に従い保険金を支払います。
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第３条（補償の対象となる方－被保険者）
（１）この特約における被保険者は、保険証券記載の者とします。
（２）本条（１）の規定にかかわらず、普通保険約款基本条項第１１条（重大事由が

ある場合の当社からの保険契約の解除）（２）または第１２条（被保険者による
保険契約の解約請求）（２）もしくは（３）の規定による解除または解約があっ
た場合は、その被保険者は、未経過期間について、この保険契約における被保険
者ではなくなるものとします。

第４条（保険金額および入院保険金日額等）
保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額は、施設ごとに、すべての被

保険者について同一とし、１被保険者につき保険証券記載の金額とします。
第５条（補償される期間－保険期間）

当社の保険責任は、普通保険約款基本条項第１条（補償される期間－保険期間）
（１）の規定にかかわらず、始期日の午前０時に始まり、満期日の午後１２時に終
わります。
第６条（保険金の請求）

被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、普
通保険約款基本条項第１９条（保険金の請求）（２）に規定する書類のほか、施設
の管理責任者が発行する施設内において発生した事故であることを証明する事故
証明書を当社に提出しなければなりません。
第７条（普通保険約款の読み替え）

この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
①　基本条項第１５条（保険料の返還－無効または失効の場合）（２）、第１７条（保

険料の返還－解除または解約の場合）（１）および（３）の規定中「保険料から
既経過期間に対し月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還
します。」とあるのは「未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還し
ます。」

②　基本条項第２０条（保険金の支払）（注１）の規定中「第１９条（保険金の請
求）（２）および（３）の規定による手続き」とあるのは「第１９条（保険金の
請求）（２）および（３）ならびにこの特約第６条（保険金の請求）の規定によ
る手続き」

第８条（準用規定）
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普

通保険約款の規定を準用します。

スポーツ団体傷害保険特約
「用語の説明」

この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による
場合のほか、次のとおりとします。

（５０音順）
用語 説明

う 運動競技 被保険者が日本国内において保険証券記載の団体の管理下で行う運
動競技をいい、そのための練習を含みます。

た 団体 被保険者が直接あるいは間接的に所属する保険証券記載の団体をい
います。

第１条（この特約の適用条件）
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用され

ます。
第２条（保険金を支払う場合）

当社は、被保険者が運動競技中に普通保険約款補償条項第１条（保険金を支払
う場合）（１）の傷害を被った場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い
保険金を支払います。
第３条（運動競技種目）

第２条（保険金を支払う場合）の「運動競技」の種目は、次表「「運動競技」の
種目」に掲げるものをいいます。
区分 「運動競技」の種目
Ａ 山岳登はん、リュージュ、ボブスレー、グライダー操縦、スカイダイビ

ング、スキューバダイビング、パラセール搭乗、パラグライダー搭乗
Ｂ レスリング、ボクシング、相撲、空手、拳法、アメリカンフットボール、

スキー、ホッケー、アイスホッケー、馬術、ラグビー、サッカー、硬式
野球、柔道、自動車操縦、水上スキー、ワンダーホーゲル、バイアスロン、
カヌー、近代五種、合気道
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区分 「運動競技」の種目
Ｃ 剣道、フェンシング、自転車乗用、スケート、卓球、庭球、水泳、軟式

野球、ハンドボール、射撃、バスケットボール、バレーボール、ボート、
ヨット、陸上競技、重量挙、バドミントン、ゴルフ、ソフトボール、弓道、
アーチェリー、体操、なぎなた、ボディビル

第４条（運動競技種目間の関係）
当社は、運動競技種目のＢを行うこととして契約した被保険者が運動競技種目

のＡを行っている間または運動競技種目のＣを行うこととして契約した被保険者
が運動競技種目のＡもしくはＢを行っている間に発生した事故によって被った傷
害に対しては、保険金を支払いません。
第５条（被保険者の増員）

（１）保険期間の中途において被保険者が増員となる場合には、保険契約者は、書面
により増員者の氏名、性別、年令および運動競技種目を当社に通知して、承認を
請求しなければなりません。

（２）増員者の保険期間は、当社が本条（１）の規定による承認をした日から満期日
までとします。

（３）当社は、増員者についてはその保険期間の月数（注）に対し、月割によって計
算した保険料を追加保険料として請求します。

（４）当社は、本条（３）の追加保険料を受領するまでの間に発生した事故による増
員者の傷害に対しては、保険金を支払いません。

（注）保険期間の月数は、保険期間に１か月未満の端日数がある場合、これを１か
月とします。

第６条（被保険者の減員）
（１）保険期間の中途において被保険者が減員となる場合には、保険契約者は、書面

により減員者の氏名、性別、年令および運動競技種目を当社に通知して、承認を
請求しなければなりません。

（２）当社は、本条（１）の規定による承認をした場合は、減員者について既経過期
間の月数（注）に対し月割によって計算した保険料を既収保険料から差し引いて、
その残額を保険契約者に返還します。

（注）既経過期間の月数は、既経過期間に１か月未満の端日数がある場合、これを
１か月とします。

第７条（運動競技種目の変更）
保険期間の中途において、被保険者が運動競技の種目を変更する場合には第５

条（被保険者の増員）または第６条（被保険者の減員）の規定を準用します。
第８条（保険金の請求）

被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、普
通保険約款基本条項第１９条（保険金の請求）（２）に規定する書類のほか、団体
の責任者が発行する事故証明書を当社に提出しなければなりません。
第９条（普通保険約款の不適用）

普通保険約款基本条項第３条（保険責任のおよぶ地域）、第５条（契約後に通知
いただく事項－通知義務）ならびに第１４条（保険料の返還または追加保険料の
請求－告知義務・通知義務等の場合）（２）および（５）の規定は適用しません。
第１０条（普通保険約款の読み替え）

この特約については、普通保険約款基本条項第２０条（保険金の支払）（注１）
の規定中「第１９条（保険金の請求）（２）および（３）の規定による手続き」と
あるのは「第１９条（保険金の請求）（２）および（３）ならびにこの特約第８条（保
険金の請求）の規定による手続き」と読み替えて適用します。
第１１条（準用規定）

この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普
通保険約款の規定を準用します。
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ＰＴＡ団体傷害保険特約（Ｂ）
「用語の説明」

この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による
場合のほか、次のとおりとします。

（５０音順）
用語 説明

ひ ＰＴＡ 父母と先生の会をいい、児童・生徒の健全な成長をはかることを目
的とし、親と教師が協力して学校・保育所（注１）および家庭にお
ける教育に関し理解を深め、その教育の振興につとめ、児童・生徒
の校外における生活の指導、地域における教育環境の改善、充実を
はかるため会員相互の学習、その他必要な活動を行う団体をいい、
単位ＰＴＡ（注２）またはその単位ＰＴＡ（注２）が所属している
組織もしくは構成員となっている組織を含みます。

（注１）学校・保育所とは、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）
に規定する大学を除く学校、児童福祉法（昭和２２年法律第
１６４号）に規定する保育所、家庭的保育事業、小規模保育
事業および事業所内保育事業ならびに就学前の子どもに関す
る教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成
１８年法律第７７号）に基づく幼保連携型認定こども園をい
います。

（注２）単位ＰＴＡとは、学校・保育所単位のＰＴＡをいいます。
ＰＴＡ行
事

日本国内においてＰＴＡが企画・立案し主催するまたは共催する行
事でＰＴＡ総会、運営委員会など、ＰＴＡ会則（注）に基づく手続
きを経て決定されたものをいいます。

（注）ＰＴＡ会則は、名称のいかんを問いません。
ＰＴＡの
管理下

ＰＴＡの指揮、監督および指導下をいいます。

第１条（この特約の適用条件）
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用され

ます。
第２条（保険金を支払う場合）

（１）当社は、被保険者がＰＴＡの管理下においてＰＴＡ行事に参加している間に被
った普通保険約款補償条項第１条（保険金を支払う場合）（１）の傷害に限り、
この特約および普通保険約款の規定に従い保険金を支払います。ただし、独立行
政法人日本スポーツ振興センター法（平成１４年法律第１６２号）の定めるとこ
ろにより給付対象となるべき傷害に対しては保険金を支払いません。

（２）本条（１）のＰＴＡの管理下におけるＰＴＡ行事には、被保険者がＰＴＡ行事
に参加するための所定の場所と自宅との通常の経路の往復中を含みます。

第３条（補償の対象となる方－被保険者）
この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。

①　ＰＴＡ会員（注）およびＰＴＡの属する学校・保育所に在籍する児童・生徒
②　ＰＴＡ会員（注）の同居の親族
③　ＰＴＡ行事への参加が事前にＰＴＡより認められている者

（注）ＰＴＡ会員とは、保険証券記載のＰＴＡ会員をいいます。
第４条（保険金額および入院保険金日額等）

保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額は、すべての被保険者につい
て同一とし、１被保険者につき保険証券記載の金額とします。
第５条（保険金の請求）

被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、普
通保険約款基本条項第１９条（保険金の請求）（２）に規定する書類のほか、行事
の主催者が発行するＰＴＡ行事参加中の事故であることを証明する事故証明書を
当社に提出しなければなりません。
第６条（保険料の返還）

普通保険約款基本条項第１５条（保険料の返還－無効または失効の場合）（２）
および第１７条（保険料の返還－解除または解約の場合）の規定にかかわらず、
この保険契約が失効、解除または解約となった場合は、当社は、既に払い込まれ
た保険料は返還しません。
第７条（普通保険約款の不適用）

普通保険約款基本条項第３条（保険責任のおよぶ地域）、第５条（契約後に通知
いただく事項－通知義務）、第１４条（保険料の返還または追加保険料の請求－告
知義務・通知義務等の場合）（２）および（５）の規定は適用しません。
第８条（普通保険約款の読み替え）

この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 　基本条項第１４条（保険料の返還または追加保険料の請求－告知義務・通知

義務等の場合）（３）の規定中「（１）または（２）」と あるのは「（１）」
②　基本条項第２０条（保険金の支払）（注１）の規定中「第１９条（保険金の請
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求）（２）および（３）の規定による手続き」とあるのは「第１９条（保険金の
請求）（２）および（３）ならびにこの特約第５条（保険金の請求）の規定によ
る手続き」

第９条（準用規定）
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普

通保険約款の規定を準用します。

シルバー人材センター団体傷害保険特約
「用語の説明」

この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による
場合のほか、次のとおりとします。

（５０音順）
用語 説明

か 確定保険
料

第７条（被保険者数の通知）（１）に規定する通知に基づき当社が
算出した確定保険料をいいます。

せ センター
等

シルバー人材センター連合の会員となっている保険証券記載のシル
バー人材センター等の団体をいいます。

ひ 被保険者 この特約により補償の対象となる者であって、第３条（補償の対象
となる方－被保険者）に規定する者をいいます。

第１条（この特約の適用条件）
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用され

ます。
第２条（保険金を支払う場合）

当社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に、普通保険約款補償条項第１
条（保険金を支払う場合）（１）の傷害を被った場合は、この特約および普通保険
約款の規定に従い保険金を支払います。
①　センター等が被保険者に対して提供した仕事に従事中（注１）。ただし、第３

条（補償の対象となる方－被保険者）（１）に規定する被保険者の住居で仕事に
従事している間を含みません。

②　センター等の提供する仕事に従事するため、センター等の指定する場所と被
保険者の住居との間の通常の経路の往復中

③　センター等が主催し、または指定する、仕事に関する知識、技能の付与を目
的とした講習会およびセンター等の総会、理事会および各種運営会議（注２）
に出席中ならびに講習会会場または総会、理事会、各種運営会議（注２）会場
と被保険者の住居との間の通常の経路の往復中

④　センター等が主催する就業の一環であるボランティア活動に参加中ならびに
活動場所と被保険者の住居との間の通常の経路の往復中

（注１）仕事に従事中とは、仕事に従事する場所から他の仕事に従事する場所への
移動中を含みます。

（注２）各種運営会議とは、班会議、班長会議、委員会等をいいます。
第３条（補償の対象となる方－被保険者）

（１）被保険者は、センター等のすべての正会員とします。
（２）本条（１）の規定にかかわらず、第５条（被保険者名簿）に規定する名簿に記

載のない者は被保険者には含みません。また、普通保険約款基本条項第１１条（重
大事由がある場合の当社からの保険契約の解除）（２）または第１２条（被保険
者による保険契約の解約請求）（２）もしくは（３）の規定による解除または解
約があった場合は、その被保険者は、未経過期間について、この特約における被
保険者ではなくなるものとします。

（３）本条（１）の正会員とは、センター等の目的に賛同しその事業を理解している
次に該当する者であって、理事会の承認を得た者をいいます。

①　センター等の管轄地域内に居住する原則として６０才以上の者であること。
②　健康な者であって、臨時的かつ短期的な就業を通じて自己の労働能力を活用

し、それによって自らの生きがいの充実や社会参加等を希望する者であること。
（４）この保険契約の締結後、センター等に入会した正会員は、その時から被保険者

の資格を得ます。
（５）正会員が退会した場合または除名された場合は、その時から被保険者の資格を

失います。
第４条（保険金額および入院保険金日額等）

保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額は、すべての被保険者につい
て同一とし、１被保険者につき保険証券記載の金額とします。
第５条（被保険者名簿）

保険契約者は、常に被保険者である正会員の名簿を備え、当社がその閲覧を求
めた場合は、いつでもこれに応じなければなりません。
第６条（暫定保険料の払込み）

（１）保険契約者は、保険契約締結と同時に、その時における被保険者数に基づいて
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算出した暫定保険料を当社に払い込まなければなりません。
（２）普通保険約款基本条項第２条（保険料の払込方法）（２）の規定は、本条（１）

の暫定保険料に適用するものとします。
第７条（被保険者数の通知）

（１）保険契約者は、保険期間終了後、遅滞なく、保険期間中の各月一定日における
被保険者数を、当社に通知しなければなりません。

（２）本条（１）の規定による通知に漏れがあった場合において、保険契約者に故意
または重大な過失があったときは、当社は、その通知の対象となる被保険者の被
った傷害に対しては、次の算式によって算出した割合により、保険金を削減して
支払います。

割合 ＝

漏れの発生した通知に基づいて、当社が算
出した確定保険料の合計額

漏れがなかったものとして、当社が算出し
た確定保険料の合計額

（３）本条（１）の規定による通知に漏れがあった場合は、保険期間終了後であって
も、保険契約者はこれに対応する保険料を払い込まなければなりません。ただし、
本条（２）の規定に基づき保険金を支払っている場合はこの規定を適用しません。

（４）本条（２）の規定は、当社が本条（２）の規定による保険金を削減して支払う
べき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の保険契約
者に対する通知をしないで１か月を経過した場合または漏れの発生した通知日か
ら５年を経過した場合には適用しません。

第８条（確定保険料の払込み）
保険契約者は、保険期間終了後、確定保険料と暫定保険料との間で、その差額

を精算しなければなりません。
第９条（保険料の返還）

普通保険約款基本条項第１５条（保険料の返還－無効または失効の場合）（２）、
第１７条（保険料の返還－解除または解約の場合）およびこの特約第８条（確定
保険料の払込み）の規定にかかわらず、この保険契約が失効、解除または解約と
なった場合は、当社は、既に払い込まれた暫定保険料は返還しません。
第１０条（普通保険約款の不適用）

普通保険約款基本条項第５条（契約後に通知いただく事項－通知義務）ならび
に第１４条（保険料の返還または追加保険料の請求－告知義務・通知義務等の場
合）（２）および（５）の規定は適用しません。
第１１条（普通保険約款の読み替え）

この特約については、普通保険約款基本条項第１４条（保険料の返還または追
加保険料の請求－告知義務・通知義務等の場合）（３）の規定中「（１）または（２）」
とあるのは「（１）」と読み替えて適用します。
第１２条（準用規定）

この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普
通保険約款の規定を準用します。

学校契約団体傷害保険
（管理下および管理下外補償）特約

「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による

場合のほか、次のとおりとします。
（５０音順）

用語 説明
か 確定保険

料
第１３条（通知－被保険者名を記載しない方式）に規定する通知に
基づき当社が算出した確定保険料をいいます。

学校 保険証券記載の学校をいいます。
学校施設 学校が教育活動のために所有、使用または管理している施設をいい、

園児・児童・生徒・学生が居住している寄宿舎、合宿所等を含みま
せん。

き 教育活動
行事

学校の教職員が引率する行事で、教育委員会その他の機関または団
体が行う教育活動行事をいいます。

さ 在籍被保
険者数

通知日における被保険者の数をいいます。

し 授業 正規の教育活動のほか、特別教育活動を含みます。
つ 通知日 毎月の保険責任開始日に応当する日をいい、応当する日のない場合

は、その月の末日とします。
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用語 説明
ほ 保険料払

込期日
保険証券記載の払込期日をいいます。

第１条（この特約の適用条件）
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用され

ます。
第２条（保険金を支払う場合）

当社は、被保険者が普通保険約款補償条項第１条（保険金を支払う場合）（１）
の傷害を被った場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い保険金を支払
います。
第３条（保険金を支払わない場合）

（１）普通保険約款補償条項第３条（保険金を支払わない場合－その２）①の規定に
かかわらず、当社は、被保険者が学校の管理下にない間に、普通保険約款別表１
に掲げる運動等を行っている間に発生した事故によって被った傷害に対しては、
保険金を支払いません。

（２）本条（１）の「学校の管理下」とは、次に掲げる間をいいます。
①　学校の授業中
②　在校（注）中。ただし、学校施設内にいることについて、校長、園長が一般

的に承認している場合に限ります。
③　教育活動行事への参加中

（注）在校とは、授業開始前、授業と授業の間または授業終了後において、学校施
設内にいることをいいます。

第４条（保険金額および入院保険金日額等）
保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額は、すべての被保険者につい

て同一とし、１被保険者につき保険証券記載の金額とします。
第５条（入院保険金、手術保険金および通院保険金の支払条件）

当社は、被保険者が第２条（保険金を支払う場合）の傷害を被り、その直接の
結果として、事故の発生の日から起算して７日が満了する日以降においてなお被
保険者の身体が普通保険約款補償条項第６条（入院保険金および手術保険金の計
算）（１）に規定する入院保険金または第７条（通院保険金の計算）（１）もしく
は（２）に規定する通院保険金の支払を受けるべき状態にある場合に限り、入院
保険金、手術保険金または通院保険金を支払います。
第６条（契約の方式）

第７条（被保険者の減員または増員－被保険者名を記載する方式）から第１６
条（分割保険料不払による保険契約の解除－被保険者名を記載しない方式）まで
の規定の適用にあたっては、契約の方式により、それぞれ次に掲げるとおりとし
ます。
①　この保険契約が、保険証券に被保険者名を記載する方式による場合には、第

１０条（被保険者の範囲－被保険者名を記載しない方式）から第１６条（分割
保険料不払による保険契約の解除－被保険者名を記載しない方式）までの規定
は適用せず、第７条（被保険者の減員または増員－被保険者名を記載する方式）
から第９条（分割保険料不払による保険契約の解除－被保険者名を記載する方
式）までの規定によります。

②　この保険契約が、保険証券に被保険者名を記載しない方式による場合には、
第７条（被保険者の減員または増員－被保険者名を記載する方式）から第９条

（分割保険料不払による保険契約の解除－被保険者名を記載する方式）までの規
定は適用せず、第１０条（被保険者の範囲－被保険者名を記載しない方式）か
ら第１６条（分割保険料不払による保険契約の解除－被保険者名を記載しない
方式）までの規定によります。

第７条（被保険者の減員または増員－被保険者名を記載する方式）
（１）保険期間の中途において被保険者が減員または増員となる場合には、保険契約

者は、遅滞なく、その旨を当社に通知して、承認を請求しなければなりません。
（２）被保険者が増員となる場合において、増員者の保険期間は、当社が本条（１）

の承認をした日から満期日までとします。
（３）本条（１）の規定による承認をする場合には、当社は、その定めるところに従

い、保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
（４）本条（３）の規定により、追加保険料を請求する場合において、当社の追加保

険料の請求に対して、保険契約者が追加保険料の払込みを怠ったときは、当社は、
追加保険料領収前に発生した事故により増員者が被った傷害に対しては、保険金
を支払いません。

第８条（保険料の分割払－被保険者名を記載する方式）
（１）保険料は、１２回に分割して払い込むことができます。
（２）本条（１）の規定により保険料を分割して払い込む場合には、次の規定により

ます。
①　第１回分割保険料は、保険契約締結と同時に払い込むものとします。
②　第２回目以降分割保険料は、保険料払込期日後１週間以内に払い込むものと

します。
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③　当社は、保険契約者が本条（２）①および②の規定に従い分割保険料を払い
込まない場合は、その分割保険料領収前に発生した事故による傷害に対しては、
保険金を支払いません。

④　当社が１被保険者について死亡保険金を支払う場合においては、保険契約者
は、死亡保険金を支払うべき被保険者の未払込保険料の全額を一時に払い込ま
なければなりません。

第９条（分割保険料不払による保険契約の解除－被保険者名を記載する方式）
保険料を分割して払い込む場合において、保険契約者が第８条（保険料の分割

払－被保険者名を記載する方式）（２）①または②の規定に従い分割保険料を払い
込まないときは、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保
険契約を解除することができます。
第１０条（被保険者の範囲－被保険者名を記載しない方式）

（１）この特約における被保険者は、保険証券記載の者とします。
（２）本条（１）の規定にかかわらず、第１１条（被保険者名簿－被保険者名を記載

しない方式）に規定する名簿に記載のない者は被保険者には含みません。また、
普通保険約款基本条項第１１条（重大事由がある場合の当社からの保険契約の解
除）（２）または第１２条（被保険者による保険契約の解約請求）（２）もしくは

（３)の規定による解除または解約があった場合は、その被保険者は、未経過期間
についてこの特約における被保険者ではなくなるものとします。

（３）この保険契約の成立後、保険証券記載の被保険者に該当した者は、その該当し
た時から被保険者となり、保険証券記載の被保険者に該当しなくなった者は、そ
の該当しなくなった時から被保険者の資格を失います。

第１１条（被保険者名簿－被保険者名を記載しない方式）
保険契約者は、常に被保険者の名簿を備え、当社がその閲覧を求めた場合は、

いつでもこれに応じなければなりません。
第１２条（暫定保険料の払込み－被保険者名を記載しない方式）

（１）保険契約者は、保険契約締結と同時に、その時における被保険者数に基づいて
算出した暫定保険料を当社に払い込まなければなりません。

（２）普通保険約款基本条項第２条（保険料の払込方法）（２）の規定は、本条（１）
の暫定保険料に適用するものとします。

第１３条（通知－被保険者名を記載しない方式）
（１）保険契約者は、毎通知日後３０日以内に、在籍被保険者数を、当社に通知しな

ければなりません。
（２）在籍被保険者数の計算において、当社が死亡保険金を支払った、または死亡保

険金を支払うべき傷害を被った被保険者については、保険期間中に被保険者でな
くなった場合においても被保険者として数えるものとします。

（３）本条（１）の規定による通知がなされなかった場合は、当社が受領していた通
知のうちの最終のものにおける通知人数をその通知日の通知人数とみなします。

（４）最終通知人数（注１）が、実際在籍人数（注２）より少なかった場合には、当
社は、その通知日以後に発生した事故による傷害に対しては、次の算式によって
算出した割合により、保険金を削減して支払います。ただし、保険契約者が、最
終通知人数（注１）が実際在籍人数（注２）より少なかったことが自己の故意ま
たは重大な過失によらなかったことを立証した場合は、この規定を適用しません。

割合 ＝

最終通知人数（注１）に基づいて、当社が
算出した確定保険料の合計額

実際在籍人数（注２）に基づいて、当社が
算出した確定保険料の合計額

（注１）最終通知人数とは、被保険者が第２条（保険金を支払う場合）の傷害を被
る直前の通知日の通知人数をいいます。

（注２）実際在籍人数とは、被保険者が第２条（保険金を支払う場合）の傷害を被
る直前の通知日における実際の在籍被保険者数をいいます。

第１４条（確定保険料－被保険者名を記載しない方式）
保険期間終了後、保険契約者は、確定保険料と暫定保険料に過不足がある場合

は、その差額を精算しなければなりません。
第１５条（保険料の分割払－被保険者名を記載しない方式）

（１）保険料は、１２回に分割して払い込むことができます。
（２）本条（１）の規定により保険料を分割して払い込む場合には、第１２条（暫定

保険料の払込み－被保険者名を記載しない方式）から第１４条（確定保険料－被
保険者名を記載しない方式）までの規定は適用せず、次の規定によります。

①　第１回分割保険料は、１被保険者について定めた年間保険料の１２分の１に、
この保険契約の成立の時における被保険者の総員数を乗じた額とし、保険契約
締結と同時に払い込むものとします。

②　第２回目以降分割保険料は、１被保険者について定めた年間保険料の１２分
の１に、毎月所定の保険料払込期日における被保険者の総員数を乗じた額とし、
保険料払込期日後１週間以内に払い込むものとします。この場合において、被
保険者の総員数には、本条（２）④の規定により保険料を払い込んだ被保険者
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数は含みません。
③　当社は、保険契約者が本条（２）①および②の規定に従い分割保険料を払い

込まない場合は、その分割保険料領収前に発生した事故による傷害に対しては、
保険金を支払いません。

④　当社が１被保険者について死亡保険金を支払う場合においては、保険契約者
は、死亡保険金を支払うべき被保険者の未払込保険料の全額を一時に払い込ま
なければなりません。

第１６条（分割保険料不払による保険契約の解除－被保険者名を記載しない方式）
保険料を分割して払い込む場合において、保険契約者が第１５条（保険料の分

割払－被保険者名を記載しない方式）（２）①または②の規定に従い分割保険料を
払い込まないときは、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、こ
の保険契約を解除することができます。
第１７条（保険料の返還または請求）

普通保険約款の規定により保険料を返還または請求すべき事由が発生した場合
には、当社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわら
ず、当社の定めるところにより、保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
第１８条（普通保険約款の不適用）

普通保険約款基本条項第５条（契約後に通知いただく事項－通知義務）ならび
に第１４条（保険料の返還または追加保険料の請求－告知義務・通知義務等の場
合）（２）および（５）の規定は適用しません。
第１９条（普通保険約款の読み替え）

この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
①　基本条項第１４条（保険料の返還または追加保険料の請求－告知義務・通知

義務等の場合）(３)の規定中「(１)または(２)」とあるのは「(１)」
②　基本条項第１７条（保険料の返還－解除または解約の場合）(１)の規定中「第

４条（契約時に告知いただく事項－告知義務）(２)、第５条（契約後に通知いた
だく事項－通知義務）(６)、第１１条（重大事由がある場合の当社からの保険契
約の解除）(１)または第１４条（保険料の返還または追加保険料の請求－告知義
務・通知義務等の場合）(３)」とあるのは「第４条（契約時に告知いただく事項
－告知義務）(２)、第１１条（重大事由がある場合の当社からの保険契約の解除）
(１)または第１４条（保険料の返還または追加保険料の請求－告知義務・通知義
務等の場合）(３)」

第２０条（準用規定）
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普

通保険約款の規定を準用します。

学校契約団体傷害保険
（学校の管理下のみ補償）
（フランチャイズなし）特約

「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による

場合のほか、次のとおりとします。
（５０音順）

用語 説明
か 課外活動 学校の規則に則った所定の手続きにより学校の認めた学内学生団体

の管理下で行う文化活動または体育活動をいいます。
確定保険
料

第１３条（通知－被保険者名を記載しない方式）に規定する通知に
基づき当社が算出した確定保険料をいいます。

学校 保険証券記載の学校をいい、保育所、学習塾等を含みます。
学校行事 入学式、オリエンテーション、卒業式等教育活動の一環として学校

の主催する各種の学校行事をいいます。
学校施設 学校が教育活動のために所有、使用または管理している施設をいい、

園児・児童・生徒・学生が居住している寄宿舎、合宿所等を含みま
せん。

き 教育活動
行事

学校の教職員が引率する行事で、教育委員会その他の機関または団
体が行う教育活動行事をいいます。

さ 在籍被保
険者数

通知日における被保険者の数をいいます。

暫定保険
料

保険証券記載の暫定保険料をいいます。

た 大学 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に基づく大学をいい、短期
大学、専門職短期大学、専門職大学を含み、大学院を含みません。
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用語 説明
つ 通知日 毎月の保険責任開始日に応当する日をいい、応当する日のない場合

は、その月の末日とします。
ほ 保険料払

込期日
保険証券記載の払込期日をいいます。

第１条（この特約の適用条件）
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用され

ます。
第２条（保険金を支払う場合）

当社は、被保険者が学校の管理下にある間に、普通保険約款補償条項第１条（保
険金を支払う場合）（１）の傷害を被った場合は、この特約および普通保険約款の
規定に従い保険金を支払います。
第３条（学校の管理下）

（１）第２条（保険金を支払う場合）の「学校の管理下」とは、学校の種別により、
それぞれ次に掲げる間とします。

①　学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に基づく小学校、中学校、義務教育
学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校および幼稚園、
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）に基づく保育所、家庭的保育事業、
小規模保育事業および事業所内保育事業ならびに就学前の子どもに関する教育、
保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号）に基づ
く幼保連携型認定こども園等の場合
ア．学校の授業（注１）中
イ．在校中
ウ．教育活動行事への参加中
エ．登下校中

②　大学の場合
ア．授業（注２）中。なお、次に掲げる間を含みます。
（ア）指導教員の指示に基づき、卒業論文研究に従事している間。ただし、被

保険者の自宅または被保険者の友人の自宅等専ら被保険者の私的生活にか
かる場所においてこれに従事している間を含みません。

（イ）指導教員の指示に基づき、授業（注２）の準備もしくは後始末を行って
いる間または授業（注２）を行う場所、学校の図書館・資料室もしくは語
学学習施設において研究活動を行っている間

（ウ）大学設置基準（昭和３１年文部省令第２８号）第２８条、短期大学設置
基準（昭和５０年文部省令第２１号）第１４条、専門職短期大学設置基準

（平成２９年文部科学省令第３４号）第２１条または専門職大学設置基準
（平成２９年文部科学省令第３３号）第２４条の規定に基づき、他の大学
（注３）の正課を履修している間

イ．在校中
ウ．学校行事への参加中
エ．学校に届け出た課外活動中。ただし、学校が禁じた時間もしくは場所にい

る間または学校が禁じた行為を行っている間を含みません。
オ．登下校中

③　学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に基づく専修学校および各種学校の
場合
ア．学校の授業（注２）中。なお、次に掲げる間を含みます。
（ア）指導教員の指示に基づき、卒業研究に従事している間。ただし、被保険

者の自宅または被保険者の友人の自宅等専ら被保険者の私的生活にかかる
場所においてこれに従事している間を含みません。

（イ）指導教員の指示に基づき、授業（注２）の準備もしくは後始末を行って
いる間または学校の図書館・資料室において研究活動を行っている間

イ．在校中
ウ．学校行事への参加中
エ．登下校中

④　学習塾、珠算塾および書道塾の場合
ア．学校の授業（注４）中
イ．在校中
ウ．登下校中

（２）本条（１）①から④までの「在校中」とは、授業（注５）開始前、授業（注５）
と授業（注５）の間または授業（注５）終了後において、学校施設内にいる間を
いいます。ただし、学校施設内にいることについて、校長、園長、学長等が一般
的に承認している場合に限ります。

（３）本条（１）①から④までの「登下校中」とは、授業（注５）、教育活動行事、
学校行事または課外活動のため、住居と学校施設（注６）とを、合理的な経路お
よび方法により往復している間をいいます。

（４）被保険者の勤務地から登校する場合または学校施設（注６）から被保険者の勤
務地へ赴く場合には、その登校または下校については、本条（３）の「住居」と
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あるのを「勤務地」と読み替えて本条（３）の規定を適用します。
（５）被保険者が、本条（３）の往復の経路を逸脱した場合または往復を中断した場

合においては、その逸脱または中断の間およびその後の往復の間は、本条（１）
①から④までの「登下校中」としません。ただし、その逸脱または中断が、日用
品の購入その他これに準ずる日常生活上必要な行為をやむを得ない理由により行
うための最小限度のものである場合は、その逸脱または中断の間を除き、｢登下
校中｣ とみなします。

（注１）学校の授業には、保育等を含みます。また、正規の教育活動のほか、特別
教育活動を含みます。

（注２）授業とは、学校の講義、実験・実習、演習または実技による授業をいいます。
（注３）他の大学には、外国の大学を含みます。
（注４）学校の授業には、学校として参加する模擬試験または学校の行事としての

遠足、合宿、保護者会等を含みます。
（注５）授業とは、学校の種別によりそれぞれ本条（１）①から④までにいう授業

をいいます。
（注６）学校施設には、学校施設以外の場所で授業（注５）、教育活動行事、学校

行事または課外活動が行われる場合のその場所または所定の集合・解散の場
所を含みます。

第４条（保険金を支払わない場合）
普通保険約款補償条項第３条（保険金を支払わない場合－その２）①の規定に

かかわらず、当社は、大学の課外活動中の被保険者が普通保険約款別表１に掲げ
る運動等を行っている間に発生した事故によって被った傷害に対しては、保険金
を支払いません。
第５条（保険金額および入院保険金日額等）

保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額は、すべての被保険者につい
て同一とし、１被保険者につき保険証券記載の金額とします。
第６条（契約の方式）

第７条（被保険者の減員または増員－被保険者名を記載する方式）から第１６
条（分割保険料不払による保険契約の解除－被保険者名を記載しない方式）まで
の規定の適用にあたっては、契約の方式により、それぞれ次に掲げるとおりとし
ます。
①　この保険契約が、保険証券に被保険者名を記載する方式による場合には、第

１０条（被保険者の範囲－被保険者名を記載しない方式）から第１６条（分割
保険料不払による保険契約の解除－被保険者名を記載しない方式）までの規定
は適用せず、第７条（被保険者の減員または増員－被保険者名を記載する方式）
から第９条（分割保険料不払による保険契約の解除－被保険者名を記載する方
式）までの規定によります。

②　この保険契約が、保険証券に被保険者名を記載しない方式による場合には、
第７条（被保険者の減員または増員－被保険者名を記載する方式）から第９条

（分割保険料不払による保険契約の解除－被保険者名を記載する方式）までの規
定は適用せず、第１０条（被保険者の範囲－被保険者名を記載しない方式）か
ら第１６条（分割保険料不払による保険契約の解除－被保険者名を記載しない
方式）までの規定によります。

第７条（被保険者の減員または増員－被保険者名を記載する方式）
（１）保険期間の中途において被保険者が減員または増員となる場合には、保険契約

者は、遅滞なく、その旨を当社に通知して、承認を請求しなければなりません。
（２）被保険者が増員となる場合において、増員者の保険期間は、当社が本条（１）

の承認をした日から満期日までとします。
（３）本条（１）の規定による承認をする場合には、当社は、その定めるところに従

い、保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
（４）本条（３）の規定により、追加保険料を請求する場合において、当社の追加保

険料の請求に対して、保険契約者が追加保険料の払込みを怠ったときは、当社は、
追加保険料領収前に発生した事故により増員者が被った傷害に対しては、保険金
を支払いません。

第８条（保険料の分割払－被保険者名を記載する方式）
（１）保険料は、１２回に分割して払い込むことができます。
（２）本条（１）の規定により保険料を分割して払い込む場合には、次の規定により

ます。
①　第１回分割保険料は、保険契約締結と同時に払い込むものとします。
②　第２回目以降分割保険料は、保険料払込期日後１週間以内に払い込むものと

します。
③　当社は、保険契約者が本条（２）①および②の規定に従い分割保険料を払い

込まない場合は、その分割保険料領収前に発生した事故による傷害に対しては、
保険金を支払いません。

④　当社が１被保険者について死亡保険金を支払う場合においては、保険契約者
は、死亡保険金を支払うべき被保険者の未払込保険料の全額を一時に払い込ま
なければなりません。
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第９条（分割保険料不払による保険契約の解除－被保険者名を記載する方式）
保険料を分割して払い込む場合において、保険契約者が第８条（保険料の分割

払－被保険者名を記載する方式）（２）①または②の規定に従い分割保険料を払い
込まないときは、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保
険契約を解除することができます。
第１０条（被保険者の範囲－被保険者名を記載しない方式）

（１）この特約における被保険者は、保険証券記載の者とします。
（２）本条（１）の規定にかかわらず、第１１条（被保険者名簿－被保険者名を記載

しない方式）に規定する名簿に記載のない者は被保険者には含みません。また、
普通保険約款基本条項第１１条（重大事由がある場合の当社からの保険契約の解
除）（２）または第１２条（被保険者による保険契約の解約請求）（２）もしくは

（３）の規定による解除または解約があった場合は、その被保険者は、未経過期
間について、この特約における被保険者ではなくなるものとします。

（３）この保険契約の成立後、保険証券記載の被保険者に該当した者は、その該当し
た時から被保険者となり、保険証券記載の被保険者に該当しなくなった者は、そ
の該当しなくなった時から被保険者の資格を失います。

第１１条（被保険者名簿－被保険者名を記載しない方式）
保険契約者は、常に被保険者の名簿を備え、当社がその閲覧を求めた場合は、

いつでもこれに応じなければなりません。
第１２条（暫定保険料の払込み－被保険者名を記載しない方式）

（１）保険契約者は、保険契約締結と同時に、その時における被保険者数に基づいて
算出した暫定保険料を払い込まなければなりません。

（２）普通保険約款基本条項第２条（保険料の払込方法）（２）の規定は、本条（１）
の暫定保険料に適用するものとします。

第１３条（通知－被保険者名を記載しない方式）
（１）保険契約者は、毎通知日後３０日以内に、在籍被保険者数を、当社に通知しな

ければなりません。
（２）在籍被保険者数の計算において、当社が死亡保険金を支払った、または死亡保

険金を支払うべき傷害を被った被保険者については、保険期間中に被保険者でな
くなった場合においても被保険者として数えるものとします。

（３）本条（１）の規定による通知がなされなかった場合は、当社が受領していた通
知のうちの最終のものにおける通知人数をその通知日の通知人数とみなします。

（４）最終通知人数（注１）が、実際在籍人数（注２）より少なかった場合には、当
社は、その通知日以後に発生した事故による傷害に対しては、次の算式によって
算出した割合により、保険金を削減して支払います。ただし、保険契約者が、最
終通知人数（注１）が実際在籍人数（注２）より少なかったことが自己の故意ま
たは重大な過失によらなかったことを立証した場合は、この規定を適用しません。

割合 ＝

最終通知人数（注１）に基づいて、当社が
算出した確定保険料の合計額

実際在籍人数（注２）に基づいて、当社が
算出した確定保険料の合計額

（注１）最終通知人数とは、被保険者が第２条（保険金を支払う場合）の傷害を被
る直前の通知日の通知人数をいいます。

（注２）実際在籍人数とは、被保険者が第２条（保険金を支払う場合）の傷害を被
る直前の通知日における実際の在籍被保険者数をいいます。

第１４条（確定保険料－被保険者名を記載しない方式）
保険期間終了後、保険契約者は、確定保険料と暫定保険料に過不足がある場合

は、その差額を精算しなければなりません。
第１５条（保険料の分割払－被保険者名を記載しない方式）

（１）保険料は、１２回に分割して払い込むことができます。
（２）本条（１）の規定により保険料を分割して払い込む場合には、第１２条（暫定

保険料の払込み－被保険者名を記載しない方式）から第１４条（確定保険料－被
保険者名を記載しない方式）までの規定は適用せず、次の規定によります。

①　第１回分割保険料は、１被保険者について定めた年間保険料の１２分の１に、
この保険契約の成立の時における被保険者の総員数を乗じた額とし、保険契約
締結と同時に払い込むものとします。

②　第２回目以降分割保険料は、１被保険者について定めた年間保険料の１２分
の１に、毎月所定の保険料払込期日における被保険者の総員数を乗じた額とし、
保険料払込期日後１週間以内に払い込むものとします。この場合において、被
保険者の総員数には、本条（２）④の規定により保険料を払い込んだ被保険者
数は含みません。

③　当社は、保険契約者が本条（２）①および②の規定に従い分割保険料を払い
込まない場合は、その分割保険料領収前に発生した事故による傷害に対しては、
保険金を支払いません。

④　当社が１被保険者について死亡保険金を支払う場合においては、保険契約者
は、死亡保険金を支払うべき被保険者の未払込保険料の全額を一時に払い込ま



47

なければなりません。
第１６条（分割保険料不払による保険契約の解除－被保険者名を記載しない方式）

保険料を分割して払い込む場合において、保険契約者が第１５条（保険料の分
割払－被保険者名を記載しない方式）（２）①または②の規定に従い分割保険料を
払い込まないときは、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、こ
の保険契約を解除することができます。
第１７条（保険料の返還または請求）

普通保険約款の規定により保険料を返還または請求すべき事由が発生した場合
には、当社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわら
ず、当社の定めるところにより、保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
第１８条（保険金の請求）

被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、普
通保険約款基本条項第１９条（保険金の請求）（２）に規定する書類のほか、校長、
園長、学長等が発行する学校の管理下にある間に発生した事故であることを証明
する事故証明書を当社に提出しなければなりません。
第１９条（普通保険約款の不適用）

普通保険約款基本条項第５条（契約後に通知いただく事項－通知義務）ならび
に第１４条（保険料の返還または追加保険料の請求－告知義務・通知義務等の場
合）（２）および（５）の規定は適用しません。
第２０条（普通保険約款の読み替え）

この特約については、普通保険約款基本条項第２０条（保険金の支払）（注１）
の規定中「第１９条（保険金の請求）（２）および（３）の規定による手続き」と
あるのは「第１９条（保険金の請求）（２）および（３）ならびにこの特約第１８
条（保険金の請求）の規定による手続き」と読み替えて適用します。
第２１条（準用規定）

この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普
通保険約款の規定を準用します。

学校契約団体傷害保険
（学校の管理下のみ補償）

（フランチャイズ７日、１４日）特約
「用語の説明」

この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による
場合のほか、次のとおりとします。

（５０音順）
用語 説明

か 確定保険
料

第１４条（通知－被保険者名を記載しない方式）に規定する通知に
基づき当社が算出した確定保険料をいいます。

学校 保険証券記載の学校をいい、保育所、学習塾等を含みます。
学校行事 入学式、オリエンテーション、卒業式等教育活動の一環として学校

の主催する各種の学校行事をいいます。
学校施設 学校が教育活動のために所有、使用または管理している施設をいい、

園児・児童・生徒・学生が居住している寄宿舎、合宿所等を含みま
せん。

き 教育活動
行事

学校の教職員が引率する行事で、教育委員会その他の機関または団
体が行う教育活動行事をいいます。

さ 在籍被保
険者数

通知日における被保険者の数をいいます。

暫定保険
料

保険証券記載の暫定保険料をいいます。

つ 通知日 毎月の保険責任開始日に応当する日をいい、応当する日のない場合
は、その月の末日とします。

ほ 保険料払
込期日

保険証券記載の払込期日をいいます。

第１条（この特約の適用条件）
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用され

ます。
第２条（保険金を支払う場合）

当社は、被保険者が学校の管理下にある間に、普通保険約款補償条項第１条（保
険金を支払う場合）（１）の傷害を被った場合は、この特約および普通保険約款の
規定に従い保険金を支払います。
第３条（学校の管理下）

（１）第２条（保険金を支払う場合）の「学校の管理下」とは、学校の種別により、
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それぞれ次に掲げる間とします。
①　学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に基づく小学校、中学校、義務教育

学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校および幼稚園、
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）に基づく保育所、家庭的保育事業、
小規模保育事業および事業所内保育事業ならびに就学前の子どもに関する教育、
保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号）に基づ
く幼保連携型認定こども園等の場合
ア．学校の授業（注１）中
イ．在校中
ウ．教育活動行事への参加中
エ．登下校中

②　学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に基づく専修学校および各種学校の
場合
ア．学校の授業中。なお、次に掲げる間を含みます。
（ア）指導教員の指示に基づき、卒業研究に従事している間。ただし、被保険

者の自宅または被保険者の友人の自宅等専ら被保険者の私的生活にかかる
場所においてこれに従事している間を含みません。

（イ）指導教員の指示に基づき、授業の準備もしくは後始末を行っている間ま
たは学校の図書館・資料室において研究活動を行っている間

イ．在校中
ウ．学校行事への参加中
エ．登下校中

③　学習塾、珠算塾および書道塾の場合
ア．学校の授業（注２）中
イ．在校中
ウ．登下校中

（２）本条（１）①から③までの「在校中」とは、授業（注３）開始前、授業（注３）
と授業（注３）の間または授業（注３）終了後において、学校施設内にいる間を
いいます。ただし、学校施設内にいることについて、校長、園長等が一般的に承
認している場合に限ります。

（３）本条（１）①から③までの「登下校中」とは、授業（注３）、教育活動行事ま
たは学校行事のため、住居と学校施設（注４）とを、合理的な経路および方法に
より往復している間をいいます。

（４）被保険者の勤務地から登校する場合または学校施設（注４）から被保険者の勤
務地へ赴く場合には、その登校または下校については、本条（３）の「住居」と
あるのを「勤務地」と読み替えて本条（３）の規定を適用します。

（５）被保険者が、本条（３）の往復の経路を逸脱した場合または往復を中断した場
合においては、その逸脱または中断の間およびその後の往復の間は、本条（１）
①から③までの「登下校中」としません。ただし、その逸脱または中断が、日用
品の購入その他これに準ずる日常生活上必要な行為をやむを得ない理由により行
うための最小限度のものである場合は、その逸脱または中断の間を除き、｢登下
校中｣ とみなします。

（注１）学校の授業には、保育等を含みます。また、正規の教育活動のほか、特別
教育活動を含みます。

（注２）学校の授業には、学校として参加する模擬試験または学校の行事としての
遠足、合宿、保護者会等を含みます。

（注３）授業とは、学校の種別によりそれぞれ本条（１）①から③までにいう授業
をいいます。

（注４）学校施設には、学校施設以外の場所で授業、教育活動行事または学校行事
が行われる場合のその場所または所定の集合・解散の場所を含みます。

第４条（保険金を支払わない場合）
普通保険約款補償条項第３条（保険金を支払わない場合－その２）の規定にか

かわらず、当社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故によっ
て被った傷害に対しては、保険金を支払いません。
①　乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、本条③に該当する場合を除き、

自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。
②　乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ず

る方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、本条③に該当する場合
を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
については、保険金を支払います。

③　法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自
動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自
動車等を使用している間

第５条（保険金額および入院保険金日額等）
保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額は、すべての被保険者につい

て同一とし、１被保険者につき保険証券記載の金額とします。
第６条（入院保険金、手術保険金および通院保険金の支払条件）

当社は、被保険者が第２条（保険金を支払う場合）の傷害を被り、その直接の
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結果として、事故の発生の日から起算して保険証券記載の日数が満了する日以降
においてなお被保険者の身体が普通保険約款補償条項第６条（入院保険金および
手術保険金の計算）（１）に規定する入院保険金または第７条（通院保険金の計算）

（１）もしくは（２）に規定する通院保険金の支払を受けるべき状態にある場合に
限り、入院保険金、手術保険金または通院保険金を支払います。
第７条（契約の方式）

第８条（被保険者の減員または増員－被保険者名を記載する方式）から第１７
条（分割保険料不払による保険契約の解除－被保険者名を記載しない方式）まで
の規定の適用にあたっては、契約の方式により、それぞれ次に掲げるとおりとし
ます。
①　この保険契約が、保険証券に被保険者名を記載する方式による場合には、第

１１条（被保険者の範囲－被保険者名を記載しない方式）から第１７条（分割
保険料不払による保険契約の解除－被保険者名を記載しない方式）までの規定
は適用せず、第８条（被保険者の減員または増員－被保険者名を記載する方式）
から第１０条（分割保険料不払による保険契約の解除－被保険者名を記載する
方式）までの規定によります。

②　この保険契約が、保険証券に被保険者名を記載しない方式による場合には、
第８条（被保険者の減員または増員－被保険者名を記載する方式）から第１０
条（分割保険料不払による保険契約の解除－被保険者名を記載する方式）まで
の規定は適用せず、第１１条（被保険者の範囲－被保険者名を記載しない方式）
から第１７条（分割保険料不払による保険契約の解除－被保険者名を記載しな
い方式）までの規定によります。

第８条（被保険者の減員または増員－被保険者名を記載する方式）
（１）保険期間の中途において被保険者が減員または増員となる場合には、保険契約

者は、遅滞なく、その旨を当社に通知して、承認を請求しなければなりません。
（２）被保険者が増員となる場合において、増員者の保険期間は、当社が本条（１）

の承認をした日から満期日までとします。
（３）本条（１）の規定による承認をする場合には、当社は、その定めるところに従

い、保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
（４）本条（３）の規定により、追加保険料を請求する場合において、当社の追加保

険料の請求に対して、保険契約者が追加保険料の払込みを怠ったときは、当社は、
追加保険料領収前に発生した事故により増員者が被った傷害に対しては、保険金
を支払いません。

第９条（保険料の分割払－被保険者名を記載する方式）
（１）保険料は、１２回に分割して払い込むことができます。
（２）本条（１）の規定により保険料を分割して払い込む場合には、次の規定により

ます。
①　第１回分割保険料は、保険契約締結と同時に払い込むものとします。
②　第２回目以降分割保険料は、保険料払込期日後１週間以内に払い込むものと

します。
③　当社は、保険契約者が本条（２）①および②の規定に従い分割保険料を払い

込まない場合は、その分割保険料領収前に発生した事故による傷害に対しては、
保険金を支払いません。

④　当社が１被保険者について死亡保険金を支払う場合においては、保険契約者
は、死亡保険金を支払うべき被保険者の未払込保険料の全額を一時に払い込ま
なければなりません。

第１０条（分割保険料不払による保険契約の解除－被保険者名を記載する方式）
保険料を分割して払い込む場合において、保険契約者が第９条（保険料の分割

払－被保険者名を記載する方式）（２）①または②の規定に従い分割保険料を払い
込まないときは、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保
険契約を解除することができます。
第１１条（被保険者の範囲－被保険者名を記載しない方式）

（１）この特約における被保険者は、保険証券記載の者とします。
（２）本条（１）の規定にかかわらず、第１２条（被保険者名簿－被保険者名を記載

しない方式）に規定する名簿に記載のない者は被保険者には含みません。また、
普通保険約款基本条項第１１条（重大事由がある場合の当社からの保険契約の解
除）（２）または第１２条（被保険者による保険契約の解約請求）（２）もしくは

（３）の規定による解除または解約があった場合は、その被保険者は、未経過期
間について、この特約における被保険者ではなくなるものとします。

（３）この保険契約の成立後、保険証券記載の被保険者に該当した者は、その該当し
た時から被保険者となり、保険証券記載の被保険者に該当しなくなった者は、そ
の該当しなくなった時から被保険者の資格を失います。

第１２条（被保険者名簿－被保険者名を記載しない方式）
保険契約者は、常に被保険者の名簿を備え、当社がその閲覧を求めた場合は、

いつでもこれに応じなければなりません。
第１３条（暫定保険料の払込み－被保険者名を記載しない方式）

（１）保険契約者は、保険契約締結と同時に、その時における被保険者数に基づいて
算出した暫定保険料を払い込まなければなりません。
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（２）普通保険約款基本条項第２条（保険料の払込方法）（２）の規定は、本条（１）
の暫定保険料に適用するものとします。

第１４条（通知－被保険者名を記載しない方式）
（１）保険契約者は、毎通知日後３０日以内に、在籍被保険者数を、当社に通知しな

ければなりません。
（２）在籍被保険者数の計算において、当社が死亡保険金を支払った、または死亡保

険金を支払うべき傷害を被った被保険者については、保険期間中に被保険者でな
くなった場合においても被保険者として数えるものとします。

（３）本条（１）の規定による通知がなされなかった場合は、当社が受領していた通
知のうちの最終のものにおける通知人数をその通知日の通知人数とみなします。

（４）最終通知人数（注１）が、実際在籍人数（注２）より少なかった場合には、当
社は、その通知日以後に発生した事故による傷害に対しては、次の算式によって
算出した割合により、保険金を削減して支払います。ただし、保険契約者が、最
終通知人数（注１）が実際在籍人数（注２）より少なかったことが自己の故意ま
たは重大な過失によらなかったことを立証した場合は、この規定を適用しません。

割合 ＝

最終通知人数（注１）に基づいて、当社が
算出した確定保険料の合計額

実際在籍人数（注２）に基づいて、当社が
算出した確定保険料の合計額

（注１）最終通知人数とは、被保険者が第２条（保険金を支払う場合）の傷害を被
る直前の通知日の通知人数をいいます。

（注２）実際在籍人数とは、被保険者が第２条（保険金を支払う場合）の傷害を被
る直前の通知日における実際の在籍被保険者数をいいます。

第１５条（確定保険料－被保険者名を記載しない方式）
保険期間終了後、保険契約者は、確定保険料と暫定保険料に過不足がある場合

は、その差額を精算しなければなりません。
第１６条（保険料の分割払－被保険者名を記載しない方式）

（１）保険料は、１２回に分割して払い込むことができます。
（２）本条（１）の規定により保険料を分割して払い込む場合には、第１３条（暫定

保険料の払込み－被保険者名を記載しない方式）から第１５条（確定保険料－被
保険者名を記載しない方式）までの規定は適用せず、次の規定によります。

①　第１回分割保険料は、１被保険者について定めた年間保険料の１２分の１に、
この保険契約の成立の時における被保険者の総員数を乗じた額とし、保険契約
締結と同時に払い込むものとします。

②　第２回目以降分割保険料は、１被保険者について定めた年間保険料の１２分
の１に、毎月所定の保険料払込期日における被保険者の総員数を乗じた額とし、
保険料払込期日後１週間以内に払い込むものとします。この場合において、被
保険者の総員数には、本条（２）④の規定により保険料を払い込んだ被保険者
数は含みません。

③　当社は、保険契約者が本条（２）①および②の規定に従い分割保険料を払い
込まない場合は、その分割保険料領収前に発生した事故による傷害に対しては、
保険金を支払いません。

④　当社が１被保険者について死亡保険金を支払う場合においては、保険契約者
は、死亡保険金を支払うべき被保険者の未払込保険料の全額を一時に払い込ま
なければなりません。

第１７条（分割保険料不払による保険契約の解除－被保険者名を記載しない方式）
保険料を分割して払い込む場合において、保険契約者が第１６条（保険料の分

割払－被保険者名を記載しない方式）（２）①または②の規定に従い分割保険料を
払い込まないときは、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、こ
の保険契約を解除することができます。
第１８条（保険料の返還または請求）

普通保険約款の規定により保険料を返還または請求すべき事由が発生した場合
には、当社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわら
ず、当社の定めるところにより、保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
第１９条（保険金の請求）

被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、普
通保険約款基本条項第１９条（保険金の請求）（２）に規定する書類のほか、校長、
園長等が発行する学校の管理下にある間に発生した事故であることを証明する事
故証明書を当社に提出しなければなりません。
第２０条（普通保険約款の不適用）

普通保険約款基本条項第５条（契約後に通知いただく事項－通知義務）ならび
に第１４条（保険料の返還または追加保険料の請求－告知義務・通知義務等の場
合）（２）および（５）の規定は適用しません。
第２１条（普通保険約款の読み替え）

この特約については、普通保険約款基本条項第２０条（保険金の支払）（注１）
の規定中「第１９条（保険金の請求）（２）および（３）の規定による手続き」と
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あるのは「第１９条（保険金の請求）（２）および（３）ならびにこの特約第１９
条（保険金の請求）の規定による手続き」と読み替えて適用します。
第２２条（準用規定）

この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普
通保険約款の規定を準用します。

学校契約団体傷害保険
（学校の管理下外のみ補償）特約

「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による

場合のほか、次のとおりとします。
（５０音順）

用語 説明
か 確定保険

料
第１３条（通知－被保険者名を記載しない方式）に規定する通知に
基づき当社が算出した確定保険料をいいます。

学校 保険証券記載の学校をいいます。
学校施設 学校が教育活動のために所有、使用または管理している施設をいい、

園児・児童・生徒・学生が居住している寄宿舎、合宿所等を含みま
せん。

き 教育活動
行事

学校の教職員が引率する行事で、教育委員会その他の機関または団
体が行う教育活動行事をいいます。

さ 在籍被保
険者数

通知日における被保険者の数をいいます。

暫定保険
料

保険証券記載の暫定保険料をいいます。

し 授業 正規の教育活動のほか、特別教育活動を含みます。
つ 通知日 毎月の保険責任開始日に応当する日をいい、応当する日のない場合

は、その月の末日とします。
ほ 保険料払

込期日
保険証券記載の払込期日をいいます。

第１条（この特約の適用条件）
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用され

ます。
第２条（保険金を支払う場合）

当社は、被保険者が学校の管理下にない間に、普通保険約款補償条項第１条（保
険金を支払う場合）（１）の傷害を被った場合は、この特約および普通保険約款の
規定に従い保険金を支払います。
第３条（学校の管理下）

第２条（保険金を支払う場合）の「学校の管理下」とは、次に掲げる間をいい
ます。
①　学校の授業中
②　在校（注）中。ただし、学校施設内にいることについて、校長、園長が一般

的に承認している場合に限ります。
③　教育活動行事への参加中

（注）在校とは、授業開始前、授業と授業の間または授業終了後において、学校施
設内にいることをいいます。

第４条（保険金額および入院保険金日額等）
保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額は、すべての被保険者につい

て同一とし、１被保険者につき保険証券記載の金額とします。
第５条（入院保険金、手術保険金および通院保険金の支払条件）

当社は、被保険者が第２条（保険金を支払う場合）の傷害を被り、その直接の
結果として、事故の発生の日から起算して７日が満了する日以降においてなお被
保険者の身体が普通保険約款補償条項第６条（入院保険金および手術保険金の計
算）（１）に規定する入院保険金または第７条（通院保険金の計算）（１）もしく
は（２）に規定する通院保険金の支払を受けるべき状態にある場合に限り、入院
保険金、手術保険金または通院保険金を支払います。
第６条（契約の方式）

第７条（被保険者の減員または増員－被保険者名を記載する方式）から第１６
条（分割保険料不払による保険契約の解除－被保険者名を記載しない方式）まで
の規定の適用にあたっては、契約の方式により、それぞれ次に掲げるとおりとし
ます。
①　この保険契約が、保険証券に被保険者名を記載する方式による場合には、第

１０条（被保険者の範囲－被保険者名を記載しない方式）から第１６条（分割
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保険料不払による保険契約の解除－被保険者名を記載しない方式）までの規定
は適用せず、第７条（被保険者の減員または増員－被保険者名を記載する方式）
から第９条（分割保険料不払による保険契約の解除－被保険者名を記載する方
式）までの規定によります。

②　この保険契約が、保険証券に被保険者名を記載しない方式による場合には、
第７条（被保険者の減員または増員－被保険者名を記載する方式）から第９条

（分割保険料不払による保険契約の解除－被保険者名を記載する方式）までの規
定は適用せず、第１０条（被保険者の範囲－被保険者名を記載しない方式）か
ら第１６条（分割保険料不払による保険契約の解除－被保険者名を記載しない
方式）までの規定によります。

第７条（被保険者の減員または増員－被保険者名を記載する方式）
（１）保険期間の中途において被保険者が減員または増員となる場合には、保険契約

者は、遅滞なく、その旨を当社に通知して、承認を請求しなければなりません。
（２）被保険者が増員となる場合において、増員者の保険期間は、当社が本条（１）

の承認をした日から満期日までとします。
（３）本条（１）の規定による承認をする場合には、当社は、その定めるところに従

い、保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
（４）本条（３）の規定により、追加保険料を請求する場合において、当社の追加保

険料の請求に対して、保険契約者が追加保険料の払込みを怠ったときは、当社は、
追加保険料領収前に発生した事故により増員者が被った傷害に対しては、保険金
を支払いません。

第８条（保険料の分割払－被保険者名を記載する方式）
（１）保険料は、１２回に分割して払い込むことができます。
（２）本条（１）の規定により保険料を分割して払い込む場合には、次の規定により

ます。
①　第１回分割保険料は、保険契約締結と同時に払い込むものとします。
②　第２回目以降分割保険料は、保険料払込期日後１週間以内に払い込むものと

します。
③　当社は、保険契約者が本条（２）①および②の規定に従い分割保険料を払い

込まない場合は、その分割保険料領収前に発生した事故による傷害に対しては、
保険金を支払いません。

④　当社が１被保険者について死亡保険金を支払う場合においては、保険契約者
は、死亡保険金を支払うべき被保険者の未払込保険料の全額を一時に払い込ま
なければなりません。

第９条（分割保険料不払による保険契約の解除－被保険者名を記載する方式）
保険料を分割して払い込む場合において、保険契約者が第８条（保険料の分割

払－被保険者名を記載する方式）（２）①または②の規定に従い分割保険料を払い
込まないときは、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保
険契約を解除することができます。
第１０条（被保険者の範囲－被保険者名を記載しない方式）

（１）この特約における被保険者は、保険証券記載の者とします。
（２）本条（１）の規定にかかわらず、第１１条（被保険者名簿－被保険者名を記載

しない方式）に規定する名簿に記載のない者は被保険者には含みません。また、
普通保険約款基本条項第１１条（重大事由がある場合の当社からの保険契約の解
除）（２）または第１２条（被保険者による保険契約の解約請求）（２）もしくは

（３）の規定による解除または解約があった場合は、その被保険者は、未経過期
間について、この特約における被保険者ではなくなるものとします。

（３）この保険契約の成立後、保険証券記載の被保険者に該当した者は、その該当し
た時から被保険者となり、保険証券記載の被保険者に該当しなくなった者は、そ
の該当しなくなった時から被保険者の資格を失います。

第１１条（被保険者名簿－被保険者名を記載しない方式）
保険契約者は、常に被保険者の名簿を備え、当社がその閲覧を求めた場合は、

いつでもこれに応じなければなりません。
第１２条（暫定保険料の払込み－被保険者名を記載しない方式）

（１）保険契約者は、保険契約締結と同時に、その時における被保険者数に基づいて
算出した暫定保険料を払い込まなければなりません。

（２）普通保険約款基本条項第２条（保険料の払込方法）（２）の規定は、本条（１）
の暫定保険料に適用するものとします。

第１３条（通知－被保険者名を記載しない方式）
（１）保険契約者は、毎通知日後３０日以内に、在籍被保険者数を、当社に通知しな

ければなりません。
（２）在籍被保険者数の計算において、当社が死亡保険金を支払った、または死亡保

険金を支払うべき傷害を被った被保険者については、保険期間中に被保険者でな
くなった場合においても被保険者として数えるものとします。

（３）本条（１）の規定による通知がなされなかった場合は、当社が受領していた通
知のうちの最終のものにおける通知人数をその通知日の通知人数とみなします。

（４）最終通知人数（注１）が、実際在籍人数（注２）より少なかった場合には、当
社は、その通知日以後に発生した事故による傷害に対しては、次の算式によって
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算出した割合により、保険金を削減して支払います。ただし、保険契約者が、最
終通知人数（注１）が実際在籍人数（注２）より少なかったことが自己の故意ま
たは重大な過失によらなかったことを立証した場合は、この規定を適用しません。

割合 ＝

最終通知人数（注１）に基づいて、当社が
算出した確定保険料の合計額

実際在籍人数（注２）に基づいて、当社が
算出した確定保険料の合計額

（注１）最終通知人数とは、被保険者が第２条（保険金を支払う場合）の傷害を被
る直前の通知日の通知人数をいいます。

（注２）実際在籍人数とは、被保険者が第２条（保険金を支払う場合）の傷害を被
る直前の通知日における実際の在籍被保険者数をいいます。

第１４条（確定保険料－被保険者名を記載しない方式）
保険期間終了後、保険契約者は、確定保険料と暫定保険料に過不足がある場合

は、その差額を精算しなければなりません。
第１５条（保険料の分割払－被保険者名を記載しない方式）

（１）保険料は、１２回に分割して払い込むことができます。
（２）本条（１）の規定により保険料を分割して払い込む場合には、第１２条（暫定

保険料の払込み－被保険者名を記載しない方式）から第１４条（確定保険料－被
保険者名を記載しない方式）までの規定は適用せず、次の規定によります。

①　第１回分割保険料は、１被保険者について定めた年間保険料の１２分の１に、
この保険契約の成立の時における被保険者の総員数を乗じた額とし、保険契約
締結と同時に払い込むものとします。

②　第２回目以降分割保険料は、１被保険者について定めた年間保険料の１２分
の１に、毎月所定の保険料払込期日における被保険者の総員数を乗じた額とし、
保険料払込期日後１週間以内に払い込むものとします。この場合において、被
保険者の総員数には、本条（２）④の規定により保険料を払い込んだ被保険者
数は含みません。

③　当社は、保険契約者が本条（２）①および②の規定に従い分割保険料を払い
込まない場合は、その分割保険料領収前に発生した事故による傷害に対しては、
保険金を支払いません。

④　当社が１被保険者について死亡保険金を支払う場合においては、保険契約者
は、死亡保険金を支払うべき被保険者の未払込保険料の全額を一時に払い込ま
なければなりません。

第１６条（分割保険料不払による保険契約の解除－被保険者名を記載しない方式）
保険料を分割して払い込む場合において、保険契約者が第１５条（保険料の分

割払－被保険者名を記載しない方式）（２）①または②の規定に従い分割保険料を
払い込まないときは、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、こ
の保険契約を解除することができます。
第１７条（保険料の返還または請求）

普通保険約款の規定により保険料を返還または請求すべき事由が発生した場合
には、当社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわら
ず、当社の定めるところにより、保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
第１８条（普通保険約款の不適用）

普通保険約款基本条項第５条（契約後に通知いただく事項－通知義務）ならび
に第１４条（保険料の返還または追加保険料の請求－告知義務・通知義務等の場
合）（２）および（５）の規定は適用しません。
第１９条（準用規定）

この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普
通保険約款の規定を準用します。

留守家庭児童団体傷害保険特約
「用語の説明」

この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による
場合のほか、次のとおりとします。

（５０音順）
用語 説明

き 記名式 保険証券に被保険者名を記載する契約の方式をいいます。
し 施設 保険証券記載の施設をいいます。

準記名式 保険証券に被保険者名を記載しない契約の方式をいいます。
第１条（この特約の適用条件）

この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用され
ます。
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第２条（保険金を支払う場合）
当社は、被保険者が施設の管理下にある間に、普通保険約款補償条項第１条（保

険金を支払う場合）（１）の傷害を被った場合は、この特約および普通保険約款の
規定に従い保険金を支払います。
第３条（施設の管理下）

（１）第２条（保険金を支払う場合）の「施設の管理下」とは、次のいずれかに該当
する間をいいます。

①　施設内にいる間
②　施設の行事（注１）に参加している間
③　住居と施設とを、合理的な経路および方法により往復している間
④　施設以外の場所で施設の行事（注１）が行われる場合のその場所または所定

の集合・解散の場所と住居とを、合理的な経路および方法により往復している
間

（２）被保険者の学校（注２）から施設へ赴く場合には、その間については、本条（１）
③および④の「住居」とあるのを「学校」と読み替えて本条（１）③および④の
規定を適用します。

（注１）施設の行事とは、遠足等をいい、施設の職員が引率するものをいいます。
（注２）学校には、幼稚園を含みます。
第４条（保険金を支払わない場合）

当社は、被保険者が普通保険約款補償条項第３条（保険金を支払わない場合－
その２）①または②のいずれかに該当する間に発生した事故によって被った傷害
に対しては、保険金を支払いません。
第５条（保険金額および入院保険金日額等）

保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額は、すべての被保険者につい
て同一とし、１被保険者につき保険証券記載の金額とします。
第６条（契約の方式）

第７条（被保険者の減員または増員－記名式契約）から第１０条（被保険者の
減員または増員－準記名式契約）までの規定の適用にあたっては、契約の方式に
より、それぞれ次のいずれかのとおりとします。
①　この保険契約が、記名式の場合には、第８条（被保険者の範囲－準記名式契約）

から第１０条（被保険者の減員または増員－準記名式契約）までの規定は適用
せず、第７条（被保険者の減員または増員－記名式契約）の規定によります。

②　この保険契約が準記名式の場合には、第７条（被保険者の減員または増員－
記名式契約）の規定は適用せず、第８条（被保険者の範囲－準記名式契約）か
ら第１０条（被保険者の減員または増員－準記名式契約）までの規定によります。

第７条（被保険者の減員または増員－記名式契約）
（１）保険期間の中途において被保険者が減員または増員となる場合には、保険契約

者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当社に通知して、承認を請求しなければ
なりません。

（２）被保険者が増員となる場合において、増員者の保険期間は、当社が本条（１）
の承認をした日から満期日までとします。

（３）本条（１）の規定による承認をする場合には、当社は、その通知に基づき計算
した保険料を返還し、または追加保険料を請求します。

（４）本条（３）の規定により追加保険料を請求する場合において、当社の請求に対
して、保険契約者が追加保険料の払込みを怠ったときは、当社は、追加保険料領
収前に発生した事故により増員者が被った傷害に対しては、保険金を支払いませ
ん。

第８条（被保険者の範囲－準記名式契約）
（１）この特約における被保険者は、保険証券記載の者とします。
（２）本条（１）の規定にかかわらず、第９条（被保険者名簿－準記名式契約）に規

定する名簿に記載のない者は被保険者には含みません。また、普通保険約款基本
条項第１１条（重大事由がある場合の当社からの保険契約の解除）（２）または
第１２条（被保険者による保険契約の解約請求）（２）もしくは（３）の規定に
よる解除または解約があった場合は、その被保険者は、未経過期間について、こ
の特約における被保険者ではなくなるものとします。

（３）この保険契約の成立後、保険証券記載の被保険者に該当した者は、その該当し
た時から被保険者となり、保険証券記載の被保険者に該当しなくなった者は、そ
の該当しなくなった時から被保険者の資格を失います。

第９条（被保険者名簿－準記名式契約）
保険契約者は、常に被保険者の名簿を備え、当社がその閲覧を求めた場合は、

いつでもこれに応じなければなりません。
第１０条（被保険者の減員または増員－準記名式契約）

（１）保険期間の中途において被保険者が減員または増員となる場合には、保険契約
者は、遅滞なく、その員数を当社に通知しなければなりません。

（２）この特約において、「被保険者の増員」とは、第８条（被保険者の範囲－準記
名式契約）（１）に規定する被保険者の数が保険証券記載の被保険者数を超えた
場合をいい、「被保険者の減員」とは、同条（１）に規定する被保険者の数が保
険証券記載の被保険者数に満たなくなった場合をいいます。
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（３）本条（２）の被保険者の数の計算において、当社が死亡保険金を支払った、ま
たは死亡保険金を支払うべき傷害を被った被保険者については、保険期間中に被
保険者でなくなった場合においても被保険者として数えるものとします。

（４）被保険者が増員となる場合において、保険契約者が故意または重大な過失によ
って、遅滞なく本条（１）の規定による通知をしなかったときは、第５条（保険
金額および入院保険金日額等）の規定にかかわらず、当社は、次の算式により算
出した金額をもってそれぞれの被保険者の保険金額、入院保険金日額および通院
保険金日額とします。

それぞれの被保険
者の保険金額、入
院保険金日額およ
び通院保険金日額

＝
保険証券記載の被保険
者１名あたりの保険金
額、入院保険金日額お
よび通院保険金日額

×

保険証券記載の
被保険者数

保険証券記載
の被保険者数 ＋ 増員数

（５）本条（４）の規定は、当社が、本条（４）の規定による保険金を削減して支払
うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の保険契
約者に対する通知をしないで１か月を経過した場合または増員の事実があった時
から５年を経過した場合には適用しません。

第１１条（保険料の返還または請求－被保険者の減員または増員の場合）
（１）第１０条（被保険者の減員または増員－準記名式契約）（１）の規定による通

知があった場合には、当社は、その通知に基づき計算した保険料を返還し、また
は追加保険料を請求します。

（２）当社は、保険契約者が本条（１）の規定による追加保険料の払込みを怠った場
合（注）には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解
除することができます。

（３）本条（１）の規定による追加保険料を請求する場合において、本条（２）の規
定によりこの保険契約を解除できるときは、第５条（保険金額および入院保険金
日額等）の規定にかかわらず、当社は、被保険者が増員となった後に発生した事
故による傷害に対しては、第１０条（被保険者の減員または増員－準記名式契約）

（４）の算式により算出した額をもってそれぞれの被保険者の保険金額、入院保
険金日額および通院保険金日額とみなし、保険金を支払います。

（注）追加保険料の支払を怠った場合とは、当社が、保険契約者に対し追加保険料
の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合をいい
ます。

第１２条（保険金の請求）
被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、普

通保険約款基本条項第１９条（保険金の請求）（２）に規定する書類のほか、施設
の代表者が発行する施設の管理下にある間に発生した事故であることを証明する
事故証明書を提出しなければなりません。
第１３条（他の特約との関係）

この保険契約に運動危険等補償特約が適用される場合には、第４条（保険金を
支払わない場合）の規定にかかわらず、被保険者が、同特約第２条（保険金を支
払う場合）に規定する運動等を行っている間に発生した事故によって被った傷害
に対しても、この特約の規定に基づき保険金を支払います。
第１４条（普通保険約款の不適用）

普通保険約款基本条項第５条（契約後に通知いただく事項－通知義務）ならび
に第１４条（保険料の返還または追加保険料の請求－告知義務・通知義務等の場
合）（２）および（５）の規定は適用しません。
第１５条（普通保険約款の読み替え）

この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
①　基本条項第１４条（保険料の返還または追加保険料の請求－告知義務・通知

義務等の場合）(３)の規定中「(１)または(２)」とあるのは「(１)」
②　基本条項第１７条（保険料の返還－解除または解約の場合）(１)の規定中「第

４条（契約時に告知いただく事項－告知義務）(２)、第５条（契約後に通知いた
だく事項－通知義務）(６)、第１１条（重大事由がある場合の当社からの保険契
約の解除）(１)または第１４条（保険料の返還または追加保険料の請求－告知義
務・通知義務等の場合）(３)」とあるのは「第４条（契約時に告知いただく事項
－告知義務）(２)、第１１条（重大事由がある場合の当社からの保険契約の解除）
(１)または第１４条（保険料の返還または追加保険料の請求－告知義務・通知義
務等の場合）(３)」

③　基本条項第２０条（保険金の支払）（注１）の規定中「第１９条（保険金の請
求）(２)および(３)の規定による手続き」とあるのは「第１９条（保険金の請求）
(２)および(３)ならびにこの特約第１２条（保険金の請求）の規定による手続き」

第１６条（準用規定）
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普

通保険約款の規定を準用します。
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行政委嘱委員団体傷害保険特約
「用語の説明」

この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による
場合のほか、次のとおりとします。

（５０音順）
用語 説明

か 確定保険
料

第７条（通知）（１）に規定する通知に基づき当社が算出した確定
保険料をいいます。

さ 暫定保険
料

保険証券記載の暫定保険料をいいます。

ひ 被保険者 この特約により補償の対象となる者であって、第３条（補償の対象
となる方－被保険者）に規定する者をいいます。

第１条（この特約の適用条件）
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用され

ます。
第２条（保険金を支払う場合）

当社は、普通保険約款補償条項第１条（保険金を支払う場合）（１）の規定にか
かわらず、被保険者が国または地方公共団体から委嘱を受けた業務に従事中（注）、
急激かつ偶然な外来の事故によってその身体に被った傷害に対して、この特約お
よび普通保険約款の規定に従い保険金を支払います。

（注）業務に従事中には、業務遂行場所への往復途上を含みます。
第３条（補償の対象となる方－被保険者）

（１）この特約における被保険者は、国または地方公共団体から業務の委嘱を受けた
行政委嘱委員をいいます。

（２）本条（１）の規定にかかわらず、第５条（帳簿の備付け）に規定する帳簿に記
載のない者は被保険者には含みません。また、普通保険約款基本条項第１１条（重
大事由がある場合の当社からの保険契約の解除）（２）または第１２条（被保険
者による保険契約の解約請求）（２）もしくは（３）の規定による解除または解
約があった場合は、その被保険者は、未経過期間について、この特約における被
保険者ではなくなるものとします。

第４条（保険金額および入院保険金日額等）
行政委嘱委員１名あたりの保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額は、

保険証券記載のとおりとし、被保険者全員につき同一とします。なお、１被保険
者が２以上の業務を委嘱された場合においても、１名あたりの保険金額、入院保
険金日額および通院保険金日額を限度とします。
第５条（帳簿の備付け）

保険契約者は、保険期間中に委嘱する業務ごとに被保険者名を記載した帳簿を
備え付けることとし、当社がその閲覧を求めた場合は、いつでもこれに応じなけ
ればなりません。
第６条（暫定保険料の払込み）

（１）保険契約者は、保険契約締結と同時に暫定保険料を当社に払い込まなければな
りません。

（２）普通保険約款基本条項第２条（保険料の払込方法）（２）の規定は、本条（１）
の暫定保険料に適用します。

第７条（通知）
（１）保険契約者は、保険期間終了後、遅滞なく、第５条（帳簿の備付け）の帳簿に

基づき保険期間中のすべての被保険者数・業務日数について、当社の定める通知
書に必要項目を記載して、当社に通知しなければなりません。

（２）本条（１）の規定による通知に漏れがあった場合において、保険契約者に故意
または重大な過失があったときは、当社は、その通知にかかわる被保険者の被っ
た傷害に対しては、次の算式によって算出した割合により、保険金を削減して支
払います。

割合 ＝
漏れの発生した通知に基づいて、当社が算出した確定保険料の合計額

漏れがなかったものとして、当社が算出した確定保険料の合計額

（３）本条（１）の規定による通知に漏れがあった場合は、保険期間終了後であって
も、保険契約者は異議なくこれに対応する保険料を払い込まなければなりません。
ただし、本条（２）の規定に基づき保険金を支払っている場合はこの規定を適用
しません。

（４）本条（２）の規定は、当社が本条（２）の規定による保険金を削減して支払う
べき事由の原因があることを知った時から本条（２）の規定により保険金を削減
して支払う旨の保険契約者に対する通知をしないで１か月を経過した場合または
漏れの発生した通知日から５年を経過した場合には適用しません。

第８条（確定保険料の払込み）
保険契約者は、保険期間終了後、確定保険料と暫定保険料との間で、その差額
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を精算しなければなりません。
第９条（保険契約の解除または解約）

この保険契約が解除または解約された場合は、保険契約者は、解除または解約
された時までの保険期間に対応する確定保険料と暫定保険料との間で、その差額
を精算するものとします。
第１０条（普通保険約款の不適用）

普通保険約款補償条項第３条（保険金を支払わない場合－その２）ならびに基
本条項第５条（契約後に通知いただく事項－通知義務）および第１４条（保険料
の返還または追加保険料の請求－告知義務・通知義務等の場合）（２）および（５）
の規定は適用しません。
第１１条（普通保険約款の読み替え）

この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
①　補償条項の規定中「第１条（保険金を支払う場合）（１）」とあるのは「この

特約第２条（保険金を支払う場合）」
②　基本条項の規定中「補償条項第１条（保険金を支払う場合）（１）」とあるの

は「この特約第２条（保険金を支払う場合）」
③　基本条項第１４条（保険料の返還または追加保険料の請求－告知義務・通知

義務等の場合）（３）の規定中「（１）または（２）」とあるのは「（１）」
④　基本条項第１５条（保険料の返還－無効または失効の場合）（２）の規定中「保

険料から既経過期間に対し月割によって計算した保険料を差し引いて、その残
額を返還します。」とあるのは「未経過期間に対し日割をもって計算した保険料
を返還します。」

⑤　基本条項第１７条（保険料の返還－解除または解約の場合）(１)の規定中「第
４条（契約時に告知いただく事項－告知義務）(２)、第５条（契約後に通知いた
だく事項－通知義務）(６)、第１１条（重大事由がある場合の当社からの保険契
約の解除）(１)または第１４条（保険料の返還または追加保険料の請求－告知義
務・通知義務等の場合）(３)」とあるのは「第４条（契約時に告知いただく事項
－告知義務）(２)、第１１条（重大事由がある場合の当社からの保険契約の解除）
(１)または第１４条（保険料の返還または追加保険料の請求－告知義務・通知義
務等の場合）(３)」

第１２条（準用規定）
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普

通保険約款の規定を準用します。

非営利活動団体傷害保険特約
「用語の説明」

この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による
場合のほか、次のとおりとします。

（５０音順）
用語 説明

か 確定保険
料

第９条（通知）（１）に規定する通知に基づき当社が算出した確定
保険料をいいます。

さ 暫定保険
料

保険証券記載の暫定保険料をいいます。

つ 通知日 保険証券記載の通知日をいいます。
ひ 非営利活

動
特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）別表に掲げる活動
のうちいずれかに該当する活動であって、不特定かつ多数の者の利
益の増進に寄与することを目的として市民が行う自由な社会貢献活
動をいいます。なお、営利を目的とする活動は含みません。

非営利活
動団体

次のいずれかに掲げる団体をいいます。
①　特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）に基づく特定

非営利活動法人
②　非営利活動を行うことを主たる目的として設立された団体（注）

（注）非営利活動を行うことを主たる目的として設立された団体は、
法人であるか否かを問いません。

非営利活
動団体の
管理下

非営利活動団体（注）の指揮、監督もしくは指導下または非営利活
動団体（注）が主催もしくは共催する行事に参加中をいいます。

（注）非営利活動団体には、その団体が構成員である連合会等を含
みます。

非営利活
動団体の
目的に従
って行う
活動

非営利活動団体およびその団体に所属または登録した者が、その団
体の定款、規約等に基づき行う非営利活動およびその他の活動をい
います。
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用語 説明
ひ 被保険者 この特約により補償の対象となる者であって、第３条（補償の対象

となる方－被保険者）に規定する者をいいます。
ほ 保険料払

込期日
保険証券記載の払込期日をいいます。

第１条（この特約の適用条件）
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用され

ます。
第２条（保険金を支払う場合）

当社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に、普通保険約款補償条項第１
条（保険金を支払う場合）の傷害を被った場合は、この特約および普通保険約款
の規定に従い、保険金を支払います。
①　被保険者が所属または登録した非営利活動団体の管理下において、その非営

利活動団体の目的に従って行う活動に従事している間
②　本条①の活動が行われる場所と被保険者の住居との間の通常の経路の往復中
第３条（補償の対象となる方－被保険者）

（１）この特約における被保険者は、保険証券記載の者とします。
（２）本条（１）の規定にかかわらず、第６条（帳簿の備付け）に規定する帳簿に記

載のない者は被保険者には含みません。また、普通保険約款基本条項第１１条（重
大事由がある場合の当社からの保険契約の解除）（２）または第１２条（被保険
者による保険契約の解約請求）（２）もしくは（３）の規定による解除または解
約があった場合は、その被保険者は、未経過期間について、この特約における被
保険者ではなくなるものとします。

第４条（保険金額および入院保険金日額等）
（１）保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額は、すべての被保険者につい

て同一とし、１被保険者につき、保険証券記載の金額とします。
（２）本条（１）の規定にかかわらず、被保険者が客観的基準により区分できる場合

には、保険証券記載の被保険者の区分ごとに保険金額、入院保険金日額および通
院保険金日額を定めることができるものとします。この場合の保険金額、入院保
険金日額および通院保険金日額は、それぞれの区分ごとの被保険者について同一
とし、１被保険者につき、被保険者の区分ごとに保険証券記載の金額とします。

第５条（暫定保険料の払込み）
（１）保険契約者は、保険契約の締結と同時に暫定保険料を当社に払い込まなければ

なりません。
（２）本条（１）の暫定保険料は、保険契約者が告知したこの保険契約で保険金を支

払うべき活動の直近の活動実績またはこの保険契約の保険期間中の活動予定に基
づき算出するものとします。

（３）普通保険約款基本条項第２条（保険料の払込方法）（２）の規定およびこの保
険契約に適用される他の特約に定める保険料領収前に発生した事故の取扱いの規
定は、本条（１）の暫定保険料にも適用します。

第６条（帳簿の備付け）
保険契約者は、非営利活動団体の目的に従って行う活動に従事する被保険者の

氏名、被保険者数その他の当社の定める事項を記載した暫定保険料算出の基礎と
した期間の帳簿（注）を備え、当社がその閲覧または写しの提示を求めた場合は、
いつでもこれに応じなければなりません。

（注）暫定保険料算出の基礎とした期間の帳簿には、活動予定により暫定保険料を
算出した場合、活動予定の被保険者数を記載した書類を含みます。

第７条（支払保険金の削減）
当社は、第５条（暫定保険料の払込み）（２）に規定する保険契約者が告知した

直近実績に漏れがあった場合において、保険契約者に故意または重大な過失があ
ったときは、次の算式によって算出した割合により、保険金を削減して支払います。

割合 ＝
保険契約者が告知した直近実績

保険契約者が告知した直近実績 ＋ 漏れのあった活動実績

第８条（追加暫定保険料）
（１）第５条（暫定保険料の払込み）（２）に規定する活動予定に基づく暫定保険料

によりこの保険契約を締結した場合において、活動予定被保険者数が増加し、実
際の被保険者数に相当する保険料の合計額が暫定保険料を超えたことに対し当社
が追加暫定保険料を請求したときは、保険契約者は、１か月以内に追加暫定保険
料を払い込まなければなりません。

（２）当社は、保険契約者が本条（１）の規定による追加暫定保険料の払込みを怠っ
た場合（注）は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を
解除することができます。

（３）本条（１）の規定による追加暫定保険料を請求する場合において、本条（２）
の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当社は、追加暫定保険料を請求
した時から追加暫定保険料を領収するまでの間に発生した事故に対しては、保険
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金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社
は、その返還を請求することができます。

（注）追加暫定保険料の払込みを怠った場合とは、当社が、保険契約者に対し追加
暫定保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場
合をいいます。

第９条（通知）
（１）保険契約者は、通知日までに、通知対象期間の被保険者数その他の当社の定め

る事項を、当社に通知しなければなりません。
（２）本条（１）の規定による通知に遅滞または漏れがあった場合において、保険契

約者に故意または重大な過失があったときは、当社は、その通知の対象となる被
保険者の被った傷害に対しては、次の算式によって算出した割合により、保険金
を削減して支払います。

割合 ＝

遅滞または漏れの発生した通知日以前に実際に行われた
通知に基づいて、当社が算出した確定保険料の合計額

遅滞または漏れの発生した通知日以前に遅滞および漏れがなかった
ものとして、当社が算出した確定保険料の合計額

（３）本条（１）の規定による通知に遅滞または漏れがあった場合は、保険期間終了
後であっても、保険契約者はこれに対応する保険料を払い込まなければなりませ
ん。ただし、本条（２）の規定に基づき保険金を支払っている場合はこの規定を
適用しません。

（４）本条（２）の規定は、当社が本条（２）の規定による保険金を削減して支払う
べき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の保険契約
者に対する通知をしないで１か月を経過した場合または遅滞もしくは漏れの発生
した通知日から５年を経過した場合には適用しません。

第１０条（確定保険料の払込み）
（１）保険契約者は、確定保険料を保険料払込期日までに払い込まなければなりませ

ん。
（２）第５条（暫定保険料の払込み）の暫定保険料は、最終の保険料払込期日に払い

込まれるべき確定保険料との間で、その差額を精算します。
第１１条（保険契約の解除または解約の場合の保険料精算）

この保険契約が解除または解約された場合は、保険契約者は、解除または解約
された時までの保険期間に対する確定保険料と暫定保険料との間で、その差額を
精算するものとします。
第１２条（保険金の請求）

被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、普
通保険約款基本条項第１９条（保険金の請求）（２）に規定する書類のほか、被保
険者の活動を管理していた非営利活動団体が発行する非営利活動中であることを
証明する事故証明書を提出しなければなりません。
第１３条（普通保険約款の不適用）

この特約については、普通保険約款基本条項第５条（契約後に通知いただく事
項－通知義務）ならびに第１４条（保険料の返還または追加保険料の請求－告知
義務・通知義務等の場合）（２）および（５）の規定は適用しません。
第１４条（普通保険約款の読み替え）

この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
①　「用語の説明」の「事故」の規定中「補償条項第１条（保険金を支払う場合）
（１）」とあるのは「この特約第２条（保険金を支払う場合）」

②　補償条項第４条（死亡保険金の計算）（１）、第５条（後遺障害保険金の計算）
（１）および（５）、第６条（入院保険金および手術保険金の計算）（１）、（４）
および（注４）、第７条（通院保険金の計算）（１）、第８条（死亡の推定）なら
びに第９条（他の身体の障害または疾病の影響）（１）および（２）の規定中「第
１条（保険金を支払う場合）（１）の傷害」とあるのは「この特約第２条（保険
金を支払う場合）の傷害」

③　基本条項第１条（補償される期間－保険期間）（１）の規定中「始期日の午後
４時」とあるのは「始期日の午前０時」、「満期日の午後４時」とあるのは「満
期日の午後１２時」

④　基本条項第１５条（保険料の返還－無効または失効の場合）（２）の規定中「保
険料から既経過期間に対し月割によって計算した保険料を差し引いて、その残
額を返還します。」とあるのは「未経過期間に対し日割をもって計算した保険料
を返還します。」

⑤　基本条項第１８条（事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い）（１）
および第２３条（代位）の規定中「補償条項第１条（保険金を支払う場合）（１）
の傷害」とあるのは「この特約第２条（保険金を支払う場合）の傷害」

第１５条（準用規定）
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普

通保険約款の規定を準用します。
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会員用シートベルト傷害保険特約
「用語の説明」

この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による
場合のほか、次のとおりとします。

（５０音順）
用語 説明

か 会員 保険証券記載の会員をいいます。
確定保険
料

第１１条（通知）（１）に規定する通知に基づき当社が算出した確
定保険料をいいます。

き 競技等 競技、競争、興行（注１）、訓練（注２）または試運転（注３）を
いいます。

（注１）競技、競争、興行には、いずれもそのための練習を含みます。
（注２）訓練には、自動車等の運転資格を取得するための訓練を含

みません。
（注３）試運転とは、性能試験を目的とする運転または操縦をいい

ます。
さ 暫定保険

料
保険証券記載の暫定保険料をいいます。

し 資格期間 保険証券記載の資格期間をいいます。
資格取得
時

保険証券記載の資格取得時をいいます。

自動車 道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第２条第２項に規定
する自動車をいいます。ただし、同法施行規則（昭和２６年運輸省
令第７４号）別表第１に規定する大型特殊自動車および小型特殊自
動車を含みません。

重度後遺
障害

重度の後遺障害であって、別表１に掲げるものをいいます。

つ 通知事項 保険証券記載の通知事項をいいます。
通知日 保険証券記載の通知日をいいます。

ひ 被保険者 この特約により補償の対象となる者であって、第３条（補償の対象
となる方－被保険者）に規定する者をいいます。

ほ 保険金 この特約により補償される傷害が発生した場合に、当社が被保険者
または被保険者の法定相続人に支払うべき金銭であって、死亡保険
金および重度後遺障害保険金をいいます。

保険料払
込期日

保険証券記載の保険料払込期日をいいます。

第１条（この特約の適用条件）
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用され

ます。
第２条（保険金を支払う場合）

当社は、普通保険約款補償条項第１条（保険金を支払う場合）（１）の規定にか
かわらず、日本国内において責任期間内に自動車の正規の搭乗装置またはその装
置のある室内（注１）に搭乗中の被保険者（注２）が、その自動車に備えられて
いるシートベルトを着用中に、急激かつ偶然な外来の事故によって、その身体に
傷害を被った場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い保険金を支払い
ます。

（注１）正規の搭乗装置またはその装置のある室内には、隔壁等により通行できな
いように仕切られている場所を含みません。

（注２）搭乗中の被保険者には、極めて異常かつ危険な方法で搭乗している者を含
みません。

第３条（補償の対象となる方－被保険者）
（１）この特約の被保険者は、会員全員とします。ただし、第９条（被保険者名簿）

に規定する名簿に記載のない者は被保険者には含みません。また、普通保険約款
基本条項第１１条（重大事由がある場合の当社からの保険契約の解除）（２）ま
たは第１２条（被保険者による保険契約の解約請求）（２）もしくは（３）の規
定による解除または解約請求があった場合は、その被保険者は、未経過期間につ
いて、この特約における被保険者ではなくなるものとします。

（２）始期日の午後４時から満期日の午後４時までの間に新たに会員となった者は、
資格取得時から被保険者の資格を得ます。ただし、保険証券の保険期間欄にこれ
と異なる開始時刻が記載されている場合は、その時刻に始まるものとします。

（３）保険期間中に会員の資格を失った者については、会員の資格を失った日の翌日
午前０時から被保険者の資格を失います。

（４）本条（３）の規定にかかわらず、当社が特に承認した場合には、第４条（責任
期間）に規定する責任期間が終了するまで被保険者の資格を失わないものとします。
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第４条（責任期間）
この特約の責任期間は、次に掲げる期間とします。

①　保険期間中に新たに会員となった者については、資格取得時から資格期間の
間をいいます。

②　保険期間中にこの保険契約の継続前契約の責任期間を更新する者については、
更新前の責任期間末日の翌日の午前０時から資格期間の間をいいます。

③　この保険契約が継続契約でない場合において、保険期間の開始時に既に会員
となっている者については、更新日（注）の翌日の午前０時から資格期間の間
をいいます。ただし、当社が特に承認した場合には、保険期間の開始時から更
新日（注）の午後１２時までを含みます。

（注）更新日とは、保険証券記載の更新日をいいます。
第５条（時刻）

この特約において時刻に関する規定はすべて日本国の標準時によるものとします。
第６条（保険金を支払わない場合）

（１）当社は、次のいずれかに該当する事由によって発生した傷害に対しては、保険
金を支払いません。

①　被保険者の故意または重大な過失
②　本条（１）①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者（注１）の故意ま

たは重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合には、
保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。

③　被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
④　被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故

ア．法令に定められた運転資格（注２）を持たないで自動車を運転している間
イ．道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第６５条（酒気帯び運転等の禁止）

第１項に定める酒気を帯びた状態で自動車を運転している間
ウ．麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、指定薬物（注３）等の影響に

より正常な運転ができないおそれがある状態で自動車を運転している間
⑤　被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥　被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦　当社が保険金を支払うべき傷害の治療以外の被保険者に対する外科的手術そ

の他の医療処置
⑧　被保険者が、自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ない

で自動車に搭乗している間に発生した事故
⑨　戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類

似の事変または暴動
⑩　地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑪　核燃料物質（注４）もしくは核燃料物質（注４）によって汚染された物（注５）

の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑫　本条（１）⑨から⑪までの事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う

秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑬　本条（１）⑪以外の放射線照射または放射能汚染

（２）本条（１）のほか、当社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した
事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。

①　自動車を用いて競技等をしている間。ただし、本条（２）③に該当する場合
を除き、自動車を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支
払います。

②　自動車を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ず
る方法・態様により自動車を使用している間。ただし、本条（２）③に該当す
る場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車を使用してい
る間については、保険金を支払います。

③　法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自
動車を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動
車を使用している間

（注１）保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法
人の業務を執行するその他の機関をいいます。

（注２）法令に定められた運転資格とは、運転する地における法令によるものをい
います。

（注３）指定薬物とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に
関する法律（昭和３５年法律第１４５号）第２条（定義）第１５項に定める
指定薬物をいいます。

（注４）核燃料物質には、使用済燃料を含みます。
（注５）核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
第７条（死亡保険金の計算）

（１）当社は、被保険者が第２条（保険金を支払う場合）の傷害を被り、その直接の
結果として、事故の発生の日からその日を含めて１８０日以内に死亡した場合は、
保険金額の全額を死亡保険金として被保険者の法定相続人に支払います。ただし、
その被保険者について既に重度後遺障害保険金を支払っている場合は、死亡保険
金を支払いません。
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（２）本条（１）の場合において、被保険者の法定相続人が２名以上であるときは、
当社は、法定相続分の割合により死亡保険金を被保険者の法定相続人に支払います。

第８条（重度後遺障害保険金の計算）
（１）当社は、被保険者が第２条（保険金を支払う場合）の傷害を被り、その直接の

結果として、事故の発生の日からその日を含めて１８０日以内に重度後遺障害が
発生した場合は、保険金額の全額を重度後遺障害保険金として被保険者に支払い
ます。

（２）本条（１）の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含め
て１８０日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当社は、事故の発生の
日からその日を含めて１８１日目における被保険者以外の医師の診断に基づき、
重度後遺障害に該当すると認定したときには、保険金額の全額を重度後遺障害保
険金として支払います。

（３）本条（１）および（２）の場合において、既に身体に障害のあった被保険者が
第２条（保険金を支払う場合）の傷害を被り、その直接の結果として新たな後遺
障害が加わったことにより重度後遣障害に該当した場合であっても、当社は、重
度後遺障害保険金を支払います。

（４）本条（１）から（３）までの規定に基づいて、当社が支払うべき重度後遺障害
保険金の額は、責任期間を通じ、１被保険者につき保険金額をもって限度とします。

第９条（被保険者名簿）
保険契約者は、常に被保険者である会員、責任期間および保険金額を記載した

名簿を備え、当社がその閲覧を求めた場合は、いつでもこれに応じなければなり
ません。
第１０条（暫定保険料の払込み）

（１）保険契約者は、保険契約の締結と同時に暫定保険料を当社に払い込まなければ
なりません。

（２）普通保険約款基本条項第２条（保険料の払込方法）（２）の規定は、本条（１）
の暫定保険料にも適用します。

第１１条（通知）
（１）保険契約者は、通知日までに、保険証券記載の通知事項を、当社に通知しなけ

ればなりません。
（２）本条（１）の規定による通知に遅滞または漏れがあった場合において、保険契

約者に故意または重大な過失があったときは、当社は、その通知の対象となる被
保険者の被った傷害に対しては、次の算式によって算出した割合により、保険金
を削減して支払います。

割合 ＝

遅滞または漏れの発生した通知日以前に実際に行われた
通知に基づいて、当社が算出した確定保険料の合計額

遅滞または漏れの発生した通知日以前に遅滞および漏れが
なかったものとして、当社が算出した確定保険料の合計額

（３）本条（１）の規定による通知に遅滞または漏れがあった場合は、保険期間終了
後であっても、保険契約者はこれに対応する保険料を払い込まなければなりませ
ん。ただし、本条（２）の規定に基づき保険金を支払っている場合はこの規定を
適用しません。

（４）本条（２）の規定は、当社が本条（２）の規定による保険金を削減して支払う
べき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の保険契約
者に対する通知をしないで１か月を経過した場合または遅滞もしくは漏れの発生
した通知日から５年を経過した場合には適用しません。

第１２条（確定保険料の払込み）
（１）保険契約者は、確定保険料を保険料払込期日までに払い込まなければなりませ

ん。ただし、最終の保険料払込期日に払い込まれるべき確定保険料については、
暫定保険料（注１）との間でその差額を精算します。

（２）当社は、保険契約者が本条（１）の規定による確定保険料について保険料払込
期日の属する月の翌月末を経過した後もその払込みを怠った場合は、保険契約者
に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

（３）本条（１）の規定による確定保険料を請求する場合において、本条（２）の規
定によりこの保険契約を解除できるときは、当社は、その確定保険料を算出する
ための保険契約者からの通知において新たに責任期間を開始した被保険者（注２）
が、その保険料払込期日からその確定保険料（注３）を領収するまでの間に被っ
た傷害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支
払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。

（４）保険期間終了後に、確定保険料を暫定保険料（注１）との間で一時に精算する
場合において、保険期間の中途で第１１条（通知）（１）の規定による通知に基
づく毎月の確定保険料の合計額が暫定保険料を超えたときは、保険契約者は、当
社の請求により追加暫定保険料を当社に払い込まなければなりません。

（５）当社は、保険契約者が本条（４）の規定による追加暫定保険料の払込みを怠っ
た場合（注４）は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約
を解除することができます。
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（６）本条（４）の追加暫定保険料を請求する場合において、本条（５）の規定によ
りこの保険契約を解除できるときは、当社は、追加暫定保険料を請求した時から
追加暫定保険料を領収するまでの間に新たに責任期間を開始した被保険者が被っ
た傷害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支
払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。

（注１）暫定保険料は、本条（４）の追加暫定保険料を払い込んだ場合、暫定保険
料と既に払い込まれた追加暫定保険料との合計額とします。

（注２）新たに責任期間を開始した被保険者とは、保険期間終了後に、確定保険料
を暫定保険料との間で一時に精算する場合においては、保険契約者からの最
終の通知において新たに責任期間を開始した被保険者をいいます。

（注３）確定保険料が最終の保険料払込期日に払い込まれるべきものの場合、暫定
保険料と確定保険料との差額とします。

（注４）追加暫定保険料の払込みを怠った場合とは、当社が、保険契約者に対し追
加暫定保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかっ
た場合をいいます。

第１３条（保険料の返還）
第３条（補償の対象となる方－被保険者）（３）の規定により被保険者がその資

格を失った場合は、当社は、第１１条（通知）（１）に規定する保険契約者からの
通知に基づき計算した保険料を返還します。
第１４条（保険金の請求の特則）

（１）普通保険約款基本条項第１９条（保険金の請求）（１）の規定にかかわらず、
当社に対するこの特約の保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを
行使することができるものとします。

①　死亡保険金については、その被保険者が死亡した時
②　重度後遺障害保険金については、その被保険者に重度後遺障害が発生した時

または事故の発生の日からその日を含めて１８０日を経過した時のいずれか早
い時

（２）被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、別
表２に掲げる書類のうち当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。

第１５条（死亡保険金受取人の変更）
普通保険約款基本条項第２４条（死亡保険金受取人の変更）の規定にかかわら

ず、この保険契約では、保険契約者は、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続
人以外に変更することはできません。
第１６条（普通保険約款の不適用）

普通保険約款補償条項第１条（保険金を支払う場合）から第８条（死亡の推定）
までならびに基本条項第３条（保険責任のおよぶ地域）、第５条（契約後に通知い
ただく事項－通知義務）、第１４条（保険料の返還または追加保険料の請求－告知
義務・通知義務等の場合）（２）および（５）および第１８条（事故発生時の義務
および義務違反の場合の取扱い）（２）の規定は適用しません。
第１７条（普通保険約款の読み替え）

この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
①　「用語の説明」の「事故」、基本条項第１８条（事故発生時の義務および義務違

反の場合の取扱い）（１）および第２３条（代位）の規定中「補償条項第１条（保
険金を支払う場合）（１）」とあるのは「この特約第２条（保険金を支払う場合）」

②　補償条項第９条（他の身体の障害または疾病の影響）（１）および（２）の規
定中「第１条（保険金を支払う場合）（１）」とあるのは「この特約第２条（保
険金を支払う場合）」、「同条（１）」とあるのは「同条」

③　基本条項第４条（契約時に告知いただく事項－告知義務）（１）、（２）および
（３）③の規定中「保険契約者または被保険者」とあるのは「保険契約者」

④　基本条項第１４条（保険料の返還または追加保険料の請求－告知義務・通知
義務等の場合）（３）の規定中「本条（１）または（２）」とあるのは「本条（１）」

⑤　基本条項第１５条（保険料の返還－無効または失効の場合）（２）の規定中「補
償条項第４条（死亡保険金の計算）（１）の死亡保険金」とあるのは「この特約
第７条（死亡保険金の計算）（１）の死亡保険金」

⑥　基本条項第１７条（保険料の返還－解除または解約の場合）（１）の規定中「第
４条（契約時に告知いただく事項－告知義務）（２）、第５条（契約後に通知い
ただく事項－通知義務）（６）、第１１条（重大事由がある場合の当社からの保
険契約の解除）（１）または第１４条（保険料の返還または追加保険料の請求－
告知義務・通知義務等の場合）（３）」とあるのは「第４条（契約時に告知いた
だく事項－告知義務）（２）、第１１条（重大事由がある場合の当社からの保険
契約の解除）（１）または第１４条（保険料の返還または追加保険料の請求－告
知義務・通知義務等の場合）（３）」

⑦　基本条項第１８条（事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い）（３）
の規定中「本条（１）もしくは（２）」とあるのは「本条（１）」

⑧　基本条項第２０条（保険金の支払）（注１）の規定中「第１９条（保険金の請
求）（２）および（３）」とあるのは「この特約第１４条（保険金の請求の特則）

（２）および普通保険約款基本条項第１９条（保険金の請求）（３）」
⑨　基本条項第２１条（当社の指定する医師が作成した診断書等の要求）（１）の
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規定中「第１９条（保険金の請求）」とあるのは「この特約第１４条（保険金の
請求の特則）（２）および普通保険約款基本条項第１９条（保険金の請求）（３）」

⑩　基本条項第２２条（時効）の規定中「第１９条（保険金の請求）（１）に定め
る時」とあるのは「この特約第１４条（保険金の請求の特則）（１）に定める時」

⑪　基本条項第２６条（保険契約者または死亡保険金受取人が複数の場合の取扱
い）（１）および（２）の規定中「死亡保険金受取人」とあるのは「被保険者の
法定相続人」

第１８条（準用規定）
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普

通保険約款の規定を準用します。

別表１（第８条（重度後遺障害保険金の計算）関係）
重度後遺障害

（ア）両眼が失明したもの
（イ）咀

そ

しゃくまたは言語の機能を全く廃したもの
（ウ）その他身体の著しい障害により終身常に介護を要するもの

別表２（第１４条（保険金の請求の特則）関係）
保険金を請求する場合には、「○」を付した書類のうち当社が求めるものを提出

しなければなりません。
保　険　金　請　求　書　類

保険金種類
提出書類 死亡 重度後遺

障害
（１）保険金請求書 ○ ○
（２）当社の定める傷害状況報告書 ○ ○
（３）公の機関（注１）の事故証明書 ○ ○
（４）死亡診断書または死体検案書 ○
（５）後遺障害の程度を証明する被保険者以外の医師の

診断書 ○

（６）事故の時に被保険者であったことを証明する書類 ○ ○
（７）被保険者の法定相続人の印鑑証明書 ○
（８）被保険者の印鑑証明書 ○
（９）被保険者の戸籍謄本 ○
（１０）法定相続人の戸籍謄本 ○
（１１）委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑

証明書（注２） ○ ○

（１２）その他当社が普通保険約款基本条項第２０条（保
険金の支払）（１）に定める必要な事項の確認を行
うために欠くことのできない書類または証拠として
保険契約締結の際に当社が交付する書面等において
定めたもの

○ ○

（注１）公の機関については、やむを得ない場合、第三者とします。
（注２）委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書は、保険金の請求を

第三者に委任する場合に必要とします。

天災危険補償特約
第１条（この特約の適用条件）

この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用され
ます。
第２条（保険金を支払う場合）

当社は、この特約により、普通保険約款補償条項第２条（保険金を支払わない
場合－その１）（１）⑩および⑫の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事
由によって被保険者に発生した傷害に対しても、普通保険約款の規定に従い、保
険金を支払います。
①　地震もしくは噴火またはこれらによる津波
②　本条①の事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づ

いて発生した事故
第３条（保険金の支払）

普通保険約款基本条項第２０条（保険金の支払）（１）の確認をするため、次表
「事由」に掲げる特別な調査が不可欠な場合には、当社は、その調査を同条（２）
の特別な照会または調査に加え、請求完了日（注１）からその日を含めて次表「期
間」に掲げる日数（注２）を経過する日までに、保険金を支払います。この場合
において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険
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者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
事由 期間

災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）に基づき設置された中
央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、
東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生
するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における普通保険
約款基本条項第２０条（保険金の支払）（１）①から④までの事項の確
認のための調査

３６５日

（注１）請求完了日とは、被保険者または保険金を受け取るべき者が普通保険約款
基本条項第１９条（保険金の請求）（２）および（３）の規定による手続き
を完了した日をいいます。

（注２）次表「期間」に掲げる日数とは、普通保険約款基本条項第２０条（保険金
の支払）（２）の事由および本条の事由の複数に該当する場合は、そのうち
最長の日数とします。

第４条（準用規定）
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普

通保険約款の規定を準用します。

運動危険等補償特約
第１条（この特約の適用条件）

この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用され
ます。
第２条（保険金を支払う場合）

（１）当社は、この特約により、普通保険約款補償条項第３条（保険金を支払わない
場合－その２）①の規定にかかわらず、被保険者が別表の運動等を行っている間
に発生した事故によって被った傷害に対しても、普通保険約款の規定に従い、保
険金を支払います。

（２）当社は、下欄に掲げる特約の保険金を支払わない場合の規定にかかわらず、被
保険者、救援対象者または補償対象者が別表の運動等を行っている間に発生した
下欄に記載された支払事由に対しても保険金を支払います。
該当ありません。

第３条（救援者費用等補償特約（国内旅行特約用）が適用される場合の取扱い）
（１）当社は、この特約により、救援者費用等補償特約（国内旅行特約用）第６条（保

険金を支払わない場合－その２）の規定にかかわらず、救援対象者が別表の運動
等を行っている間に発生した事故によって救援者費用等補償特約（国内旅行特約
用）第２条（保険金を支払う場合）（１）に掲げる場合のいずれかに該当したこ
とにより発生した損害に対しても、救援者費用等補償特約（国内旅行特約用）お
よび普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。この場合において、該当
する運動等に山岳登はんを含むときは、救援者費用等補償特約（国内旅行特約用）
第２条（保険金を支払う場合）の規定を次のとおり読み替えて適用します。

「
（１）当社は、救援対象者が旅行行程中に次に掲げる場合のいずれかに該当し、

被保険者が費用を負担したことによって被った損害に対して、この特約、国
内旅行傷害保険特約および普通保険約款の規定に従い、保険金をその費用の
負担者に支払います。

①　救援対象者が搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明になった場合
もしくは遭難した場合または救援対象者が山岳登はん（注１）中に遭難し
た場合

②　急激かつ偶然な外来の事故によって救援対象者の生死が確認できない場
合または緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公の
機関により確認された場合

③　救援対象者が被った国内旅行傷害保険特約第２条（保険金を支払う場合）
の傷害を直接の原因として事故の発生の日からその日を含めて１８０日以
内に次のいずれかに該当した場合
ア．死亡した場合
イ．継続して１４日以上入院（注２）した場合

（２）本条（１）③イ．の期間には、臓器の移植に関する法律（平成９年法律第
１０４号）第６条（臓器の摘出）の規定によって、同条第４項で定める医師
により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされ
た場合であって、その処置が同法附則第１１条に定める医療給付関係各法の
規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置（注３）である
ときには、その処置日数を含みます。

（注１）山岳登はんとは、ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用
具を使用するもの、ロッククライミング（フリークライミングを含みま
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す。）をいい、登る壁の高さが５ｍ以下であるボルダリングは含みません。
（注２）他の病院または診療所に移転した場合には、移転のために要した期間

は入院中とみなします。ただし、その移転について治療のため医師が必
要と認めた場合に限ります。この場合において、救援対象者が医師であ
る場合は、救援対象者以外の医師をいいます。

（注３）医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみな
される処置には、医療給付関係各法の適用がない場合、医療給付関係各
法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含
みます。 」

（２）本条（１）の規定により読み替えられた救援者費用等補償特約（国内旅行特約
用）第２条（保険金を支払う場合）（１）①の山岳登はん（注１）中の救援対象
者の遭難が明らかでない場合において、救援対象者が下山予定期日後４８時間を
経過しても下山しなかったときは、保険契約者または救援対象者の親族（注２）
もしくはこれらに代わる者が次に掲げるもののいずれかに対して、救援対象者の
捜索を依頼したことをもって、遭難が発生したものとみなします。

①　警察その他の公的機関
②　サルベージ会社または航空会社
③　遭難救助隊

（３）救援者費用等補償特約（国内旅行特約用）第４条（費用の範囲）①の捜索救助
費用には、救援対象者が山岳登はん（注１）の行程中に遭難したことによって支
払った費用は含みません。

（注１）山岳登はんとは、ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を
使用するもの、ロッククライミング（フリークライミングを含みます。）を
いい、登る壁の高さが５ｍ以下であるボルダリングは含みません。

（注２）親族とは、６親等内の血族、配偶者および３親等内の姻族をいいます。
第４条（準用規定）

この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、こ
の保険契約に適用される他の特約および普通保険約款の規定を準用します。

別表　第２条（保険金を支払う場合）（１）および（２）の運動等
保険証券記載の
運動種類の区分 対象となる運動等

Ａ 山岳登はん（特に危険な山岳登はん（注）を除きます。）
（注）特に危険な山岳登はんとは、標高６，０００ｍ以上の山への

登頂を目的とした山岳登はん、および、標高６，０００ｍ以上
で山岳登はんをする場合をいいます。

Ｂ ・リュージュ、ボブスレー、スケルトン、スカイダイビングおよ
びこれらに類する危険な運動

・運動種類：Ａに該当するもの
Ｃ ・山岳登はん（特に危険な山岳登はん（注）を含みます。）

・運動種類：Ｂに該当するもの
（注）特に危険な山岳登はんとは、標高６，０００ｍ以上の山への

登頂を目的とした山岳登はん、および、標高６，０００ｍ以上
で山岳登はんをする場合をいいます。

Ｄ ・航空機（注１）操縦（注２）、ハンググライダー搭乗、超軽量動
力機（注３）搭乗、ジャイロプレーン搭乗

・運動種類：Ｃに該当するもの
（注１）航空機には、グライダーおよび飛行船は含みません。
（注２）航空機操縦には、職務として操縦する場合は含みません。
（注３）超軽量動力機とは、モーターハンググライダー、マイクロ

ライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパ
ラシュート型超軽量動力機は含みません。
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［行事参加者用］往復途上傷害危険補償特約
「用語の説明」

この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による
場合のほか、次のとおりとします。

（５０音順）
用語 説明

し 所定の集
合・解散
場所

保険契約者の備える資料により確定している場所に限ります。

ひ 被保険者 この特約により補償の対象となる者であって、第３条（補償の対象
となる方－被保険者）に規定する者をいいます。

第１条（この特約の適用条件）
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用され

ます。
第２条（保険金を支払う場合）

当社は、この特約により、行事参加者の傷害危険補償特約第２条（保険金を支
払う場合）に規定する傷害のほか、被保険者が保険証券記載の行事に参加するた
め所定の集合・解散場所と被保険者の住居との通常の経路往復中に被った傷害に
対しても、普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。
第３条（補償の対象となる方－被保険者）

（１）この特約における被保険者は、保険証券記載の行事に参加する目的をもって住
居を出発する前に、保険証券または保険契約者の備える被保険者名簿においてそ
の氏名が記載されている者に限ります。

（２）本条（１）の規定にかかわらず、普通保険約款基本条項第１１条（重大事由が
ある場合の当社からの保険契約の解除）（２）または第１２条（被保険者による
保険契約の解約請求）（２）もしくは（３）の規定による解除または解約があっ
た場合は、その被保険者は、未経過期間について、この保険契約における被保険
者ではなくなるものとします。

第４条（準用規定）
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普

通保険約款の規定を準用します。

［施設入場者用］往復途上傷害危険補償特約
「用語の説明」

この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による
場合のほか、次のとおりとします。

（５０音順）
用語 説明

し 所定の集
合・解散
場所

保険契約者の備える資料により確定している場所に限ります。

ひ 被保険者 この特約により補償の対象となる者であって、第３条（補償の対象
となる方－被保険者）に規定する者をいいます。

第１条（この特約の適用条件）
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用され

ます。
第２条（保険金を支払う場合）

当社は、この特約により、施設入場者の傷害危険補償特約第２条（保険金を支
払う場合）に規定する傷害のほか、被保険者が保険証券記載の施設に入場するた
め所定の集合・解散場所と被保険者の住居との通常の経路往復中に被った傷害に
対しても、普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。
第３条（補償の対象となる方－被保険者）

（１）この特約における被保険者は、保険証券記載の施設に入場する目的をもって住
居を出発する前に、保険証券または保険契約者の備える被保険者名簿においてそ
の氏名が記載されている者に限ります。

（２）本条（１）の規定にかかわらず、普通保険約款基本条項第１１条（重大事由が
ある場合の当社からの保険契約の解除）（２）または第１２条（被保険者による
保険契約の解約請求）（２）もしくは（３）の規定による解除または解約があっ
た場合は、その被保険者は、未経過期間について、この保険契約における被保険
者ではなくなるものとします。

第４条（準用規定）
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普

通保険約款の規定を準用します。
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食中毒補償特約
第１条（この特約の適用条件）

この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用され
ます。
第２条（保険金を支払う場合）

当社は、この特約により、普通保険約款補償条項第１条（保険金を支払う場合）
（１）および普通保険約款に適用される他の特約に規定する傷害には、被保険者が
細菌性食中毒およびウイルス性食中毒により被った身体の障害も含まれるものと
して、普通保険約款および他の特約の規定に従い、保険金を支払います。
第３条（保険金を支払わない場合）

当社は、第２条（保険金を支払う場合）の規定により保険金を支払うべき中毒
症状に対して、特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」
補償特約の規定に従い保険金を支払う場合には、該当する保険金について、この
特約の規定に基づく保険金を支払いません。
第４条（準用規定）

この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普
通保険約款および他の特約の規定を準用します。

熱中症危険補償特約
第１条（この特約の適用条件）

この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用され
ます。
第２条（保険金を支払う場合）

当社は、この特約により、普通保険約款補償条項第１条（保険金を支払う場合）
の傷害には、保険期間中に被保険者が急激かつ外来による日射または熱射により
被った身体の障害も含まれるものとして、普通保険約款の規定に従い、保険金を
支払います。
第３条（準用規定）

この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普
通保険約款の規定を準用します。

条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約
「用語の説明」

この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による
場合のほか、次のとおりとします。

用語 説明
て テロ行為 政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・

個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力
的行動をいいます。

第１条（普通保険約款の読み替え）
（１）この特約を適用する保険契約については、普通保険約款補償条項第２条（保険

金を支払わない場合－その１）（１）⑨の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「

戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似
の事変または暴動。ただし、テロ行為を含みません。 」

（２）当社は、この保険契約に適用される他の特約に、本条（１）と同じ規定がある
場合には、その規定についても本条（１）と同様に読み替えて適用します。

第２条（この特約の解除）
テロ行為が発生する危険が著しく増加し、この特約の引受範囲（注）を超える

こととなった場合には、当社は、保険契約者に対する書面による４８時間以前の
予告をもって、この特約を解除することができます。

（注）引受範囲とは、この特約を引き受けられる範囲として保険契約締結の際に当
社が交付する書面等において定めたものをいいます。

第３条（特約解除の効力）
第２条（この特約の解除）の規定による解除は、将来に向かってのみその効力

を生じます。
第４条（準用規定）

この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普
通保険約款およびこれに適用される特約の規定を準用します。
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初回保険料口座振替特約
「用語の説明」

この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による
場合のほか、次のとおりとします。

（５０音順）
用語 説明

こ 口座振替 指定口座から口座振替により保険料を集金することをいいます。
し 指定口座 保険契約者の指定する口座をいいます。

初回保険
料

保険料を一括して払い込む場合は、この保険契約に定められた保険
料をいい、保険料を分割して払い込む場合は、第１回目に払い込む
べき分割保険料をいいます。

て 提携金融
機関

当社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいい
ます。

ふ 普通保険
約款等

この保険契約に適用される普通保険約款および特約をいいます。

分割保険
料

保険料を保険証券記載の回数に分割した金額であって、保険証券記
載の金額をいいます。

ほ 保険料払
込期日

提携金融機関ごとに当社の定める期日をいいます。

第１条（この特約の適用条件）
この特約は、次に定める条件をすべて満たしている場合で、保険証券にこの特

約を適用する旨記載されているときに適用されます。
①　保険契約締結の時に、指定口座が、提携金融機関に設定されていること。
②　次のいずれかの条件を満たすこと。

ア．この保険契約の締結および保険契約者から当社への損害保険料預金口座振
替依頼書等の提出が、始期日の属する月の前月末日までになされること。

イ．保険契約者が、この保険契約の締結および当社への損害保険料預金口座振
替依頼書等の提出を当社所定の連絡先に行うこと。

第２条（保険料の払込方法）
（１）保険契約者は、保険料払込期日に、口座振替によって初回保険料を払い込むこ

とができます。
（２）本条（１）の場合、保険契約者は、保険料払込期日の前日までに初回保険料相

当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
（３）保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替による初回保険料

の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合は、当社は、保険料払込期日に
初回保険料の払込みがあったものとみなします。

第３条（保険料領収前の事故）
（１）保険料払込期日に初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回保

険料を保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当社の指定した場所に払い込
まなければなりません。

（２）当社は、保険契約者が保険料払込期日の属する月の翌月末日までに初回保険料
を払い込んだ場合には、普通保険約款等に定める保険料領収前に発生した保険金
支払事由または保険金支払事由の原因の取扱いに関する規定を適用しません。

（３）本条（２）の規定にかかわらず、保険契約者が初回保険料について、その初回
保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠
った場合で、次のいずれかに該当するときには、当社は、保険金を支払いません。

①　この保険契約の始期日から、初回保険料を領収した時までの間にこの保険契
約で定める保険金支払事由が発生していた場合

②　この保険契約の始期日から、初回保険料を領収した時までの間にこの保険契
約で定める保険金支払事由の原因が発生していた場合

③　この保険契約が継続されてきた初年度契約から継続前契約までの連続した継続
契約のいずれかの保険契約の始期日から、その保険契約の初回保険料を領収した
時までの間にこの保険契約で定める保険金支払事由の原因が発生していた場合

（４）本条（３）の規定にかかわらず、保険契約者が初回保険料の払込みを怠ったこ
とについて故意および重大な過失がなかった場合は、当社は、「保険料払込期日
の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替
えてこの特約の規定を適用します。この場合において、保険料が分割して払い込
まれるときは、当社は保険料払込期日の属する月の翌々月の保険料払込期日に請
求する分割保険料をあわせて請求できるものとします。

第４条（保険料領収前の保険金支払）
（１）第３条（保険料領収前の事故）（２）の規定により、被保険者または保険金を

受け取るべき者が初回保険料の払込み前に発生したこの保険契約で定める保険金
支払事由に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険
契約者は初回保険料を当社に払い込まなければなりません。

（２）本条（１）の規定にかかわらず、この保険契約で定める保険金支払事由の発生
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の日が、保険料払込期日以前であり、保険契約者が、初回保険料を保険料払込期
日までに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当社
は、初回保険料が払い込まれたものとみなしてその保険金支払事由に対して保険
金を支払います。

（３）本条（２）の確約に反して保険契約者が保険料払込期日まで初回保険料の払込
みを怠り、かつ、保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った
場合は、当社は、既に支払った保険金の全額の返還を請求することができます。

第５条（当社からの保険契約の解除）
（１）当社は、保険料払込期日の属する月の翌月末日までに、初回保険料の払込みが

ない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解
除することができます。

（２）本条（１）の規定は、この保険契約に適用される保険料を分割して払い込むこ
とを定める特約または長期保険特約の保険契約の解除に関する規定に優先して適
用されます。

（３）本条（１）の解除は、始期日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第６条（準用規定）

この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普
通保険約款等の規定を準用します。

保険料クレジットカード払特約
「用語の説明」

この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による
場合のほか、次のとおりとします。

（５０音順）
用語 説明

く クレジッ
トカード

当社の指定するクレジットカードをいいます。

クレジッ
トカード
会社

クレジットカードの発行会社をいいます。

ふ 普通保険
約款等

この保険契約に適用される普通保険約款および特約をいいます。

ほ 保険料 保険契約者がこの保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭で、
契約内容変更時の追加保険料を含みます。

第１条（この特約の適用条件）
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用され

ます。
第２条（保険料の払込方法）

保険契約者は、保険料をクレジットカードによって払い込むことができるもの
とします。
第３条（保険料領収前の事故）

（１）第２条（保険料の払込方法）の規定により保険契約者がクレジットカードによ
って保険料を払い込む場合、当社は、クレジットカード会社へそのクレジットカ
ードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、当社がク
レジットカードによる保険料の払込みを承認した時（注）以後、普通保険約款等
に定める保険料領収前に発生した保険金支払事由または保険金支払事由の原因の
取扱いに関する規定を適用しません。

（２）当社は、次のいずれかに該当する場合には、本条（１）の規定を適用しません。
①　当社がクレジットカード会社から保険料相当額を領収できない場合。ただし、

保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード
会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額の全部または一部を既に払
い込んでいる場合には、その保険料が払い込まれたものとみなして本条（１）
の規定を適用します。

②　会員規約等に定める手続きが行われない場合
（注）クレジットカードによる保険料の払込みを承認した時は、保険期間の開始前

に承認した場合、保険期間の開始した時とします。
第４条（保険料の直接請求および請求保険料払込後の取扱い）

（１）第３条（保険料領収前の事故）（２）①の保険料相当額を領収できない場合には、
当社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、
保険契約者が、クレジットカード会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相
当額の全部または一部を既に払い込んでいるときは、当社は、その払い込んだ金
額について保険契約者に請求できないものとします。

（２）保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用した場合において、本
条（１）の規定により当社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料
を払い込んだときは、第３条（保険料領収前の事故）（１）の規定を適用します。



71

第５条（当社からの保険契約の解除）
（１）当社は、保険契約者が第４条（保険料の直接請求および請求保険料払込後の取

扱い）（２）の保険料の払込みを怠った場合は、保険契約者に対する書面による
通知をもって、この保険契約を解除することができます。

（２）本条（１）の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第６条（準用規定）

この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普
通保険約款等の規定を準用します。

保険料支払手段に関する特約
「用語の説明」

この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による
場合のほか、次のとおりとします。

用語 説明
ほ 保険料 普通保険約款およびこれに適用される他の特約に定めるところに従

い、当社が追加保険料を請求した場合は、追加保険料を含みます。
第１条（この特約の適用条件）

この特約は、すべての保険契約に適用されます。
第２条（保険料の払込方法）

（１）保険契約者は、保険料を当社が定める決済手段によって払い込むことができる
ものとします。

（２）本条（１）の規定により当社が定める決済手段によって保険料を払い込む場合
は、当社は、保険契約者が当該決済手段の会員規約やサービス利用規約等に従い
決済手続を行い、保険料相当額全額の決済手続を完了したことが決済手続画面に
表示された時点で、決済手続が完了し保険料の払込みがあったものとみなします。

第３条（保険料領収前の事故）
第２条（保険料の払込方法）（１）の規定により保険契約者が当社が定める決済

手段によって保険料を払い込む場合、当社は、決済手続が完了した時（注）以後、
普通保険約款およびこれに適用される他の特約に定める保険料領収前に発生した
事故の取扱いに関する規定を適用しません。

（注）決済手続が完了した時とは、保険期間の開始前に決済手続が完了した場合、
保険期間の開始した時とします。

第４条（準用規定）
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この

保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約の規定を準用します。

企業等の傷害保険金受取に関する特約
第１条（この特約の適用条件）

この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用され
ます。
第２条（保険金の支払先）

（１）当社は、この特約により、普通保険約款補償条項第５条（後遺障害保険金の計
算）から第７条（通院保険金の計算）までの規定にかかわらず、普通保険約款お
よびこの保険契約に適用される特約に基づいて支払われる後遺障害保険金、入院
保険金、手術保険金または通院保険金についても死亡保険金受取人に支払います。

（２）この保険契約に被保険者が傷害、損害または損失を被ったことを直接の原因と
して保険金を支払う他の特約が適用される場合は、当社は、適用されている他の
特約の規定にかかわらず、被保険者に対して支払う下欄記載の保険金についても、
被保険者の死亡保険金受取人に支払います。
該当するものはありません。

第３条（普通保険約款の不適用）
普通保険約款基本条項第２４条（死亡保険金受取人の変更）(９)の規定は適用し

ません。
第４条（準用規定）

この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、こ
の保険契約に適用される他の特約および普通保険約款の規定を準用します。
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包括契約特約（毎月報告・毎月精算）
「用語の説明」

この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による
場合のほか、次のとおりとします。

（５０音順）
用語 説明

か 確定保険
料

第４条（通知）（１）に規定する通知に基づき当社が算出した確定
保険料をいいます。

さ 暫定保険
料

保険証券記載の暫定保険料をいいます。

つ 通知日 保険証券記載の通知日をいいます。
ほ 保険料払

込期日
保険証券記載の払込期日をいいます。

第１条（この特約の適用条件）
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用され

ます。
第２条（暫定保険料の払込み）

（１）保険契約者は、保険契約の締結と同時に暫定保険料を当社に払い込まなければ
なりません。

（２）普通保険約款基本条項第２条（保険料の払込方法）（２）の規定およびこの保
険契約に適用される他の特約に定める保険料領収前に発生した事故の取扱いの規
定は、本条（１）の暫定保険料にも適用します。

第３条（帳簿の備付け）
保険契約者は、被保険者の氏名、被保険者数その他の当社の定める事項を記載

した帳簿を備え、当社がその閲覧または写しの提示を求めた場合は、いつでもこ
れに応じなければなりません。
第４条（通知）

（１）保険契約者は、通知日までに、１か月間の被保険者数その他の当社の定める事
項を、当社に通知しなければなりません。

（２）本条（１）の規定による通知に遅滞または漏れがあった場合において、保険契
約者に故意または重大な過失があったときは、当社は、その通知の対象となる被
保険者の被った傷害または損害に対しては、次の算式によって算出した割合によ
り、保険金を削減して支払います。

割合 ＝

遅滞または漏れの発生した通知日以前に実際に行われた通
知に基づいて、当社が算出した確定保険料の合計額

遅滞または漏れの発生した通知日以前に遅滞および漏れがなか
ったものとして、当社が算出した確定保険料の合計額

（３）本条（１）の規定による通知に遅滞または漏れがあった場合は、保険期間終了
後であっても、保険契約者はこれに対応する保険料を払い込まなければなりませ
ん。ただし、本条（２）の規定に基づき保険金を支払っている場合はこの規定を
適用しません。

（４）本条（２）の規定は、当社が本条（２）の規定による保険金を削減して支払う
べき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の保険契約
者に対する通知をしないで１か月を経過した場合または遅滞もしくは漏れの発生
した通知日から５年を経過した場合には適用しません。

第５条（確定保険料の払込み）
（１）保険契約者は、確定保険料を保険料払込期日までに払い込まなければなりません。
（２）当社は、保険契約者が本条（１）の規定による確定保険料について保険料払込

期日の属する月の翌月末を経過した後もその払込みを怠った場合は、保険契約者
に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

（３）本条（１）の規定による確定保険料を請求する場合において、本条（２）の規
定によりこの保険契約を解除できるときは、当社は、その確定保険料を算出する
ための通知の対象となる被保険者の被った傷害または損害に対しては、保険金を
支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、
その返還を請求することができます。

（４）第２条（暫定保険料の払込み）の暫定保険料は、最終の保険料払込期日に払い
込まれるべき確定保険料との間で、その差額を精算します。

第６条（準用規定）
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普

通保険約款の規定を準用します。
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包括契約特約（毎月報告・一括精算）
「用語の説明」

この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による
場合のほか、次のとおりとします。

 （５０音順）
用語 説明

か 確定保険
料

第４条（通知）（１）に規定する通知に基づき当社が算出した確定
保険料をいいます。

さ 暫定保険
料

保険証券記載の暫定保険料をいいます。

つ 通知日 保険証券記載の通知日をいいます。
第１条（この特約の適用条件）

この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用され
ます。
第２条（暫定保険料の払込み）

（１）保険契約者は、保険契約の締結と同時に暫定保険料を当社に払い込まなければ
なりません。

（２）普通保険約款基本条項第２条（保険料の払込方法）（２）の規定およびこの保
険契約に適用される他の特約に定める保険料領収前に発生した事故の取扱いの規
定は、本条（１）の暫定保険料にも適用します。

第３条（帳簿の備付け）
保険契約者は、被保険者の氏名、被保険者数その他の当社の定める事項を記載

した帳簿を備え、当社がその閲覧または写しの提示を求めた場合は、いつでもこ
れに応じなければなりません。
第４条（通知）

（１）保険契約者は、通知日までに、１か月間の被保険者数その他の当社の定める事
項を、当社に通知しなければなりません。

（２）本条（１）の規定による通知に遅滞または漏れがあった場合において、保険契
約者に故意または重大な過失があったときは、当社は、その通知の対象となる被
保険者の被った傷害または損害に対しては、次の算式によって算出した割合によ
り、保険金を削減して支払います。

割合 ＝

遅滞または漏れの発生した通知日以前に実際に行われた通
知に基づいて、当社が算出した確定保険料の合計額

遅滞または漏れの発生した通知日以前に遅滞および漏れがなか
ったものとして、当社が算出した確定保険料の合計額

（３）本条（１）の規定による通知に遅滞または漏れがあった場合は、保険期間終了
後であっても、保険契約者はこれに対応する保険料を払い込まなければなりませ
ん。ただし、本条（２）の規定に基づき保険金を支払っている場合はこの規定を
適用しません。

（４）本条（２）の規定は、当社が本条（２）の規定による保険金を削減して支払う
べき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の保険契約
者に対する通知をしないで１か月を経過した場合または遅滞もしくは漏れの発生
した通知日から５年を経過した場合には適用しません。

第５条（確定保険料の払込み）
（１）保険契約者は、保険期間終了後、確定保険料と暫定保険料との間で、その差額

を精算しなければなりません。
（２）保険期間の中途で毎月の確定保険料の合計額が暫定保険料を超えた場合は、保

険契約者は、当社の請求に従い追加暫定保険料を払い込まなければなりません。
（３）当社は、保険契約者が本条（２）の規定による追加暫定保険料の払込みを怠っ

た場合（注）は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を
解除することができます。

（４）本条（２）の追加暫定保険料を請求する場合において、本条（３）の規定によ
りこの保険契約を解除できるときは、当社は、追加暫定保険料を請求した時から
追加暫定保険料を領収するまでの間に被保険者が被った傷害または損害に対して
は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたとき
は、当社は、その返還を請求することができます。

（注）追加暫定保険料の払込みを怠った場合とは、当社が、保険契約者に対し追加
暫定保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場
合をいいます。

第６条（準用規定）
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普

通保険約款の規定を準用します。
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包括契約特約（一括報告・一括精算）
「用語の説明」

この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による
場合のほか、次のとおりとします。

（５０音順）
用語 説明

か 確定保険
料

第４条（通知）（１）に規定する通知に基づき当社が算出した確定
保険料をいいます。

さ 暫定保険
料

保険証券記載の暫定保険料をいいます。

第１条（この特約の適用条件）
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用され

ます。
第２条（暫定保険料の払込み）

（１）保険契約者は、保険契約の締結と同時に暫定保険料を当社に払い込まなければ
なりません。

（２）普通保険約款基本条項第２条（保険料の払込方法）（２）の規定およびこの保
険契約に適用される他の特約に定める保険料領収前に発生した事故の取扱いの規
定は、本条（１）の暫定保険料にも適用します。

第３条（帳簿の備付け）
保険契約者は、被保険者の氏名、被保険者数その他の当社の定める事項を記載

した帳簿を備え、当社がその閲覧または写しの提示を求めた場合は、いつでもこ
れに応じなければなりません。
第４条（通知）

（１）保険契約者は、保険期間終了後、遅滞なく、保険期間中の被保険者数その他の
当社の定める事項を、当社に通知しなければなりません。

（２）本条（１）の規定による通知に漏れがあった場合において、保険契約者に故意
または重大な過失があったときは、当社は、その通知の対象となる被保険者の被
った傷害または損害に対しては、次の算式によって算出した割合により、保険金
を削減して支払います。

割合 ＝

漏れの発生した通知に基づいて、当社が算出した確定保険
料の合計額
漏れがなかったものとして、当社が算出した確定保険料の
合計額

（３）本条（１）の規定による通知に漏れがあった場合は、保険期間終了後であって
も、保険契約者はこれに対応する保険料を払い込まなければなりません。ただし、
本条（２）の規定に基づき保険金を支払っている場合はこの規定を適用しません。

（４）本条（２）の規定は、当社が本条（２）の規定による保険金を削減して支払う
べき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の保険契約
者に対する通知をしないで１か月を経過した場合または漏れの発生した通知日か
ら５年を経過した場合には適用しません。

第５条（確定保険料の払込み）
保険契約者は、保険期間終了後、確定保険料と暫定保険料との間で、その差額

を精算しなければなりません。
第６条（準用規定）

この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普
通保険約款の規定を準用します。

保険料確定特約
（シルバー人材センター団体傷害保険特約用）

第１条（この特約の適用条件）
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用され

ます。
第２条（シルバー人材センター団体傷害保険特約の読み替え）

当社は、この特約により、シルバー人材センター団体傷害保険特約第６条（暫
定保険料の払込み）の規定を次のとおり読み替えて適用します。

「
第６条（保険料の払込み）

（１）保険契約者は、保険契約の締結と同時に、保険契約締結時に把握可能な最
近の会計年度または過去１年間の毎月一定日における被保険者数（注）に基
づく平均被保険者数に基づいて、当社の定める方法により算出した保険料を、
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当社に払い込まなければなりません。
（２）普通保険約款基本条項第２条（保険料の払込方法）（２）の規定は、本条（１）

の保険料に適用するものとします。
（注）被保険者数とは、初年度契約の場合、被保険者となるべき者の人数をい

います。 」
第３条（シルバー人材センター団体傷害保険特約の不適用）

シルバー人材センター団体傷害保険特約第７条（被保険者数の通知）および第
８条（確定保険料の払込み）の規定は適用しません。
第４条（準用規定）

この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普
通保険約款およびシルバー人材センター団体傷害保険特約の規定を準用します。

保険料確定特約
（学校契約団体傷害保険

（管理下および管理下外補償）特約用）
第１条（この特約の適用条件）

この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用され
ます。
第２条（学校契約団体傷害保険特約の読み替え）

当社は、この特約により、学校契約団体傷害保険（管理下および管理下外補償）
特約第１２条（暫定保険料の払込み－被保険者名を記載しない方式）の規定を次
のとおり読み替えて適用します。

「
第１２条（保険料の払込み－被保険者名を記載しない方式）

（１）保険契約者は、保険契約の締結と同時に、保険契約締結時に把握可能な最
近の会計年度または過去１年間の毎月一定日における被保険者数（注）に基
づく平均被保険者数に基づいて、当社の定める方法により算出した保険料を、
当社に払い込まなければなりません。

（２）普通保険約款基本条項第２条（保険料の払込方法）（２）の規定は、本条（１）
の保険料に適用するものとします。

（注）被保険者数とは、初年度契約の場合、被保険者となるべき者の人数をい
います。 」

第３条（保険契約者からの保険契約の解約）
（１）保険契約者は、当社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解約す

ることができます。
（２）本条（１）の規定により、保険契約者が保険契約を解約した場合は、当社は、

既に払い込まれた保険料から既経過期間に対し月割によって計算した保険料を差
し引いて、その残額を返還します。

第４条（学校契約団体傷害保険特約の不適用）
学校契約団体傷害保険（管理下および管理下外補償）特約第１３条（通知－被

保険者名を記載しない方式）および第１４条（確定保険料－被保険者名を記載し
ない方式）の規定は適用しません。
第５条（準用規定）

この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普
通保険約款および学校契約団体傷害保険（管理下および管理下外補償）特約の規
定を準用します。

保険料確定特約
（学校契約団体傷害保険（学校の管理下のみ補償）

（フランチャイズなし）特約用）
第１条（この特約の適用条件）

この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用され
ます。
第２条（学校契約団体傷害保険特約の読み替え）

当社は、この特約により、学校契約団体傷害保険（学校の管理下のみ補償）（フ
ランチャイズなし）特約第１２条（暫定保険料の払込み－被保険者名を記載しな
い方式）の規定を次のとおり読み替えて適用します。

「
第１２条（保険料の払込み－被保険者名を記載しない方式）

（１）保険契約者は、保険契約の締結と同時に、保険契約締結時に把握可能な最
近の会計年度または過去１年間の毎月一定日における被保険者数（注）に基
づく平均被保険者数に基づいて、当社の定める方法により算出した保険料を、
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当社に払い込まなければなりません。
（２）普通保険約款基本条項第２条（保険料の払込方法）（２）の規定は、本条（１）

の保険料に適用するものとします。
（注）被保険者数とは、初年度契約の場合、被保険者となるべき者の人数をい

います。 」
第３条（保険契約者からの保険契約の解約）

（１）保険契約者は、当社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解約す
ることができます。

（２）本条（１）の規定により、保険契約者が保険契約を解約した場合は、当社は、
既に払い込まれた保険料から既経過期間に対し月割によって計算した保険料を差
し引いて、その残額を返還します。

第４条（学校契約団体傷害保険特約の不適用）
学校契約団体傷害保険（学校の管理下のみ補償）（フランチャイズなし）特約第

１３条（通知－被保険者名を記載しない方式）および第１４条（確定保険料－被
保険者名を記載しない方式）の規定は適用しません。
第５条（準用規定）

この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普
通保険約款および学校契約団体傷害保険（学校の管理下のみ補償）（フランチャイ
ズなし）特約の規定を準用します。

保険料確定特約
（学校契約団体傷害保険（学校の管理下のみ補償）
（フランチャイズ７日、１４日）特約用）

第１条（この特約の適用条件）
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用され

ます。
第２条（学校契約団体傷害保険特約の読み替え）

当社は、この特約により、学校契約団体傷害保険（学校の管理下のみ補償）（フ
ランチャイズ７日、１４日）特約第１３条（暫定保険料の払込み－被保険者名を
記載しない方式）の規定を次のとおり読み替えて適用します。

「
第１３条（保険料の払込み－被保険者名を記載しない方式）

（１）保険契約者は、保険契約の締結と同時に、保険契約締結時に把握可能な最
近の会計年度または過去１年間の毎月一定日における被保険者数（注）に基
づく平均被保険者数に基づいて、当社の定める方法により算出した保険料を、
当社に払い込まなければなりません。

（２）普通保険約款基本条項第２条（保険料の払込方法）（２）の規定は、本条（１）
の保険料に適用するものとします。

（注）平均被保険者数とは、初年度契約の場合、被保険者となるべき者の人数
をいいます。 」

第３条（保険契約者からの保険契約の解約）
（１）保険契約者は、当社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解約す

ることができます。
（２）本条（１）の規定により、保険契約者が保険契約を解約した場合は、当社は、

既に払い込まれた保険料から既経過期間に対し月割によって計算した保険料を差
し引いて、その残額を返還します。

第４条（学校契約団体傷害保険特約の不適用）
学校契約団体傷害保険（学校の管理下のみ補償）（フランチャイズ７日、１４日）

特約第１４条（通知－被保険者名を記載しない方式）および第１５条（確定保険
料－被保険者名を記載しない方式）の規定は適用しません。
第５条（準用規定）

この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普
通保険約款および学校契約団体傷害保険（学校の管理下のみ補償）（フランチャイ
ズ７日、１４日）特約の規定を準用します。

保険料確定特約
（学校契約団体傷害保険

（学校の管理下外のみ補償）特約用）
第１条（この特約の適用条件）

この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用され
ます。
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第２条（学校契約団体傷害保険特約の読み替え）
当社は、この特約により、学校契約団体傷害保険（学校の管理下外のみ補償）

特約第１２条（暫定保険料の払込み－被保険者名を記載しない方式）の規定を次
のとおり読み替えて適用します。

「
第１２条（保険料の払込み－被保険者名を記載しない方式）

（１）保険契約者は、保険契約の締結と同時に、保険契約締結時に把握可能な最
近の会計年度または過去１年間の毎月一定日における被保険者数（注）に基
づく平均被保険者数に基づいて、当社の定める方法により算出した保険料を、
当社に払い込まなければなりません。

（２）普通保険約款基本条項第２条（保険料の払込方法）（２）の規定は、本条（１）
の保険料に適用するものとします。

（注）被保険者数とは、初年度契約の場合、被保険者となるべき者の人数をい
います。 」

第３条（保険契約者からの保険契約の解約）
（１）保険契約者は、当社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解約す

ることができます。
（２）本条（１）の規定により、保険契約者が保険契約を解約した場合は、当社は、

既に払い込まれた保険料から既経過期間に対し月割によって計算した保険料を差
し引いて、その残額を返還します。

第４条（学校契約団体傷害保険特約の不適用）
学校契約団体傷害保険（学校の管理下外のみ補償）特約第１３条（通知－被保

険者名を記載しない方式）および第１４条（確定保険料－被保険者名を記載しな
い方式）の規定は適用しません。
第５条（準用規定）

この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普
通保険約款および学校契約団体傷害保険（学校の管理下外のみ補償）特約の規定
を準用します。

保険料確定特約
（行政委嘱委員団体傷害保険特約用）

「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による

場合のほか、次のとおりとします。
用語 説明

き 行政委嘱
委員特約

行政委嘱委員団体傷害保険特約をいいます。

第１条（この特約の適用条件）
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用され

ます。
第２条（行政委嘱委員特約の読み替え）

当社は、この特約により、行政委嘱委員特約第６条（暫定保険料の払込み）の
規定を次のとおり読み替えて適用します。

「
第６条（保険料の払込み）

（１）保険契約者は、保険契約の締結と同時に、保険契約締結時に把握可能な最
近の会計年度または過去１年間の業務日数および被保険者数（注）に基づい
て、当社の定める方法により算出した保険料を、当社に払い込まなければな
りません。

（２）普通保険約款基本条項第２条（保険料の払込方法）（２）の規定は、本条（１）
の保険料にも適用するものとします。

（注）被保険者数とは、初年度契約の場合、被保険者となるべき者の人数をい
います。 」

第３条（保険契約者からの保険契約の解約）
（１）保険契約者は、当社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解約す

ることができます。
（２）本条（１）の規定により、保険契約者が保険契約を解約した場合は、当社は、

既に払い込まれた保険料から既経過期間に対し月割によって計算した保険料を差
し引いて、その残額を返還します。

第４条（行政委嘱委員特約の不適用）
行政委嘱委員特約第７条（通知）、第８条（確定保険料の払込み）および第９条

（保険契約の解除または解約）の規定は適用しません。
第５条（準用規定）

この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普
通保険約款および行政委嘱委員特約の規定を準用します。
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保険料確定特約（非営利活動団体傷害保険特約用）
第１条（この特約の適用条件）

この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用され
ます。
第２条（非営利活動団体傷害保険特約の読み替え）

この保険契約については、非営利活動団体傷害保険特約第５条（暫定保険料の
払込み）の規定を次のとおり読み替えて適用します。

「
第５条（保険料の払込み）

（１）保険契約者は、保険契約の締結と同時に、保険契約締結時に把握可能な最
近の会計年度または直近１か年の活動実績に基づく活動区分ごとの延べ被保
険者数（注）に基づき当社が算出した保険料を、当社に払い込まなければな
りません。

（２）普通保険約款基本条項第２条（保険料の払込方法）（２）の規定は、本条（１）
の保険料にも適用するものとします。

（注）延べ被保険者数とは、初年度契約の場合、被保険者となるべき者の人数
をいいます。 」

第３条（非営利活動団体傷害保険特約の不適用）
非営利活動団体傷害保険特約第７条（支払保険金の削減）、第８条（追加暫定保

険料）、第９条（通知）、第１０条（確定保険料の払込み）および第１１条（保険
契約の解除または解約の場合の保険料精算）の規定は適用しません。
第４条（準用規定）

この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、非
営利活動団体傷害保険特約および普通保険約款の規定を準用します。

保険料確定特約（包括契約特約用）
「用語の説明」

この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による
場合のほか、次のとおりとします。

用語 説明
ほ 包括契約

特約
包括契約特約（毎月報告・毎月精算）、包括契約特約（毎月報告・
一括精算）または包括契約特約（一括報告・一括精算）のうち、こ
の保険契約に適用されるものをいいます。

第１条（この特約の適用条件）
この特約は、この保険契約に包括契約特約が適用された場合で、かつ、保険証

券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第２条（包括契約特約の読み替え）

当社は、この特約により、包括契約特約第２条（暫定保険料の払込み）の規定
を次のとおり読み替えて適用します。

「
第２条（保険料）

（１）保険契約者は、保険契約の締結と同時に、保険契約締結時に把握可能な最
近の会計年度または過去１年間の被保険者数（注）その他の当社の定める事
項に基づき当社が算出した保険料を、当社に払い込まなければなりません。

（２）普通保険約款基本条項第２条（保険料の払込方法）（２）の規定および普
通保険約款に適用される他の特約に定める保険料領収前に発生した事故の取
扱いの規定は、本条（１）の保険料に適用するものとします。

（注）被保険者数とは、初年度契約の場合、被保険者となるべき者の人数をい
います。 」

第３条（保険契約者による保険契約の解約）
（１）保険契約者は、当社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解約す

ることができます。
（２）本条（１）の規定により、保険契約者が保険契約を解約した場合は、当社は、

既に払い込まれた保険料から既経過期間に対し月割によって計算した保険料を差
し引いて、その残額を返還します。

第４条（包括契約特約の不適用）
包括契約特約第４条（通知）および第５条（確定保険料の払込み）の規定は適

用しません。
第５条（準用規定）

この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普
通保険約款および包括契約特約の規定を準用します。
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保険料確定特約
（会員用シートベルト傷害保険特約用）

「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、会員用シートベルト傷害保険特約お

よび普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 説明

し シートベ
ルト特約

会員用シートベルト傷害保険特約をいいます。

第１条（この特約の適用条件）
この特約は、この保険契約にシートベルト特約が適用される場合で、かつ、保

険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
第２条（シートベルト特約の読み替え）

この特約を適用する保険契約については、シートベルト特約第１０条（暫定保
険料の払込み）の規定を次のとおり読み替えて適用します。

「
第１０条（保険料の払込み）

（１）保険契約者は、保険契約締結と同時に、保険契約締結時に把握可能な最近
の会計年度または過去１年間の被保険者数（注）その他の当社の定める事項
に基づき当社が定める方法により算出した保険料を、当社に払い込まなけれ
ばなりません。

（２）普通保険約款基本条項第２条（保険料の払込方法）（２）の規定およびこ
の保険契約に適用される他の特約に定める保険料領収前に発生した事故の取
扱いの規定は、本条（１）の保険料に適用するものとします。

（注）被保険者数とは、初年度契約の場合、被保険者となるべき者の人数をい
います。 」

第３条（シートベルト特約の不適用）
シートベルト特約第１１条（通知）、第１２条（確定保険料の払込み）および第

１３条（保険料の返還）の規定は適用しません。
第４条（準用規定）

この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、シ
ートベルト特約および普通保険約款の規定を準用します。

契約内容変更に関する特約
「用語の説明」

この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による
場合のほか、次のとおりとします。

（５０音順）
用語 説明

け 契約内容
変更

保険証券または保険申込書の記載事項の変更をいい、保険契約者に
よる保険契約条件の変更を含みます。

ふ 普通保険
約款等

この保険契約に適用される普通保険約款および特約をいいます。

第１条（この特約の適用条件）
この特約は、次の訂正の申出または通知が当社の所定の連絡先に直接行われた

場合で、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用され
ます。
①　普通保険約款等の規定による告知義務に関する訂正の申出または普通保険約

款等の規定による契約内容変更の通知
②　本条①のほか、保険契約者または被保険者が、当社の所定の連絡先に契約内

容変更を行う場合の通知
第２条（追加保険料の払込方法）

第１条（この特約の適用条件）の訂正の申出または変更の通知により、当社が
追加保険料を請求した場合には、保険契約者は、その追加保険料を変更日または
当社が追加保険料を請求した日のいずれか遅い日（注）からその日を含めて３０
日以内に払い込まなければなりません。

（注）変更日または当社が追加保険料を請求した日のいずれか遅い日は、変更日と
当社が追加保険料を請求した日が同じ日である場合、変更日とします。

第３条（追加保険料領収前の事故）
保険契約者が第２条（追加保険料の払込方法）の規定による追加保険料の払込

みを怠った場合には、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に発生したこ
の保険契約で定める保険金支払事由または保険金支払事由の原因に対する保険金
の支払については、普通保険約款等の規定に従います。
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第４条（当社からの保険契約の解除）
保険契約者が第２条（追加保険料の払込方法）に定める期日まで追加保険料の

払込みを怠った場合は、当社は、普通保険約款等の規定に従い、保険契約者に対
する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第５条（準用規定）

この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普
通保険約款等の規定を準用します。

共同保険に関する特約
「用語の説明」

この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による
場合のほか、次のとおりとします。

用語 説明
ひ 引受保険

会社
保険証券記載の保険会社をいいます。

第１条（この特約の適用条件）
この特約は、この保険契約が引受保険会社による共同保険契約である場合に適

用されます。
第２条（引受保険会社の独立責任）

この保険契約の引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引
受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務
を負います。
第３条（幹事保険会社の行う事項）

保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名し
た保険会社は、すべての引受保険会社のために次に掲げる事項を行います。
①　保険申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
②　保険料の収納および受領または返還
③　保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④　保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告

知または通知の承認
⑤　保険金請求権等の譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認また

は保険金請求権等の上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の
受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認

⑥　保険契約に係る契約内容変更の手続きの完了に係る書類の発行および交付ま
たは保険証券に対する裏書等

⑦　被保険者その他の保険契約に係る事項の調査
⑧　事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関

する書類等の受領
⑨　損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩　その他本条①から⑨までの事務または業務に付随する事項
第４条（幹事保険会社の行為の効果）

この保険契約に関し幹事保険会社が行った第３条（幹事保険会社の行う事項）
に掲げる事項は、すべての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第５条（保険契約者等の行為の効果）

この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の
行為は、すべての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
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第８部　返還保険料のお取扱いについて
「用語の説明」

用語 説明

解
約

保険契約
者からの
解約

保険契約者からのお申出によるご契約の解
約をいいます。

（中途更改のための全部解約を除きます）
被保険者
からの解
約

普通保険約款またはご契約にセットされる
特約の規定に基づく被保険者からのお申出
によるご契約の解約をいいます。

中途更改
のための
全部解約

保険契約者からのお申出によるご契約の解
約であって、その解約日を始期日として、
現在のご契約と同一の保険契約者による新
しいご契約を締結いただく場合をいいま
す。

解除
当社が、普通保険約款またはご契約にセッ
トされる特約の規定により行うご契約の解
除をいいます。

無効
保険契約のすべての効力が、この保険契約
締結時から生じなかったものとして取扱う
ことをいいます。

失効 この保険契約の全部または一部の効力を将
来に向かって失うことをいいます。

月割 期間の月数に応じて定める割合をいいま
す。

期
間

保険期間 ご契約の保険証券記載の保険期間をいいま
す。

既経過期
間

ご契約の始期日から、解約日、解除日また
は失効日までの期間をいいます。
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＜返還保険料の計算方法等について＞
ご注意

◆返還保険料は補償項目別に計算し、1 円未満の端数
が発生したときは、原則小数点以下第 1 位を四捨五
入して 1 円単位とします（商品によっては 10 円単
位の場合があります）。なお、計算の順序、計算過程
における端数処理等の影響により、後記の計算方法
に従って算出される金額と実際に返還される金額と
が異なる場合があります。

◆期間に含まれる日数の計算にあたっては、その期間
の初日の翌日を起算日とします。

◆保険料から後記の計算方法に従って算出される金額
を差し引いた額が最低保険料を下回る場合は、最低
保険料との差額を差し引いて返還保険料をお支払い
します。また、払込保険料が最低保険料を下回る場
合は、最低保険料との差額を保険契約者に請求しま
す（中途更改に伴う保険料返還の場合は除きます）。

◆ご契約が無効、失効または取消しとなる場合の返還
保険料については、後記をご覧ください。また、セッ
トされる特約にも返還保険料について記載している
場合がありますので、あわせてご確認ください。
・ 傷害保険普通保険約款第 2 章基本条項第 15 条（保

険料の返還－無効または失効の場合）
・ 傷害保険普通保険約款第 2 章基本条項第 16 条（保

険料の返還－取消しの場合）
保険期間中に保険契約者がご契約を解約される場合およ
び当社がご契約を解除する場合における返還保険料は、
次のとおり計算します。なお、セットされる特約等によ
り返還保険料の計算方法が異なる場合があります。また、
保険料一時払契約（保険料の払込方法が一時払であるご
契約）の場合のみ掲載しています。

（１）保険契約者がご契約を解約される場合
区分 計算方法

解約
保険契約者からの解約

月割被保険者からの解約
中途更改のための全部解約

（２）当社がご契約を解除する場合
区分 計算方法

解除
告知義務に関する規定による解除

月割重大事由による解除
追加保険料不払による解除

＜計算方法＞

返還保険料 = 保険料 × 12 － 既経過月数
12

なお、返還保険料の具体的な金額や、ご不明な点につい
ては、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
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お問合わせ窓口
1  事故が起こった場合

事故が起こった場合、事故の発生の日からその日を含め
て 30 日以内にご契約の代理店・扱者または下記にご連
絡ください。
ご連絡がない場合、それによって当社が被った損害の額
を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
事故が起こった場合の手続きの詳細については P.11 を
ご覧ください。
なお、下記の「あいおいニッセイ同和損保あんしんサポー
トセンター」では、専門の係員が事故の受付を行います。

あいおいニッセイ同和損保あんしんサポートセンター
24時間・
365日受付

※IP電話からは0276-90-8852(有料)におかけください。
※おかけ間違いにご注意ください。

0120-985-024（無料）

２ 保険に関するお問合わせ窓口
保険に関するお問合わせは、保険証券記載の代理店・扱
者または営業店までご連絡ください。

３ 指定紛争解決機関
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指
定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と
手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題
を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協
会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことがで
きます。

[　　]０５７０-０２２-８０８
一般社団法人 日本損害保険協会そんぽＡＤＲセンター

※受付時間［平日9:15～17:00（土日・祝日および年末年始を除き
　ます）］
※電話会社の通話料割引サービスや料金プランの無料通話は
　利用できません。
※携帯電話からも利用できます。
※電話リレーサービス、IP電話からは03-4332-5241におかけ
　ください。
※おかけ間違いにご注意ください。
※詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧
ください。　
httpｓ://www.sonpo.or.jp/about/efforts/adr/index.html

ナビ
ダイヤル

（全国共通・通話料有料）
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万一、事故が起こった場合は

※IP電話からは0276-90-8852（有料）におかけください。
※おかけ間違いにご注意ください。

万一、事故が起こった場合は、遅滞なく代理店・扱者または当
社にご連絡ください。
なお、上記の「あいおいニッセイ同和損保あんしんサポートセン
ター」では、専門の係員が事故の受付を行います。

令和7年10月

「学校契約団体傷害保険契約」「PTA団体傷害保険契約」
の保険契約者さまへ

当社では、社会貢献の取組みの一環として、ベル
マーク運動に協賛しております。
お客さまのご契約は、その対象商品となりますので、
ベルマークをご希望の方は、代理店・扱者までお申
し出いただきますようお願いいたします。

レク・施設等

0120-985-024 24時間・
365日受付（無料）

あいおいニッセイ同和損保あんしんサポートセンターあいおいニッセイ同和損保あんしんサポートセンター

傷 害 保 険

（普通保険約款・特約）
ご契約のしおり

（レクリェーション・施設入場者等団体契約用）

本社　〒150-8488  東京都渋谷区恵比寿1-28-1
httpｓ://www.aioinissaydowa.co.jp/
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